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１ 生活環境部の組織
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○ 組 織
平成２６年４月１日現在

生活環境総務課(電話024-521-7155・7156・7669)

消費生活課(電話024-521-7736・7180・7767)

〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館１階

相談専用(電話024-521-0999)

521-7187・7188)生活環境総室 青少年・男女共生課(電話024-

生活交通課(電話024-521-7157・7158)

国際課（電話024-521-7182 ）・7183

旅券室(電話024-525-4032)

〒960-8053 福島市三河南町1-20 コラッセふくしま１階

消防保安課(電話024-521-7190)

県民安全総室 災害対策課(電話024-521-7194・7641)

原子力安全対策課(電話024-521-7819)

生 楢葉町駐在(電話0240-23-6731)

〒979-0604 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 楢葉町役場内

活 放射線監視室（電話024-521-8498）

〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館３階

環 消防防災航空センター(電話0247-57-3000)

〒963-6304 玉川村大字北須釜字懸金沢97-8

境 消防学校(電話024-593-1251)

〒960-2156 福島市荒井字仲沢7

部 原子力センター(電話024-555-6101)

〒960-8057 福島市笹木野字南中谷地8-1

福島支所(電話024-544-2030)

〒960-8163 福島市方木田字水戸内16-6

環境共生課(電話024-521-7248・7250・7813)

環境共生総室 自然保護課(電話024-521-7251・7210)

水・大気環境課(電話024-521-7261・7258)

環境創造センター整備推進室（電話024-521-8516）

環境センター(電話024-923-3401)

〒963-8024 郡山市朝日3-5-7

一般廃棄物課(電話024-521-7172・7249)

環境保全総室 産業廃棄物課(電話024-521-7264・7259)

除染対策課(電話024-521-7276・8315・8317)

原子力損害対策課(電話024-521-7103・8183)
原 子力損害

原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口(電話024-523-1501)
対 策 総 室

避難者支援課（電話024-523-4157・4250、024-521-8306）

※ 原子力損害対策総室 ： 〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館７階
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○ 分 掌 事 務

総室名 課（室）名 分 掌 事 務

生 生活環境総務課 部内の事務の総合企画及び調整に関すること。
活
環 部内における人事、予算及び経理に関すること。
境
総 環境基本法（平成５年法律９１号）の施行に関すること。
室

消防防災航空センター、環境センター、原子力センター、消防学校及び男
女共生センター並びに消費生活センター（組織に係るものに限る ）に関。
すること。

部内他総室の所掌に属しない事務に関すること。

消費生活課 消費者施策の総合企画及び調整に関すること。

消費者の安全確保及び取引等の適正化に関すること。

生活関連物資の確保に関すること。

消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第８条第１項各号に掲げる事務
に関すること。

消費生活センターに関すること（他課の所掌に属するものを除く 。。）

生活協同組合その他消費者団体の育成指導に関すること。

青少年・男女共生 青少年の育成施策の総合企画及び調整に関すること。
課

健全な社会環境の確保に関すること。

男女共同参画社会の形成に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

人権に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

ユニバーサルデザインに係る施策の総合企画及び調整に関すること。

生活交通課 生活交通体系に係る総合企画及び調整に関すること。

生活路線バスの運行及び維持対策に関すること。

交通安全対策の総合企画及び調整に関すること。

交通安全運動の推進に関すること。

国際課 国際化施策の企画及び調整に関すること。

国際交流事業の推進に関すること。

海外移住に関すること。

旅券室 海外渡航に関すること。
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総室名 課（室）名 分 掌 事 務

県 消防保安課 消防に関すること。
民
安 火災の予防に関すること。
全
総 危険物の規制に関すること。
室

高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関すること。

火薬類及び猟銃等の取締りに関すること。

電気工事士及び電気工事業に関すること。

県地域防災計画の実施に関すること。

災害対策課 災害対策に関すること。

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の施行に関すること（避難者支
援課の所掌に属するものを除く 。。）

総合情報通信ネットワーク（防災行政無線を含む ）に関すること。。

県地域防災計画の実施に関すること。

国民保護に関すること。

原子力安全対策課 原子力安全対策の総合調整に関すること。

原子力発電所施設に係る安全対策に関すること（他課の所掌に属するもの
を除く 。。）

原子力災害対策に関すること。

原子力防災及び放射線に関する知識の普及に関すること。

県地域防災計画の実施に関すること。

環境放射線モニタリングの総合調整に関すること。
放射線監視室

環境放射線モニタリングデータの公表に関すること。

環 環境共生課 地球温暖化対策の総合企画及び調整に関すること。
境
共 循環型社会形成の推進に係る施策の総合企画及び調整に関すること。
生
総 環境保全活動の推進に関すること。
室

環境影響評価に関すること。

自然保護課 自然環境の保護に関すること。

自然環境に係る施設の整備、管理及び改善指導に関すること。

国立公園、国定公園及び県立自然公園に関すること。

野生生物の保護及び狩猟に関すること。

景観形成施策の総合企画及び調整に関すること。

水・大気環境課 大気及び土壌の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭等の防止並びにその
指導に関すること。

ダイオキシン類、フロン類等化学物質の対策に関すること。

環境汚染の防止のために必要な監視及び測定に関すること。

公害に係る紛争、苦情等の処理に関すること。

環境創造センター 環境創造センターの整備及び運営に関すること。
整備推進室
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総室名 課（室）名 分 掌 事 務

環 一般廃棄物課 一般廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること。
境
保 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）の施行に関すること（他課の所掌に
全 属するものを除く 。。）
総
室 容器包装リサイクルに関すること。

家電リサイクルに関すること。

産業廃棄物課 産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること。

産業廃棄物の不法投棄防止対策に関すること。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４
号）の施行に関すること（特定建設資材廃棄物の再資源化等に係るものに
限る 。。）

自動車リサイクルに関すること。

放射性物質により汚染された廃棄物の処理の調整に関すること。

放射性物質汚染対処特別措置法（平成２３年法律第１１０号）の施行に関
すること（他課の所掌に属するものを除く 。。）

除染対策課 除染対策の推進に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

除染技術の評価及び研究に関すること。

放射性物質汚染対処特別措置法の施行に関すること（放射性物質汚染対処
特別措置法第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置に係るものに限
る 。。）

原 原子力損害対策課 原子力損害対策に係る総合企画及び調整に関すること。
子
力 原子力損害の賠償の請求に係る支援及び調整に関すること。
損
害 原子力損害の賠償に係る相談に関すること。
対
策 避難者支援課 東日本大震災による避難者支援に関する施策の総合企画及び調整に関する
総 こと。
室

災害救助法に基づく費用の支弁に関すること。

被災者生活再建支援制度等に関すること。
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２ 生活環境部の基本方針と重点施策
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○　平成２６年度基本方針

　生活環境部は、「東日本大震災を始めとする災害からの復興・再生」に最優先で取り組むと
ともに、「県民生活の安定・向上」を図るため、３つの柱を掲げて各種施策に部の総力を挙げ
て取り組んでいきます。

災害対策の推進

一人一人がいきいきと

輝く社会の実現
安全に安心して

暮らせる社会の実現

美しい自然環境に

包まれた持続可能な

社会の実現

除染の推進及び

廃棄物の適正処理
原子力損害対策

人権尊重の推進

青少年の健全育成

の推進

男女共同参画社会

の形成

国際交流の推進

消費生活の

安定・向上

公共交通基盤の

復旧・整備

交通安全・防犯

対策の推進

総合的な消防・

防災体制の整備

低炭素・循環型

社会への転換

良好な景観の

保全と継承

自然と共生する

社会の形成

安全で安心な環境

の保全と創造

災害からの復興・再生

県民生活の安定・向上

避難者支援

人 安全 環境

災害

原子力発電所の廃炉に向けた

取組の監視及びモニタリングの充実
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○ 平成２６年度重点施策

東日本大震災を始めとする災害からの復興・再生

◆災害対策の推進

○ 原子力発電所の廃炉に向けた取組の監視及びモニタリングの充実

（原子力発電所の廃炉に向けた取組の監視 【原子力安全対策課】）

国及び東京電力の廃炉に向けた取組が安全かつ着実に進められるよう廃炉安全監視

協議会の現地調査等を継続して実施し、厳しく監視するとともに、現地駐在による情

報収集体制の強化を図ってまいります。

また、県地域防災計画（原子力災害対策編）の見直しを進め、緊急時の連絡体制

強化や防災対策の拠点となるオフサイトセンターの建設を進めるなど、防災対策の充

実に取り組みます。

（モニタリングの充実 【放射線監視室】）

リアルタイム線量計３，０３６基とモニタングポスト６１１基を用いた放射線の連

続測定、メッシュ調査などを実施し県内の空間線量率を把握する他、土壌・水・大気

の核種分析を広範囲に実施するとともに、ＧＰＳ連動型の放射線自動計測システムの

運用等によるきめ細やかなモニタリングを実施し、測定結果を分かりやすく公表して

いきます。

○ 除染の推進及び廃棄物の適正処理

除染の推進 【除染対策課、産業廃棄物課】（ ）

１ 県民のふるさとへの速やかな帰還や安全に安心して生活できる環境を確保するた

め、除染を国・市町村と一体となって推進します。

２ 除染の推進体制を整え更なる加速化を図るため、除染情報プラザを活用した情報

発信や、市町村除染技術支援事業の実施による技術的支援の強化、住民説明会等へ

の専門家等の派遣による除染や仮置場に対する理解の促進、除染業務講習会の開催

による除染事業者等の育成強化などに取り組みます。

３ 中間貯蔵施設については、双葉８町村との協議の場も活用しながら、広域自治体

としての役割をしっかり果たしていきます。

（廃棄物の適正処理 【一般廃棄物課、産業廃棄物課】）

１ 災害廃棄物の処理について、国代行制度の活用や再生利用の促進などにより、

国・市町村・事業者と連携を図りながら適正な処理を進めます。

２ 国直轄で処理する８，０００Bq/kg超の汚染廃棄物について、国・市町村と連携

し、処理の安全性に関する住民理解を促進します。
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福島県環境創造センターの整備【環境創造センター整備推進室】

国内外の英知を結集して、除染技術の研究開発、きめ細かなモニタリング、子ども

たちへの環境教育等を行う福島県環境創造センターを整備します。

また、放射線モニタリング及び除染の分野におけるＩＡＥＡとの協力プロジェクト

に取り組みます。

○ 避難者支援【避難者支援課】

１ 応急仮設住宅や民間借上住宅を引き続き提供するほか、災害援護資金の貸付や生

活再建支援金の支給等により生活再建を支援します。

２ 避難者へ向けたきめ細かい情報提供や県外の生活サポート拠点の充実、県外自治

体への職員駐在などにより避難者間のきずなの維持や地域コミュニティーの再生を

進めます。

○ 原子力損害対策【原子力損害対策課】

１ 生活再建に資する十分な賠償が確実かつ迅速になされるよう、引き続き要望・要

求活動を行っていきます。

２ 被害者の円滑な賠償請求・支払いにつなげるため、弁護士等による相談対応等の

支援に取り組みます。

県民生活の安定・向上

◆一人一人がいきいきと輝く社会の実現

○ 青少年の健全育成の推進【青少年・男女共生課】

１ 将来の本県を担う青少年が心身ともに健やかに成長し、いきいきと輝くことを目

指し関係機関・団体等と連携しながら各種施策を推進します。

２ 青少年の抱える困難に対し 「青少年総合相談センター」において相談対応をす、

るとともに 「青少年支援協議会」により関係機関・団体が連携して支援に取り組、

みます。

○ 男女共同参画社会の形成【青少年・男女共生課】

性別にかかわりなく誰もが個人として尊重される社会の形成に向け、女性が活躍し

やすい環境の整備を図るための取組や男女共生センターを拠点とした啓発・実践活動

を進めます。

○ 人権尊重の推進【青少年・男女共生課】

ともに生きる社会の実現に向け、人権への理解を深めるための各種啓発事業の実施、

ユニバーサルデザインの考え方の普及啓発に取り組みます。
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○ 国際交流の推進【国際課】

１ 国際的な広い視野を持った人材の育成を図るとともに、県民、民間団体、市町村

など多様な主体と連携しながら様々な国際交流・協力活動を促進します。

２ 震災及び原発事故の風評を払拭するため、国際会議等の誘致に取り組むとともに、

在外県人会等とのネットワークを活用するなど、本県の正しい情報や魅力を世界に

向けて発信します。

◆安全に安心して暮らせる社会の実現

○ 消費生活の安定・向上【消費生活課】

１ 年々複雑、多様化する消費者被害を未然に防止し、消費者の安全を確保するため、

相談体制等の強化や自立した消費者の育成、市町村への支援など、消費者行政の充

実を図ります。

２ 県民の食品の安全・安心を確保するため、市町村に配備した５３３台の放射能簡

易分析装置の活用に必要な経費を補助し、あわせて住民自らが検査し確認できる体

制の構築に向けて放射能の正しい知識や検査機器の操作法に関する研修会等を開催

します。

３ 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、食の安全への関心が高まっている

ことから、放射能や食の安全性をテーマとしたリスクコミュニケーションに関する

取組を実施し、消費者の理解を深めます。

４ 食と放射能に関して、自らの判断で正しく食品の選択ができるよう、県内の農林

水産業関係者の取組を広く紹介するとともに、消費者と生産者との理解交流を図る

など風評被害の払拭に資する取組を実施・支援します。

○ 公共交通基盤の復旧・整備【生活交通課】

１ 鉄道・バスなど県民生活の足の確保・維持を図るため、第三セクター鉄道の施設

整備及び経営安定化を支援するほか、交通対策事業に取り組む市町村やバス事業者

に対する支援を行います。

２ ＪＲ常磐線の相馬・浜吉田駅間の復旧について、地元自治体やＪＲ東日本と連携

し、早期運転再開を目指します。

３ ＪＲ只見線や避難指示区域内のＪＲ常磐線については、粘り強く国・ＪＲ東日本

に対し早期復旧や財政支援を強く要望していきます。

○ 交通安全・防犯対策の推進【生活交通課、生活環境総務課】

１ 昨年の交通事故死者７９人のうち６５歳以上の割合は４９％と、依然として高齢

者の死亡事故が多発するなどしており、子どもから高齢者まで県民が安心して暮ら

せる交通社会を実現するため、関係機関・団体等と連携しながら交通安全対策に取

り組みます。
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２ 犯罪が無く、県民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、県警

察本部と連携しながら防犯対策に取り組みます。

○ 総合的な消防・防災体制の整備【消防保安課、災害対策課】

１ 東日本大震災の教訓を踏まえ、県民の生命、身体及び財産を守るため、消防団員

の確保、避難行動要支援者の避難に関する市町村の取組を支援するなど防災力の向

上を図るとともに、県地域防災計画の見直しに取り組みます。

２ 救急業務の高度化のため、各消防本部における救急救命士の養成を支援します。

◆美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の実現

○ 低炭素・循環型社会への転換【環境共生課、産業廃棄物課】

１ 節電や節水、廃棄物の発生抑制などを進めるため 「福島議定書」による温室効、

果ガス排出削減に向けた取組などにより、県民、事業者等の環境に配慮した主体的

な活動を促進します。

２ 災害時に防災拠点となる公共施設や民間施設への再生可能エネルギーの導入を促

進するため、太陽光パネルや蓄電池などの設置経費を支援します。

３ 廃棄物の排出抑制や減量化、適正処理を総合的に推進していくため、産業廃棄物

の排出事業者がリサイクル等の推進を目的として実施する先進的な施設整備等を支

援します。

○ 自然と共生する社会の形成【自然保護課、水・大気環境課】

１ 尾瀬や裏磐梯など優れた自然環境を有する県内の自然公園の保護と適正利用を促

進するため、公園計画に基づき公園施設の整備を図ります。

２ 本県の豊かな生物多様性を保全し将来に引き継ぐため、野生動物の保護管理を進

め、希少野生動植物等に関する生息・生育情報の収集に努めるほか、子ども達を対

象にした自然環境学習に取り組みます。

３ 原発事故により、野生鳥獣の肉から国の暫定規制値を超える放射性セシウムが検

出されているため、モニタリング調査を継続して実施し、県民へ自家消費に対する

注意喚起を行います。

４ 猪苗代湖の水環境保全のため高度処理浄化槽の整備促進、流入水路への除塵スク

リーンの設置、ヨシ刈りなど県民と一体となった総合的な対策に取り組みます。

○ 良好な景観の保全と継承【自然保護課】

景観法及び福島県景観条例の適切な運用により、本県の地域特性を生かした優れ

た景観の保全と継承を図ります。
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○ 安全で安心な環境の保全と創造【水・大気環境課、一般廃棄物課】

１ ダイオキシン類等の化学物質などから健康で安心して快適に暮らせる環境を守る

ため、引き続き大気や水質、土壌等の監視・調査を実施するとともに、事業者等に

対する適切な指導を行います。

２ 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽整備事業を実施す

る市町村の取組を支援します。
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○ 中 ・ 長 期 計 画

計 画 名 称 担当課室計画期間（年度）

福島県環境基本計画 H25～H32 生活環境総務課

福島県環境教育等行動計画 H26～H32 生活環境総務課

ふくしま青少年育成プラン H25～H32 青少年・男女共生課

ふくしま男女共同参画プラン H25～H32 青少年・男女共生課

ふくしまユニバーサルデザイン推進計画 H25～H32 青少年・男女共生課

第９次福島県交通安全計画 H23～H27 生 活 交 通 課

ふくしま国際施策推進プラン H25～H32 国 際 課

福島県消防広域化推進計画 H22～ 消 防 保 安 課

福島県消防救急無線のデジタル方式への移行等に係る基本 H23～ 消 防 保 安 課

整備全体計画

福島県地域防災計画（一般災害対策編） S38～ 災 害 対 策 課（毎年見直し）

福島県地域防災計画（地震・津波災害対策編） H7～ 災 害 対 策 課（毎年見直し）

福島県地域防災計画（事故対策編） H11～ 災 害 対 策 課（毎年見直し）

福島県地域防災計画（原子力災害対策編） H12～ 原子力安全対策課（毎年見直し）

地震防災緊急事業五箇年計画（第４次） H23～H27 災 害 対 策 課

福島県石油コンビナート等防災計画 S52～ 災 害 対 策 課

福島県の国民の保護に関する計画（福島県民等保護計画） H17～ 災 害 対 策 課（毎年見直し）

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定基本計画 S48～ 放 射 線 監 視 室（随時見直し）

福島県地球温暖化対策推進計画 環 境 共 生 課H25～H32

福島県循環型社会形成推進計画 H23～H26 環 境 共 生 課

ふくしま生物多様性推進計画 H23～H32 自 然 保 護 課

第１１次鳥獣保護事業計画 H25～H28 自 然 保 護 課

福島県水環境保全基本計画 水・大気環境課H25～H32

猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画 水・大気環境課H25～H32

福島県廃棄物処理計画 H23～H27 一 般 廃 棄 物 課

産 業 廃 棄 物 課

福島県分別収集促進計画（第７期） H26～H30 一 般 廃 棄 物 課

福島県ごみ処理広域化計画 H22～H29 一 般 廃 棄 物 課

福島県ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物処理計画 H18～H26 産 業 廃 棄 物 課
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○ 福島県環境基本計画

本計画は、環境基本条例に基づく本県の環境保全に関する基本的な計画であり、また県総

合計画の環境保全に関する部門別計画でもあります。

平成２４年度、喫緊の課題である除染、廃棄物処理等の災害対策を「Ⅰ環境回復の推進」

として新たに柱立てを行うとともに、自然環境保全、温室効果ガスの排出抑制などの従来の

取組を「Ⅱ美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の実現」として再編・強化しました。

基本目標を「福島を想う全ての人々の力でつくろう～安心して暮らせて、自然と共生する

“新生ふくしま”～」として、県民、事業者、行政など様々な方々の連携、さらには国内外

の英知を結集して本県の環境回復に取り組み、震災前以上の美しく豊かな自然環境と共生す

る社会を創り上げることを目指していきます。

○ 福島県環境教育等行動計画

この計画は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第８条の規定に基づく

行動計画として策定したものです。

持続可能な社会の実現と県土の環境回復を図るためには、県民、民間団体、事業者、行政

など全ての主体が自ら、また、連携・協働して環境保全・回復活動に取り組んでいくことが

ますます重要になっており、そうした行動を広げるために環境教育等を推進することが必要

であるため、本行動計画に基づき環境教育等の推進に取り組みます。

○ ふくしま青少年育成プラン

この計画は、将来の福島県を担う青少年が、心身ともに健やかに成長し、意欲と創造力に

あふれ、いきいきと輝くことを目指して、本県の青少年育成施策の方向性を示すとともに、

県民あげて青少年育成を推進する指針となるものです。

また、東日本大震災の影響により青少年を取り巻く環境が大きく変化しており、今後の未

来社会の創造に対応できるようにするため、県の青少年育成関連施策の目標を明確にし、総

合的な取組を推進するとともに、家庭、学校、職場、地域、行政機関などが協力・連携して

青少年育成を推進することとしています。

○ ふくしま男女共同参画プラン

この計画は、すべての県民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、自己の能力を自

らの意思に基づいて発揮することができ、あらゆる分野に共に参画し、責任を担う社会を基

本理念とした本県の男女共同参画社会の形成の推進を目的としています。

この計画に基づき、行政、県民、事業者等と連携・協力しながら、基本理念を反映した本

県の復興と男女共同参画社会の実現を図るための施策を展開していきます。

○ ふくしまユニバーサルデザイン推進計画

この計画は、すべての人が安全・安心・快適に暮らすことができる社会の実現に向け 「思、

いやりをシステム化」をキーワードに、ユニバーサルデザインの考え方をものづくりやまち

づくりはもちろんのこと、制度やサービスなどのソフト面を含めたあらゆる分野に浸透させ

る「ふくしま型ユニバーサルデザイン」の普及推進を図ることを目的に策定しております。

この計画に基づき、県民、ＮＰＯ、事業者、市町村等と連携・協力し、計画的・体系的な

推進を図るとともに、特に復興における取組においては、ユニバーサルデザインの考え方を

重視しようとするものです。
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○ 第９次福島県交通安全計画

交通安全対策基本法に基づき、平成２３年度から平成２７年度までの陸上交通の安全に関

する県及び本県の区域を所管する指定行政機関等が実施する施策の大綱を定め、平成２７年

までの目標を設定して、県、市町村及び指定行政機関等が、交通安全に関する施策を積極的

に実施しようとするものです。

○ ふくしま国際施策推進プラン

このプランは、福島県総合計画「ふくしま新生プラン」の部門別計画で本県の国際関係施

策を総合したものです。

このプランでは 「人や地域とともに、世界に輝く『新生ふくしま』の実現」という基本目、

標の下、２つの目指すべき国際化の姿と４つの基本戦略（①地球市民の育成と多文化共生社

会の推進、②世界とふくしまをつなぐネットワークと情報発信の強化、③多様な国、地域と

の国際交流の推進、④ふくしまブランドの再発信と新機軸の展開）を定め、総合的な施策を

推進することとしています。

○ 福島県消防広域化推進計画

この計画は、消防組織法第３３条第１項の規定に基づき、自主的な市町村の消防の広域化

を推進するために平成２２年３月に策定したものです。

この計画では、今後の消防力の維持・向上についてそれぞれの地域において、どのような

方策が効果的であるか、自主的・主体的な検討を進めることとし、県はその検討に積極的に

参加、協力することで、住民の安全・安心の確保に取り組むこととしています。

○ 福島県消防救急無線のデジタル方式への移行等に係る基本整備全体計画

この計画は、平成１５年１０月の電波法関係審査基準の改正や平成２０年５月の電波法第

２６条の規定に基づく周波数割当計画の一部変更により、消防救急無線について平成２８年

、５月３１日までに現在のアナログ方式からデジタル方式に移行等を図る必要があることから

移行期限に向けた円滑な整備を図るために策定したものです。

○ 福島県地域防災計画（毎年見直し）

この計画は、本県における総合的な災害対策の基本となるものであり、災害の予防、応急

対策、復旧計画などについて詳細に定め、地域住民の生命と財産を守るという地方自治体の

基本的な責務を遂行する上で、極めて重要な役割を果たすものです。

この計画に基づき、災害に強い安全な地域社会づくりを推進するとともに、災害発生時に

は迅速かつ適切な応急対策を実施することとしています。

また、原子力災害対策指針の改正等を踏まえ、見直しを行ってまいります。

○ 地震防災緊急事業五箇年計画（第４次）

この計画は、地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対

策特別措置法第２条の規定に基づき、地震防災対策上緊急に整備すべき施設等の整備計画に

ついて平成２３年度から平成２７年度までの５か年を対象として作成するものです。

県、市町村等が行う情報通信連絡網、効率的な消火、救助活動を行うための消防施設・設

備、災害応急対策活動を迅速に行うための緊急輸送道路等の整備事業について、計画的に実

施することとしています。
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○ 福島県石油コンビナート等防災計画

この計画は、石油コンビナート等災害防止法第３１条の規定に基づき、本県の石油コンビ

ナート等特別防災区域内の防災に関し、福島県、国の機関、関係市町、特定事業者などの処

、理する事務又は業務の大綱等を定めるとともに、総合的な防災対策の推進を図ることにより

災害の発生と拡大を防止し、地域住民の生命、身体及び財産を保護することを目的として策

定しています。

○ 福島県の国民の保護に関する計画（福島県民等保護計画 （毎年見直し））

この計画は、武力攻撃や緊急対処事態における攻撃（大規模テロ等）から県民等の身体、

生命及び財産を保護し、武力攻撃等が県民等の生活や経済に及ぼす影響が最小のものとなる

よう、国民保護法第３４条の規定に基づき県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的

な推進に関する事項や武力攻撃事態や緊急対処事態における県の実施する国民保護措置等の

詳細について定めています。

○ 福島県原子力発電所周辺環境放射能測定基本計画（随時見直し）

原子力発電所周辺住民等の健康と安全の確保に資するため、原子力発電所周辺地域の安全

確保に関する協定に基づき、環境放射能の監視測定を行うこととしていましたが、東京電力

株式会社福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散が広範囲に及んだこと等を受

け、協定の見直しが必要になっています。

それまでの間、県が廃炉に関する新たな安全監視体制を構築するために設置した「福島県

原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」に置いた「環境モニタリング評価部会」にお

いて、専門委員等の意見を聴きながら暫定的な測定方針を定め、監視測定を実施していくこ

ととしています。

○ 福島県地球温暖化対策推進計画

この計画は、地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を削減するた

めに策定したものです。

この計画では 「県民の総意と参加による環境と経済が調和した地球温暖化対策の推進」を、

基本目標とし 「県民総ぐるみの地球温暖化対策の展開 「復興と共に進める地球温暖化対、 」、

策」及び「県民の特徴を活用した効果的な地球温暖化対策」を基本姿勢として地球温暖化対

策の推進を図ります。

現計画では、基準年（平成２年度）と比較し、中期目標（平成３２年度）として１０～１

５％、また長期目標（平成５２年度）として８０％の温室効果ガス排出を削減することを目

指しています。

この目標達成のため①県民総ぐるみの省エネルギー対策、②再生可能エネルギーの飛躍的

な推進、③持続的な吸収源対策、④環境・エネルギー産業の活性化、⑤未来のための環境・

エネルギー教育、⑥目標達成に向けた推進体制の６つの視点から施策を展開し、県民、事業

者、行政等のあらゆる主体が一体となって地球温暖化対策を推進しようとするものです。

なお、事業者としての県の取組みとして 「ふくしまエコオフィス実践計画」により、環境、

負荷の低減、地球温暖化の防止など環境保全に関する職員の取組みを推進します。
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○ 福島県循環型社会形成推進計画（見直し予定）

この計画は、福島県循環型社会形成に関する条例に基づき、循環型社会の形成に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために策定したものです。

この計画では 「福島県が目指す循環型社会」として、①多様な自然環境が保全された社会、

の実現、②地域循環システムが形成された社会の実現、③賢いライフスタイルの確立による

環境に負荷をかけない社会の実現、の３つのビジョンを掲げ、県民、民間団体、事業者及び

行政の役割を明示するとともに、各主体が連携しながら県民総参加で推進していくこととし

ています。

○ ふくしま生物多様性推進計画

生物多様性基本法に基づき、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標や施策な

どを定めた計画で、平成２２年度に策定（平成２５年度に改定）し、平成３２年度を目標年

度としています。この計画に基づいて、本県の豊かな生物多様性を将来に引き継いでいくた

めの各種施策を総合的に推進していくこととしています。

○ 第１１次鳥獣保護事業計画

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、鳥獣の保護管理に関して知事が定め

る計画で、平成２５年度から平成２８年度までの４ヶ年を計画期間としています。この計画

に基づいて、鳥獣保護区の指定や、愛鳥モデル校の指定、特定鳥獣保護管理計画の策定など

を行い、野生鳥獣の保護管理を通じた自然と人との共生を推進することとしています。

○ 福島県水環境保全基本計画

この計画は、県内の水環境を将来にわたって、より安全で快適で豊かなものにしていくた

め、水質や水量などの水、水辺地や生物多様性などの水を取巻く環境を包括的にとらえ、本

県の水環境保全の基本方針等を定めたものであり、東日本大震災後の情勢を踏まえ、県内水

環境の安全・安心を確保していくため、平成２４年度に計画の改定を行いました。

この計画に基づいて、県内各地域の特性を生かしながら、県民、事業者、民間団体及び行

政などのそれぞれが自発的かつ連携、協力して県内水環境の保全・回復に取り組むこととし

ています。

○ 猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画

この計画は、平成１３年度に制定した福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に

関する条例に基づき、水質の悪化が懸念されている猪苗代湖及び裏磐梯湖沼の良好な水質を

長期的に維持することはもとより、水辺地の生態系の維持や流域の水循環などを総合的に捉

え、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼の水環境保全に関する基本方針を定めたものであり、東日本大

震災後の情勢を踏まえ、猪苗代湖・裏磐梯湖沼の水環境の安全・安心を確保していくため、

平成２４年度に計画の改定を行いました。

計画の水環境保全目標である「次代に残そう紺碧の猪苗代湖、清らかな青い湖 裏磐梯」

の達成に向けて、放射性物質による環境汚染からの回復と猪苗代湖の水質日本一復活のため

の施策を推進していくこととしています。

- 18 -



○ 福島県廃棄物処理計画（見直し予定）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５第１項の規定に基づき、廃棄物の排出の抑

制、再生利用等による減量及び適正処理等に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく

ために平成２２年度に策定したもので、廃棄物の減量やその適正な処理の基本的事項、一般

廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制、産業廃棄物の処理施設の整備に関する事

項を定めています。

○ 福島県分別収集促進計画（第７期）

一般廃棄物の中で約６割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクルを目的として、平

成７年度に公布された容器包装リサイクル法第９条の規定に基づき、市町村が策定した分別

収集計画の数値を基に、本県の分別収集量を掲出するとともに、分別収集促進のための方策

を定めています。

○ 福島県ごみ処理広域化計画

ダイオキシン類の削減問題を契機として、廃棄物の減量化・再生利用の推進等一般廃棄物

の適正処理を推進するため平成２１年度に策定したもので、一般廃棄物処理事業のうち特に

ごみ処理事業を中心に、市町村等における広域的な対応の枠組みや一般廃棄物処理施設の整

備に係る基本的な方針を定めたものです。

○ 福島県ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物処理計画（見直し予定）

ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進に関する特別措置法第７条第１項の規定に基づき、県内の

ＰＣＢ廃棄物の処理を総合的かつ計画的に実施する具体的な方策を明らかにし、確実かつ適

正なＰＣＢ廃棄物の処理の推進を図るために策定したものです。

計画期間を、平成１８年度から平成２６年度までとし、ＰＣＢ廃棄物の広域処理体制の確

保に関する事項やＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進方策に関する事項を定め、ＰＣＢ廃棄物の

適正処理を推進することとしています。
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区分 事業名 終期 事業費 担当課室 予算財源 備考 頁

新規 　地域における女性活躍促進事業 28 5,743 青少年・男女共生課 【復興】 44

(継続) （ふるさとふくしま帰還支援事業） (28) (471,899)
(原子力安全対策課)
(避難者支援課)

【復興】【子ども】
【除染】
【緊急雇用】

再掲
70
107

(継続)
（ふくしまから　はじめよう。若者ふるさと
  再生支援事業）

(27) (9,457)
(青少年・男女
 共生課)

【復興】【子ども】 再掲 40

継続 　緊急時・広域環境放射能監視事業 26 1,909,665 放射線監視室
【国庫】【復興】
【放射線】

70

新規 　野生動物環境被害対策推進事業 28 41,378 自然保護課 【健康】 84

一部新規 　除染推進体制整備事業 28 205,460 除染対策課 【健康】【除染】 102

継続 　除染対策推進事業 28 10,220,989 除染対策課 【除染】 102

継続 　市町村除染対策支援事業 28 202,743,812 除染対策課 【健康】【除染】 102

継続 　自家消費野菜等放射能検査事業 26 1,565,760 消費生活課 【健康】【消費】 37

継続 　食の安全・安心推進事業 26 80,304 消費生活課 【消費】 36

継続
　ふくしまから　はじめよう。消費者風評対策
  事業

26 163,662 消費生活課 【消費】 37

継続 　野生鳥獣放射線モニタリング調査事業 26 2,550 自然保護課 【健康】 84

継続 　災害廃棄物処理基金事業 26 1,235,744 一般廃棄物課 【廃棄物】 96

継続 　放射性物質汚染廃棄物処理総合対策事業 27 75,896 産業廃棄物課 【産廃税】 101

一部新規 　環境創造センター整備事業 27 4,463,170
環境創造センター
整備推進室

【復興】【除染】
【温暖化】
【産廃税】

90

新規 　環境創造センター運営事業 32 37,423
環境創造センター
整備推進室

【復興】 91

継続
　ＩＡＥＡとの協力プロジェクト
（野生動物における放射性核種の動態調査）

26 39,000 自然保護課 【復興】 84

継続
　ＩＡＥＡとの協力プロジェクト
（ＧＰＳ歩行サーベイによる環境マッピング
　技術の開発）

26 3,233 放射線監視室 【復興】 71

継続
　ＩＡＥＡとの協力プロジェクト
（河川・湖沼における放射性核種の動態調査）

27 29,877 水・大気環境課 【復興】 88

継続
　ＩＡＥＡとの協力プロジェクト
（一般廃棄物焼却施設における放射性物質を
  含む廃棄物の適正処理推進検討事業）

27 14,500 一般廃棄物課 【復興】 96

継続
　ＩＡＥＡとの協力プロジェクト
（河川・湖沼等の除染技術検討事業）

27 39,998 除染対策課 【復興】 102

継続 　原子力安全監視対策・防災体制整備事業 26 102,739 原子力安全対策課 【国庫】 68

継続 　原子力災害対策センター整備事業 27 1,986,399 原子力安全対策課 【国庫】 69

継続 　生活路線バス運行維持のための補助 27 499,736 生活交通課 － 49

継続 　仮設住宅等交通事故防止対策事業 26 900 生活交通課 【施設設備】 51

継続 　原子力賠償被害者支援事業 26 12,295 原子力損害対策課 － 107

継続 　災害見舞金の交付 32 1,472,350 避難者支援課 【国庫】 108

(継続) （災害救助法による救助） (26) (10,427,379) (避難者支援課) 【国庫】 再掲 108

継続 　災害救助法による救助 26 10,427,379 避難者支援課 【国庫】 108

継続 　ふるさとふくしま帰還支援事業 28 471,899
原子力安全対策課
避難者支援課

【復興】【子ども】
【除染】
【緊急雇用】

70
107

(継続) （原子力賠償被害者支援事業） (26) (12,295) (原子力損害対策課) － 再掲 107

帰還に向けた取組
及び帰還後の
生活再建支援

(継続) （ふるさとふくしま帰還支援事業） (28) (471,899)
(原子力安全対策課)
(避難者支援課)

【復興】【子ども】
【除染】
【緊急雇用】

再掲
70
107

当面ふるさとへ
戻らない人への
支援

(継続) （災害救助法による救助） (26) (10,427,379) (避難者支援課) 【国庫】 再掲 108

環境回復
プロジェクト

除染の推進

生活再建
支援プロジェクト

廃棄物等の処理

○　平成２６年度重点事業等

環境回復の前提と
なる廃炉に向けた
安全監視

県外避難者支援

人口減少・高齢化対策プロジェクト

食品の安全確保

拠点の整備

【平成２６年度重点事業：福島県総合計画「１３の重点プロジェクト」を推進するための主要事業】

（単位：千円）

重点プロジェクト

県内避難者支援
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区分 事業名 終期 事業費 担当課室 予算財源 備考 頁

（単位：千円）

重点プロジェクト

県民の心身の
健康を守る
プロジェクト

被災者等の心のケア 継続 　ピアカウンセリング事業 28 12,017 青少年・男女共生課 【自殺対策】 41

未来を担う
子ども・若者
育成プロジェクト

生き抜く力を育む
人づくり

継続
  ふくしまから　はじめよう。若者ふるさと
　再生支援事業

27 9,457 青少年・男女共生課 【復興】【子ども】 40

再生可能
エネルギー推進
プロジェクト

再生可能エネルギー
の導入拡大

継続
　再生可能エネルギー導入等による防災拠点
　支援事業

27 5,023,582 環境共生課 【温暖化】 76

継続 　母子避難者等高速道路無料化支援事業 26 251,500 避難者支援課 【国庫】 108

(継続) （ふるさとふくしま帰還支援事業） (28) (471,899)
(原子力安全対策課)
(避難者支援課)

【復興】【子ども】
【除染】
【緊急雇用】

再掲
70
107

新規 　災害学習列車・交流促進事業 28 11,803 生活交通課 【復興】 47

一部新規
　ふくしまから　はじめよう。｢復興福島」
　世界への情報発信事業

28 32,516 国際課 【復興】 53

（新規） （太平洋・島サミット関連事業） (27) (11,258) (国際課) 【復興】 再掲 54

（一部新規） （国際会議等誘致推進事業） (27) (5,558) (国際課) 【影響対策】 再掲 53

新規 　太平洋・島サミット関連事業 27 11,258 国際課 【復興】 54

一部新規 　国際会議等誘致推進事業 27 5,558 国際課 【影響対策】 53

新規 　第３回国連防災世界会議関連事業 26 2,550 災害対策課 【復興】 68

継続 　福島県防災対策強化事業 27 53,361 災害対策課 【復興】 67

継続 　原子力安全監視対策・防災体制整備事業 26 397,427 原子力安全対策課 【国庫】【除染】 68

継続 　ＪＲ只見線復旧推進事業 28 6,567 生活交通課 【電源】 47

継続 　只見線復旧復興基金積立事業 28 664,615 生活交通課 － 48

（新規） （災害学習列車・交流促進事業） (28) (11,803) (生活交通課) 【復興】 再掲 47

災害時における広域
的な連携・連絡体制
の構築

(継続) （原子力安全監視対策・防災体制整備事業） (26) (397,427) (原子力安全対策課) 【国庫】【除染】 再掲 68

区分 事業数

新規 6

一部新規 4

継続 30

計 40

県外避難者やふくしま
を応援している人との
きずなづくり

ふくしま・きずな
づくりプロジェクト

事業費（千円）

県土連携軸・
交流ネットワーク
基盤強化
プロジェクト

観光と多様な交流の
推進

津波被災地等
復興まちづくり
プロジェクト

地域防災計画等の
見直し、防災意識の
高い人づくり・地域
づくり

ふくしまの観光
交流プロジェクト

244,334,072

239,517,213

ＪＲ常磐線・只見線の
早期復旧

4,706,704

110,155

ふくしまにおける復興
へ向けた取組や情報
の発信

※予算財源
【国庫】　　：国庫支出金
【復興】　　：原子力災害等復興基金
【子ども】　：東日本大震災子ども支援基金
【健康】　　：県民健康管理基金（健康管理）
【除染】　　：県民健康管理基金（除染対策）
【放射線】　：県民健康管理基金（環境放射線モニタリング）
【消費】　　：消費者行政活性化基金
【温暖化】　：地球温暖化対策等推進基金
【応急対策】：原子力被害応急対策基金
【廃棄物】　：東日本大震災災害廃棄物処理基金
【緊急雇用】：緊急雇用創出基金
【施設整備】：小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金
【自殺対策】：自殺対策緊急強化基金
【産廃税】　：産業廃棄物税基金
【電源】　　：電源立地地域対策交付金
【影響対策】：福島原子力事故影響対策特別交付金
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区分 事業名 終期 事業費 担当課室 予算財源 頁

東日本大震災
及び原子力
災害からの
復興・再生に
関する事業

避難者支援 継続 　市町村生活交通対策のための補助 26 156,361 生活交通課 － 49

一人一人が
いきいきと輝く
社会の実現

継続 　男女共生センター管理運営委託事業 30 170,014 青少年・男女
共生課

－ 45

継続 　消費者行政体制強化事業 26 129,811 消費生活課 【消費】 35

新規 　消防団入団促進支援事業 29 602 消防保安課 【使・手】 60

継続
　ふくしまから発信！「福島議定書」
  事業（議定書）

30 15,776 環境共生課
【産廃税】
【環境】

76

継続 　エコ・リサイクル製品普及拡大事業 27 10,512 環境共生課 【産廃税】 78

継続 　ふくしま子ども自然環境学習推進事業 28 20,974 自然保護課
【産廃税】
【環境】

81

継続 　紺碧の猪苗代湖復活プロジェクト事業 28 32,965 水・大気環境課
【産廃税】
【森林税】

89

継続 　浄化槽整備事業 27 178,167 一般廃棄物課 － 97

【平成２６年度生活環境部の重点施策に基づく主な事業：重点事業以外の主要事業】

重点施策

美しい自然環境
に包まれた
持続可能な社会
の実現

その他の
重点事業

安全に安心して
暮らせる社会の
実現

（単位：千円）

※予算財源
【国庫】　　：国庫支出金
【使・手】　：使用料・手数料
【消費】　　：消費者行政活性化基金
【産廃税】　：産業廃棄物税基金
【森林税】　：森林環境税基金
【環境】　　：環境保全基金

- 22 -



　Ⅰ　産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による減量 単位：千円

1 継続
産業廃棄物減量化・再資源化技術支援事業
（未利用農産物等の加工技術の開発）

26 1,298
( 商 工 労 働 部 )
ハイテクプラザ

2 新規
産業廃棄物抑制及び再利用技術開発支援事業
（産業廃棄物再資源化支援事業）

26 6,000
( 商 工 労 働 部 )
産 業 創 出 課

3 継続 環境にやさしいモデル工事推進事業 27 10,000
( 土 木 部 )
技 術 管 理 課

4 一部新規 エコ・リサイクル製品普及拡大事業 27 10,508 環 境 共 生 課

5 継続 産業廃棄物抑制及び再利用施設整備支援事業 28 90,276 産 業 廃 棄 物 課

6 継続 紺碧の猪苗代湖復活プロジェクト事業 28 6,816 水 ・大気環境課

7 一部新規 資源活用！食品リサイクル推進事業 27 3,029
（ 農林水産部）
環境保全農業課

127,927 （ ７ 事 業 ）

単位：千円

8 継続 産業廃棄物処理業務研修会開催事業 26 3,659 産 業 廃 棄 物 課

9 継続 産業廃棄物業者情報提供環境整備事業 28 1,962 産 業 廃 棄 物 課

10 継続 産業廃棄物排出処理状況確認調査事業 27 9,637 産 業 廃 棄 物 課

11 継続 ダイオキシン類等有害物質安全確認調査事業 27 7,430 産 業 廃 棄 物 課

12 継続 放射性物質汚染廃棄物処理総合対策事業 27 87,881 産 業 廃 棄 物 課

13 継続 アスベスト含有産業廃棄物飛散防止対策事業 27 1,998 水 ・大気環境課

14 継続 産業廃棄物排出事業場等に係る水質保全対策事業 27 4,570 水 ・大気環境課

15 継続 産業廃棄物排出事業者等水質管理システム運用事業 27 789 水 ・大気環境課

16 継続 産廃排出事業場等土壌汚染対策推進事業 27 1,095 水 ・大気環境課

17 継続 ダイオキシン類発生源総合調査事業 27 23,405 水 ・大気環境課

18 継続 化学物質安全・安心社会づくり普及事業 26 3,905 水 ・大気環境課

19 継続 産業廃棄物関係モニタリング機能強化事業 28 52,235 水 ・大気環境課

20 継続 不法投棄防止総合対策事業 26 130,254
産 業 廃 棄 物 課
災 害 対 策 課

21 継続 産業廃棄物優良処理業者育成等支援事業 27 723 産 業 廃 棄 物 課

22 継続 産業廃棄物管理票報告書受付管理事業 27 12,672 産 業 廃 棄 物 課

23 新規 産業廃棄物管理事業 27 698 産 業 廃 棄 物 課

24 新規 福島県廃棄物処理計画策定事業 26 1,480 産 業 廃 棄 物 課

25 継続 地球にやさしいふくしまライフスタイル普及啓発事業 28 5,610 環 境 共 生 課

26 継続 ふくしまエコオフィス推進事業 27 1,920 環 境 共 生 課

27 継続 ふくしまから発信！「福島議定書」事業（議定書） 30 13,567 環 境 共 生 課

28 新規 循環型社会形成推進計画改定事業 26 798 環 境 共 生 課

29 新規 環境創造資金融資事業 27 125 環 境 共 生 課

30 新規 公共用水域におけるノニルフェノール調査事業 28 3,078 水 ・大気環境課

31 継続 環境創造センター整備事業 27 271,200
環境創造センター
整 備 推 進 室

32 新規 ふくしま子ども自然環境学習推進事業 28 10,877 自 然 保 護 課

33 新規 環境教育等促進事業 28 6,208 生 活環境総務課

657,776 （ ２ ６ 事 業 ）

単位：千円

34 継続 産業廃棄物税交付事業 28 25,000 産 業 廃 棄 物 課

25,000 （ １ 事 業 ）

810,703 （ ３ ４ 事 業 ）

区分 事　業　名

合計

　

終期事　業　名

小計

小計

　Ⅱ　適正な処理の促進 

終期

○　平成２６年度産業廃棄物税充当事業

予算額
（充当額）

担　当　課　室No 区分

No
予算額

（充当額）

予算額
（充当額）

担　当　課　室

担　当　課　室

 【県事業】

 【交付金事業】

小計

終期

No 区分 事　業　名
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月 大会等名称　※（）内は実施日・期間 開催場所 参集範囲 担当課・室

H２6年 春の全国交通安全運動パレード（４/４） 福島市
交通安全関係機関・
団体等

生活交通課

４月 春の全国交通安全運動（４/６～１５） 生活交通課

交通事故死ゼロを目指す日（４/１０） 生活交通課

みどりの月間（４/１５～５/１４） 自然保護課

みんなで守る水辺環境保全事業（４/１９） 猪苗代町 ボランティア 水・大気環境課

地球にやさしい“ふくしま”県民会議
（未定）

福島市
民間団体、
事業者団体等

環境共生課

5月 愛鳥週間（５/１０～１６） 自然保護課

ごみゼロの日（５/３０） 一般廃棄物課

ごみ減量・リサイクル推進週間
（５/３０～６/５）

一般廃棄物課

クールビズ（５月～１０月） 環境共生課

消費者月間 消費生活課

６月 尾瀬ゴミ持ち帰り運動（６月上旬） 尾瀬国立公園 公園利用者 自然保護課

環境の日（６/５） 環境共生課

危険物安全セミナー（６/５） 消防保安課

第６７回福島県消防大会（６/７）
郡山市（郡山ユ
ラックス熱海）

各消防団、
消防関係機関・団体

消防保安課

危険物安全週間（６/８～１４） 消防保安課

火薬類危害予防週間（６/１０～１６） 消防保安課

ライトダウンキャンペーン
（６/２１～７/７)

環境共生課

男女共同参画週間（６/２３～２９） 青少年・男女共生課

“うつくしま、ふくしま。”環境顕彰
（未定）

環境共生課

紺碧の猪苗代湖復活プロジェクト会議
（未定）

猪苗代町
民間団体、
学識経験者等

水・大気環境課

不法投棄防止強調月間（６月、９月） 産業廃棄物課

ふくしま子ども自然学習環境推進事業
（６月上旬～９月下旬）

尾瀬国立公園 県内小中学生等 自然保護課

暴走族等根絶推進月間 生活交通課

シートベルト着用強化月間 生活交通課

環境月間 環境共生課

７月 クールアースデー（７/７） 環境共生課

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
（７/１６～２５）

生活交通課

自然に親しむ運動（７/２１～８/２０）  自然保護課

青少年健全育成県民総ぐるみ運動街頭啓発
（未定）

福島市
青少年健全育成推進本
部他

青少年・男女共生課

○　平成２６年度主要な大会・行事予定
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月 大会等名称　※（）内は実施日・期間 開催場所 参集範囲 担当課・室

8月 自然公園クリーンデー（８/３） 公園利用者 自然保護課

第３９回福島県消防操法大会（８/２４） 消防保安課

平成２６年度福島県総合防災訓練
（８/３１予定）

須賀川市 関係機関 災害対策課

防災の日及び防災週間（８/３０～９/５） 災害対策課

9月 尾瀬サミット（９月上旬） 尾瀬国立公園 関係機関 自然保護課

救急の日（９/９） 消防保安課

第３６回少年の主張福島県大会(９月中旬) 矢吹町
発表者、地元中学生、
一般県民

青少年・男女共生課

秋の全国交通安全運動（９/２１～３０） 生活交通課

交通事故死ゼロを目指す日（９/３０予定） 生活交通課

マイバッグ推進デーキャンペーン 環境共生課

不法投棄防止強調月間（６月、９月） 産業廃棄物課

10月 浄化槽の日（１０/１） 一般廃棄物課

第３５回全国地域安全運動福島県民大会
（１０/１６）

いわき市
（アリオス）

生活環境総務課

高圧ガス保安活動促進週間
（１０/２３～２９）

消防保安課

平成２６年度緊急消防援助隊北海道東北
ブロック合同訓練（１０/２２～２３）

弘前市 関係機関 災害対策課

交通安全県民大会（未定） 未定
交通安全関係機関・
団体等

生活交通課

第２回在外県人会サミット（未定） 未定 在外福島県人会 国際課

みんなで守る水辺環境保全事業（未定） 猪苗代町 ボランティア 水・大気環境課

ＬＰガス消費者保安月間 消防保安課

グリーン購入月間 環境共生課

リデュース・リユース・リサイクル推進月間 一般廃棄物課

うつくしま、ごみ減量化・リサイクル月間 一般廃棄物課

１１月 秋季全国火災予防運動（１１/９～１５） 消防保安課

女性に対する暴力をなくす運動
（１１/１２～２５）

青少年・男女共生課

福島県青少年健全育成推進大会
（１１/２１）

福島市
各市町村、
青少年育成関係者他

青少年・男女共生課

犯罪被害者週間（１１/２５～１２/１） 青少年・男女共生課

太平洋・島サミットプレイベント（未定） 未定 国際課

原子力防災訓練（未定） 未定 原子力安全対策課

子ども・若者育成支援強調月間 青少年・男女共生課

ＰＭ４ライトオン運動（１１月～２月） 生活交通課

ウォームビズ（１１月～３月） 環境共生課
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月 大会等名称　※（）内は実施日・期間 開催場所 参集範囲 担当課・室

12月 第６６回人権週間（１２/４～１２/１０） 青少年・男女共生課

年末年始地域安全県民総ぐるみ運動
（１２/１０～１/７）

生活環境総務課

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
（１２/１０～１６）

青少年・男女共生課

年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動
（１２/１０～１/７）

生活交通課

地球温暖化防止月間 環境共生課

多重債務者相談強化キャンペーン 消費生活課

大気汚染防止月間 水・大気環境課

Ｈ２７年
１月

防災とボランティアの日及び防災と
ボランティア週間（１/１５～１/２１）

災害対策課

２月 福島議定書表彰式（未定） 福島市 受賞者 環境共生課

省エネルギー月間 環境共生課

３月 春季全国火災予防運動（３/１～７） 消防保安課

第３回国連防災世界会議関連事業
（３月中旬）

災害対策課

毎月 交通事故ゼロ・歩行者優先の日（１日） 生活交通課

バス・鉄道利用促進デー
（１日、１１日、２１日）

生活交通課

省エネルギーの日（１日） 環境共生課

マイバッグ推進デー（８日、９日） 環境共生課

シルバー交通安全の日（１５日） 生活交通課

踏切事故防止の日（２３日） 生活交通課

家庭の日（第３日曜日） 青少年・男女共生課

交通安全話し合いの日（第３日曜日） 生活交通課
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３ 生活環境部予算の概要
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【総額】 （単位：千円）

当初予算額

対前年度比

平成26年度 375,513,629 82.0% 8,898,010

平成25年度 458,059,447 9,017,072

平成26年度 1,714,513,000 99.0%

平成25年度 1,731,970,000   

平成26年度 21.9%

平成25年度 26.4%

【性質別内訳】 （単位：千円）
性質別区分 H26当初 H25当初 対前年比

14,420,070 13,469,692 107.1%

人 件 費 3,307,769 3,157,754 104.8%

扶 助 費 11,080,244 10,301,080 107.6%

公 債 費 32,057 10,858 295.2%

347,787,229 434,374,464 80.1%

物 件 費 13,487,673 13,422,601 100.5%

維 持 補 修 費 17,119 39,321 43.5%

補 助 費 等 208,251,191 224,445,902 92.8%

そ の 他 126,031,246 196,466,640 64.1%

12,706,922 9,430,291 134.7%

普 通 建 設 事 業 12,706,922 9,430,291 134.7%

繰出金 599,408 785,000 76.4%

375,513,629 458,059,447 82.0%

○　平成２６年度当初予算と前年度予算の比較

年　　度 当初予算額

 

合　　　　 　計

県　　全　　体

生活環境部／県全体

うち一般財源

計

義務的経費

一般的経費

投資的経費

人件費
0.9%

扶助費
3.0%

公債費
0.0%

物件費
3.6%

維持補修費
0.0%

補助費等
55.5%

その他
33.6%

普通建設

事業
3.4%

繰出金
0.2%

【割合】
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４ 各総室事業計画

(1) 生活環境総室
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○ 事 務 分 掌

【生活環境総務課】

（ 1）部内の事務の総合企画及び調整に関すること。

（ 2）部の組織及び定数に関すること。

（ 3）部内職員の人事事務に関すること。

（ 4）県議会関係事務の連絡等に関すること。

（ 5）部内の政府予算対策に関すること。

（ 6）部内の重点事業に関すること。

（ 7）部内の事業評価に関すること。

（ 8）部内の陳情、要望の処理に関すること。

（ 9）部内の公共事業の執行計画に関すること。

（10）部内事務の広報に関すること。

（11）環境基本条例に関すること。

（12）環境基本計画に関すること。

（13）環境審議会に関すること。

（14）環境白書に関すること。

（15）環境教育・学習の推進に関すること。

(16) 防犯に関すること。

（17）部内の叙位、叙勲、褒賞及び表彰の進達等に関すること。

（18）部内の公務災害及び事故等の処理、連絡等に関すること。

（19）部内の予算及び経理に関すること。

（20）部内の財産の取得及び処分並びに管理に関すること。

（21）部内の物品の購入、管理に関すること。

（22）総室内の旅費の支給に関すること。

（23）その他庶務一般に関すること。

【消費生活課】

( 1) 消費者施策の総合企画及び調整に関すること。

( 2) 消費者の安全確保及び取引等の適正化に関すること。

( 3) 生活関連物資の確保に関すること。

( 4) 消費生活に関する相談に関すること。

( 5) 消費生活に関する知識の普及に関すること。
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( 6) 消費生活に関する情報の提供に関すること。

( 7) 消費生活に係る商品の試験、検査等に関すること。

( 8) 事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情の処理に関すること。

( 9) 消費生活センターの施設及び附属設備の利用に関すること。

（10）生活協同組合その他消費者団体の育成指導に関すること。

（11）自家消費野菜等の放射能検査に関すること。

（12）食品と放射能に関する情報の普及・啓発に関すること。

（13）消費者風評対策に関すること。

【青少年・男女共生課】

（ 1）青少年育成に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

（ 2）青少年健全育成条例に関すること。

（ 3）ふくしま青少年育成プランに関すること。

（ 4) 健全な社会環境の確保に関すること。

（ 5）青少年の社会参画の促進に関すること。

（ 6）内閣府青年国際交流事業に関すること。

（ 7）青少年育成県民会議に関すること。

（ 8）青少年団体の育成指導に関すること。

（ 9）青少年総合相談支援事業に関すること。

（10）公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構に関すること。

（11）男女共同参画社会の形成に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

（12）男女共同参画に係る条例に関すること。

（13）ふくしま男女共同参画プランに関すること。

（14）男女共生センターに関すること。

（15）人権に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

（16）人権啓発活動地方委託事業に関すること。

（17）ユニバーサルデザインに係る施策の総合企画及び調整に関すること。

（18）ふくしまユニバーサルデザイン推進計画に関すること。

【生活交通課】

（ 1）生活交通体系の総合企画及び調整に関すること。

（ 2）第三セクター鉄道の運営対策に関すること。

（ 3）鉄道の輸送力強化に関すること。

（ 4）地方生活バス路線の維持対策に関すること。

（ 5）バス・鉄道の利用促進に関すること。
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（ 6）交通バリアフリーに関すること。

（ 7）運輸事業振興助成事業に関すること。

( 8) 常磐線の復旧・復興に関すること。

( 9) 只見線の復旧・復興に関すること。

（10）交通安全対策の総合企画及び調整に関すること。

（11）交通安全の推進に関すること。

（12）交通安全関係団体の指導育成に関すること。

（13）交通遺児対策に関すること。

（14）暴走族対策に関すること。

【国際課】

（ 1）ふくしま国際施策推進プランの推進に関すること。

（ 2）地球市民の育成に関すること。

（ 3）多文化共生社会の推進に関すること。

（ 4）地域間交流等、国際交流の推進に関すること。

（ 5）外国賓客等の儀礼接遇に関すること。

（ 6）国際協力の推進に関すること。

（ 7）在外県人会及び移住事務に関すること。

（ 8）留学生交流に関すること。

（ 9）国際交流員に関すること。

（10）英語・中国語の翻訳・通訳に関すること。

（11）国際交流、協力団体等との調整に関すること。

（12）国際会議等の誘致推進に関すること。

（13）海外への情報発信に関すること。

（14）語学指導等を行う外国青年招致事業に関すること。

(15) 公益財団法人福島県国際交流協会及び公益法人に関すること。

（16）財団法人自治体国際化協会に関すること。

（17）公益財団法人日本国際連合協会に関すること。

（18）独立行政法人国際協力機構との連絡調整に関すること。

【旅券室】

海外渡航に関すること。
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○ 事 業 計 画

１ 環境保全対策（生活環境総務課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

【環境】 2,215 １ 福島県環境審議会の開催

環境保全対策事務 (繰入 339) ２ 福島県環境白書の作成

経費 ３ 環境アドバイザー等派遣事業

２ 環境教育の推進（生活環境総務課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①【環境】 832 本県で行う全国水生生物調査「せせらぎスクール」の指導者

せせらぎスクール (繰入 809) 養成等を行い、水環境保全活動の活性化を図る。

推進事業 １ 水環境教育指導者総合講座の開催（２回）

２ せせらぎスクール教材の提供

②（新 【産廃税】 6,208 環境教育等を促進することで、環境問題に関する理解の促進）

環境教育等促進事 (繰入 6,208) を図り持続可能な社会を実現するため、環境教育等を促進する

業 ための事業を実施する。

環境教育副読本作成

合 計 7,040

(繰入 7,017)

３ 県民生活対策（生活環境総務課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

原子力災害等復興基 89,000 東日本大震災における被災地域の復旧復興事業を行うために

金積立事業 (財収 5,000) 頂いた寄附金及び資金運用により発生する利子を原子力災害等

(寄附 84,000) 復興基金に積み立てる。
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４ 県民生活企画（生活環境総務課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①防犯事業事務経費 100 防犯に係る事務を円滑に執行するための経費。

②くらしと環境の県 － 県民等からの依頼に基づき、県職員が集会や職場などに出向

民講座 き、ユニバーサルデザインや国際交流、消費生活、防災、温暖

化防止、猪苗代湖、産業廃棄物などに関する当部関連の施策や

事業についての講演や意見交換を行う。

合 計 100

５ 消費者保護対策（消費生活課）

（１） 消費者行政の推進

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①【消費】 2,742 １ 消費生活審議会等の運営（条例に基づく訴訟資金の貸付を

消費者行政事務経 (繰入 617) 含む）

費 (諸収 600) ２ 法令に基づく立入検査

特定商取引法、景品表示法、割賦販売法 等

３ 学校消費者教育推進資料の作成

４ 消費生活協同組合に対する指導

５ 物価対策

(1) 生活関連物資の価格及び需給動向の調査

(2) 物価に関する啓発、情報提供

６ 金融広報の推進

７ 消費生活センターの運営経費

８ 消費生活に係る啓発活動経費

出前講座（講師派遣事業）

②消費生活苦情処理 17,684 消費生活相談員の配置（８名）

体制整備事業 (諸収 76) （※消費者行政体制強化事業とあわせて１１名）

合 計 20,426

(繰入 617)

(諸収 676)
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（２） 消費者保護の推進

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

【消費】 2,172 １ 不当取引専門指導員の設置（１名）

消費生活取引適正化 (諸収 9) ２ 県消費生活条例に基づく不当な取引行為にかかる業者指導

事業 ３ 特定商取引に関する法律及び割賦販売法による業者の指導

監督

４ 不当景品類及び不当表示防止法に基づく業者提供景品と表

示の適正化による公正な競争の維持・促進

（３） 消費者行政体制の強化

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

〈主要 【消費】 129,811 年々複雑、多様化する消費者被害を未然に防止し、消費者の〉

消費者行政体制強化 (繰入 125,370) 安全を確保するため、各世代の消費者被害の特性に応じた教

、 。 、事業 (諸収 38) 育・啓発事業を推進し 自立した消費者の育成に努める また

消費者行政の機能強化を図る市町村に対し、財政的・技術的支

援を行う。

１ 消費者行政機能強化事業

(1) 県消費者行政推進会議の設置・運営

(2) 消費生活相談員の配置（３名）

(3) 食品安全相談員の配置（１名）

(4) 消費生活相談窓口機能強化事業

消費生活センター、地方振興局（県中・県南・会津）へ

定期的に法律専門家等を配置

(5) 休日無料法律相談の実施（月１回）

(6) 相談員レベルアップ等経費

(7) 相談電話設備管理経費

２ 消費者教育・啓発強化事業

(1) 見守りサポート事業

(2) 学生・社会人向け啓発パンフレット作成

(3) 自立した消費者育成のための啓発強化

(4) 消費者行政推進員養成事業

(5) 消費者教育強化事業

３ 消費者行政活性化計画策定事業

消費者との意見交換会の開催
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

４ 市町村体制強化支援事業

(1) 消費生活相談員による市町村への技術的支援

(2) 県内消費生活センターとの連携強化

(3) 方部別市町村消費者相談窓口強化担当者研修

(4) 市町村への財政的支援（消費者行政活性化交付金）

（４） 消費者行政活性化基金積立事業

事 業 名 内 容
予 算 額

（ ）単位：千円

①基金積立事業 714,000 国から交付される地方消費者行政活性化交付金を基金に積

(国庫714,000 み立てる。）

②基金運用益積立 489 積み立てを行った基金について、資金運用により発生する

(財収 489) 利子を基金に積み立てる。

合 計 714,489

）(国庫714,000

(財収 489)

６ 食の安全・安心の推進（消費生活課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

《重点 【消費】 80,304 放射能や食品等の安全性について、消費者の関心が高まって》

食の安全・安心推進 (繰入 80,304) いることから、放射能や食の安全性をテーマとしたリスクコミ

事業 ュニケーションを行うなどにより、消費者の理解を深める。

食の安全・安心アカデミーの開催、食と放射能に関する説明

会の開催 「食品と放射能Ｑ＆Ａ」全戸配布、
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７ 食品等の安全・安心の確保（消費生活課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

《重点 【健康】 1,565,760 非破壊式放射能測定器を配備するほか、市町村に配備した放》

【消費】 (繰入 射能簡易分析装置の活用に当たり、市町村へ操作員の人件費な

自家消費野菜等放射 1,565,760) ど必要な経費を補助する。あわせて、住民自らが検査し確認で

能検査整備事業 きる体制の構築に向けて、放射能の正しい知識や、検査機器の

操作法に関する研修会を開催する。

８ 消費者風評対策（消費生活課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

《重点 【消費】 163,662 １ 消費者と生産者等の理解・交流促進事業》

ふくしまから はじ (繰入 163,662) (1) 首都圏等消費者交流事業

めよう。消費者風評 (2) 「ふくしまの今を語る人」県外派遣事業

対策事業 ２ 市町村支援事業

９ 消費者生活協同組合の育成（消費生活課）

予 算 額
事 業 名 内 容

（ ）単位：千円

貸付事業 30,000 消費生活協同組合に対する経営安定資金の貸付

諸収 30,000 経営安定資金 30,000千円（ ）

(1) 預託制度による貸付総枠 150,000千円

(2) 預託利率 0％

(3) 貸付利率 2.0％
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１０ 青少年健全育成の推進（青少年・男女共生課）

（１） 青少年健全育成指導

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①青少年健全育成審 744 青少年の健全な育成について調査審議するとともに、青少年

議会の開催 の健全育成にとって有益な書籍等の推奨や有害図書類の指定等

を行う。

ア 審議会の開催 年４回

イ 委 員 １８名

②調査指導事業 304 青少年健全育成条例の適正な運用を図るため、有害図書類の

購入、有害環境の実態調査及び関係業界に対する指導を行う。

(1) 有害図書類の指定後における、書店等の指導

(2) 自動販売機の届出事項の確認調査及び業界指導

(3) 書店、ビデオ店等実態調査及び業界指導

③社会環境調査会 56 図書等の有害指定について青少年健全育成審議会に諮問する

の開催 ため、事前調査を行う。

ア 調査会の開催 年３回

イ 調査員 ２名

④優良団体等の表彰 90 青少年健全育成条例に基づき、青少年又は青少年団体等でそ

の活動が他の模範であるものを表彰し、青少年健全育成の意識

の高揚を図る。

⑤優良書籍普及と子 － 青少年健全育成条例に基づく優良書籍推奨の際に使用した書

どもの読書習慣形 籍を青少年が集まる施設などに提供し、たくさんの子どもに読

成事業 んでもらう。

合 計 1,194

（２） 青少年育成対策の推進

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①青少年健全育成推 － 青少年の育成に係る施策を総合的に推進するため、青少年健

進本部の運営 全育成推進本部を設置・運営する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（ ）単位：千円

②青少年健全育成県 136 青少年の健全育成や非行防止についてより効果的に周知する

民総ぐるみ運動 とともに、青少年を社会全体で育む機運を醸成するため、学校

の夏休み期間である７～８月に焦点を合わせ、青少年健全育成

県民総ぐるみ運動を展開する。

(1) 街頭啓発の実施

ア 開 催 福島市 ７月予定

イ 参加者 青少年育成関係者、行政機関等

合 計 136

（３） 青少年国際交流事業の推進

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

青年国際交流事業 36 内閣府が実施する各種の青年国際交流事業へ本県青年を派遣

するとともに 「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」、

事業等により招聘される外国青年を受け入れるなど、外国青年

との交流を通して、相互理解と友好を促進しながら、次代を担

う国際性を備えた青年を育成する。

（４） 青少年等研修の推進

事 業 名 内 容予 算 額

青少年育成活動推進 42 青少年育成関係者を対象に研修会を開催し、青少年の現状や

指導者等研修会の開 課題についての認識や共通理解を深めるとともに、研究協議を

催 行い、地域における青少年育成活動の活性化を図る。

ア 開催場所 県内１会場

イ 開催時期 未定

ウ 参加者 市町村民会議会員、少年センター補導員、

学校関係者、民生児童委員等

（１００人程度）
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（５） 少年センターとの連携

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

少年センター連携事 5 県内１０市の少年センターで構成する連絡協議会との連携を

務費 図る。

（６） 青少年の社会参画促進

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

《重点 【復興】 9,457 福島県の復興・再生は本県の取り組む大きな課題であり、そ》

【子ども】 (繰入 9,457) の主役となるのは本県の次代を担う若者である。

ふくしまから はじ 若者が本県の復興・再生の取組に主体的かつ積極的に関わる

めよう。若者ふるさ ことにより、若者自身の主体性や社会参加（参画）の意識を高

と再生支援事業 めるとともに、若者が中心となった復興の加速化を図る。

(1) 参 加 者 県内の高校生

(2) 実施場所 ７方部で実施（７か所）

(3) 事業内容

ア 復興に向けたワークショップ

イ 復興・再生に向けた取組の実践

ウ 取組内容についての周知・広報

（７） 青少年のメディアリテラシー育成

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

子どもインターネッ － インターネット上の有害情報から子どもを守るため、子ども

ト安全安心環境整備 のメディアリテラシー育成及びフィルタリング利用の啓発活動

事業 を推進する。

青少年有害環境対策推進連絡会議の開催
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１１ 青少年育成県民会議事業（青少年・男女共生課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

青少年育成県民会議 8,754 青少年の健全育成を推進していく県民運動の推進母体である

補助事業 福島県青少年育成県民会議に補助金を交付し、事業の円滑な推

進を図る。

１ 県民運動推進活性化

(1) 青少年健全育成推進大会の開催

(2) 家庭の日（毎月第３日曜日）の普及啓発

(3) 青少年団体等の表彰

２ 青少年育成専門指導員の設置

３ 少年の主張福島県大会の開催

１２ 青少年会館の運営（青少年・男女共生課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

福島県青少年会館運 20,935 福島県青少年会館の円滑な運営を図るため、運営費の一部を

営費補助事業 補助する。

１３ 青少年の総合相談支援（青少年・男女共生課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

《一部重点》 18,446 震災後のストレスを抱える青少年や社会生活を円滑に営む上

【自殺対策】 (繰入 12,017) で困難を有する青少年及びその保護者等に対し、様々な相談に

青少年総合相談支援 応じ、一人一人の状況に応じた総合的・継続的な支援を行うと

事業 ともに、同じような経験をした同年代の者（ピア）による交流

会等を行い、自己有用感を高め、社会的自立の促進を図る。

１ 青少年支援ネットワーク事業

福島県青少年支援協議会の運営

２ 青少年総合相談センター事業

(1) 相談支援

(2) 研修会・講習会の開催

３ 《重点》ピアカウンセリング事業
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１４ 人権尊重の推進（青少年・男女共生課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

① 人権への気づき 5,613 「人権への“気づき 」キャンペーン事業「 」 ”

推進事業 (国庫 5,579) 広く県民に「人権への“気づき 」の機会を提供し、理解を”

深めてもらうため、啓発事業を実施する。

(1) 人権のつどいの開催

開催予定地 いわき市

(2) スポーツ組織と連携・協力した人権啓発活動

連携先（予定）福島ユナイテッドＦＣ

②地域人権啓発活動 8,838 １ 人権啓発活動市町村委託事業

活性化事業 (国庫 8,822) 地域の実情に応じたきめ細かい啓発活動を行うため、法務

省からの委託事業である人権啓発活動地方委託事業の一部を

市町村に再委託する。

２ 人権の花運動

児童・生徒の情操を育み、優しさと思いやりの心を体得さ

せるため、法務省からの委託事業である人権の花運動を市町

村に再委託することにより、県内小学校へ花の種等を配布す

る。

３ 犯罪被害者施策研修会

犯罪被害者等施策の推進のため、市町村職員等を対象とし

た研修会を実施する。

４ 犯罪被害者支援ハンドブック作成

犯罪被害者等の支援の充実を図るとともに、関係機関・団

体との連携強化を図るため、ハンドブックを作成する。

５ （新）性暴力被害者等相談窓口啓発事業

性暴力被害者相談窓口等広報カード及びステッカーを作成

し、広く啓発を行う。

合 計 14,451

(国庫 14,401)
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１５ ユニバーサルデザインの推進（青少年・男女共生課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①ふくしま型ユニバ 498 ふくしま型ユニバーサルデザインの理念普及と実践促進を図

ーサルデザイン実 (国庫 453) るため、また、震災からの復興の取組にユニバーサルデザイン

践強化事業 の視点を取り入れるための事業を実施する。

(1) ＵＤのまちづくり推進事業

ア 目的 誰でも安全・安心・快適に暮らせるまちづ

くりを行うための具体的事例や改善策を学ぶ

イ 対象 学生、ＮＰＯ、市町村職員

ウ 内容 市街地のＵＤチェック及びワークショップ

②ふくしま型ＵＤ実 310 １ ふくしまユニバーサルデザイン推進会議

践発信事業 社会の各種サービスを提供する事業者や団体とサービスを

利用する生活者の双方から構成される推進会議を開催する。

２ ふくしま型ＵＤ実践発信事業

「こおりやま全市元気応援産業フェア」に出展して、県

のユニバーサルデザイン推進に向けた取組を紹介・解説する

ことにより、県民のユニバーサールデザインへの理解・浸透

を図る。

③ ふくしま「もっと！ － 「ＵＤメールマガジンの発行 「ＵＤ出前講座の実施 「ＵＤ」 」

ユニバーサルデザ メーリングリストの活用 「ＮＰＯ等との連携強化」により、」

イン」推進事業 県民と県との双方向的普及啓発活動を展開する。

合 計 808

(国庫 453)

１６ 男女共同参画の推進（青少年・男女共生課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①男女共同参画推進 273 「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会

条例・プラン推進 (国庫 211) を形成するための男女共同参画の推進に関する条例」及び「ふ

事業 くしま男女共同参画プラン」推進のための事業を実施する。

(1) 男女共同参画推進員設置事業

男女共同参画推進員を設置し、県の男女共同参画に関

する施策等に対する県民からの意見申し出に対する調査

等を行う。
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事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

(2) （新）男女共同参画推進アドバイザー派遣事業

県内の小中高校等において男女共同参画に関する授業

や研修会を行う際に、有識者等の外部講師を派遣すること

により学校等の男女共同参画推進に関する取組を支援し、

また、生徒等受講者の意識の底上げを図る。

②人権男女共生事 708 福島県男女共同参画審議会の開催等

務経費

女性が活躍しやすい環境の整備を進めることは、本県に育③（新）≪重点≫ 5,743

った若い世代の流出に歯止めをかける一助となることから、【復興】 (繰入 5,743)

女性の活躍促進に向けた課題や解決策を探るため、県民意識地域における女性

調査を実施するとともに、参加者自らが課題と解決策を見出活躍促進事業

し、提案まで取り組むセミナーを実施する。

(1) 県民意識調査

ア 対象

２０～６０歳の県民２，０００人

県内大学生、高校生

イ 調査項目（例）

行政に望む施策

再就職への支援の方法

意識啓発の手法 など

(2) 女性活躍促進セミナー

ア 対象

学生、社員・再就業希望者、地域活動希望者等

イ 内容

ロールモデル講話等、現場訪問、ワークショップ

提案書作成

合 計 6,724

(国庫 211)

(繰入 5,743)
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１７ 男女共生センターの管理・運営（青少年・男女共生課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①〈主要〉 170,014 「男女共同参画社会」形成のための実践的活動拠点である男

男女共生センター 女共生センターの管理運営を行うとともに、普及啓発など各種

管理運営委託事業 事業を実施する。

１ 管理運営事業

２ 啓発及び研修事業

男女共同参画社会の実現に向けて、県民意識の変革を図る

ための講演会等を開催するとともに、男女があらゆる分野に

参画し、共に責任を担うために必要な資質・能力の向上を図

るため、各種講座等を開催する。

(1) 啓発事業

(2) 研修事業

３ 調査研究・情報事業

男女共同参画社会の形成を促進するため、現状を把握し問

題点を明らかにするとともに、問題解決への方策を探るため

の調査研究を行う。また、男女共同参画関連の図書等を備え

た図書室の運営及び広報誌の作成等により、情報を発信して

いく。

(1) 調査研究事業

自主研究

(2) 情報事業

ア 図書室運営

イ 広報活動

４ 相談事業

男女が自立し、生き甲斐のある人生を送ることができるよ

うに、日常生活から生じる悩みや就業等に係る相談を行う。

(1) 一般相談

生活全般に係る相談

(2) 専門相談

法律問題や健康に係る相談（弁護士・臨床心理士が対

応）

(3) チャレンジ支援相談

就業等を希望する女性に対する相談

５ 利用料金免除補助事業

原子力災害に伴う避難指示区域とされた市町村に対し、指

定管理者が研修室等県有施設の利用料金を免除した場合に、

その免除金額を県が補助する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

６ （新）交流関連事業

男女共同参画社会推進のため県内で活動している団体等の

活動の場の提供や、相互の交流ネットワークづくりを促進す

るなど、男女共同参画関連団体の育成、様々な世代の交流を

支援するための講演会やシンポジウム等の事業を実施する。

②男女共生センター 254 最新の図書・資料等を購入し、男女共同参画等の専門図書

図書整備事業 室としての整備を図る。

合 計 170,268

１８ 公共交通対策（生活交通課）

（１） 公共交通行政推進等

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①公共交通対策事務 1,099 １ 交通関係事業の情報収集・整理

経費 ２ 国土交通省、宮城県、栃木県、関係市町村、鉄道事業者

及びバス事業者等関係機関との連絡調整

３ 鉄道活性化対策の推進（鉄道関係協議会への参加、鉄道関

係の各種要望活動の実施等）

４ 福島県生活交通対策協議会の運営

５ 地方生活バス運行対策に係るバス事業者及び関係市町村へ

の指導調査

６ バス乗降調査の実施

７ 公共交通機関の利用促進

８ ＪＲ常磐線の復旧推進（関係機関との連絡調整、要望活動

の実施等）

②うつくしま、ふく － 福島県内の企業・団体で、職員及び取引業者に対して積極的

しま。公共交通機 にバス・鉄道等公共交通機関の利用促進に取り組み、要件を満

関利用促進企業等 たした場合 「うつくしま、ふくしま。公共交通機関利用促進、

認証制度 企業・団体」として認証する。

合 計 1,099
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（２） 鉄道網整備対策事業

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①鉄道軌道輸送対策 88,601 鉄道事業者(会津鉄道㈱、野岩鉄道㈱、福島交通㈱）が行う

事業費補助事業 (県債 42,000) 保安度の向上及び輸送継続に資する設備整備に対して国と協調

して補助金を交付する。

補助率：1/6

②《重点》 18,370 東日本大震災及び平成23年7月新潟・福島豪雨により甚大な

【電源 【復興】 (国庫 1,800) 被害を受けたＪＲ見線の早期全線復旧を加速させるため各種事】

ＪＲ只見線復旧推 (繰入 11,803) 業を行う。

進事業 １ 【電源】電源地域振興・ＪＲ只見線復旧促進事業

只見線活性化対策協議会が実施する利便性向上及び鉄道・

代行バス利活用促進事業を支援する。

事業内容：ご当地キャラの募集・作成やスタンプラリー等

補 助 率：10/10

２ ＪＲ只見線復興推進会議運営事業

地元自治体との連携・推進体制を維持・強化するため、福

島県ＪＲ只見線復興推進会議を設置運営し、財政面を含めた

、 。支援策の検討を加速するほか 利活用促進事業の拡充を図る

また、只見線応援団(仮称)を設置運営し、会員間の情報共

有・交換や口コミを活用し、観光誘客や全線復旧に対する国

民的理解及び支援の広がりを促進する。

３ (新 【復興】災害学習列車・交流促進事業）

風評の払拭及び観光を核とした被災地の復興を図るため、

県内外の親子がＪＲ只見線に乗車し地域の被災状況や復興に

向けて取り組む姿を学び、地域の魅力を体験するための事業

を行う市町村を支援する。

事業内容：体験プログラム

（災害学習列車、地域の魅力体験事業）

補 助 率：2/3

４ （新）只見線応援団（仮称）交流促進事業

只見線応援団(仮称)の会員の交流の機会を設け、会員相互

間の交流を更に深めるとともに、只見線復旧の必要性等を広

く全国に向け発信し、国民的支持及び世論の形成を図る。ま

た、会員向けのインセンティブを設定し、会員による利活用

を支援する。

事業内容：只見線応援団県民交流のつどい事業

会員向けインセンティブ事業
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

③《重点》 664,615 ＪＲ只見線の早期全線復旧に向け、復旧事業及び利活用促進

只見線復旧復興基 (負担 199,219) 事業を支援するための鉄道復旧復興基金への積立を行う。

金積立事業 (財収 551) １ 只見線復旧復興基金積立事業 664,064千円

(寄附 1) （内訳）福島県 464,844千円

会津17市町村 199,219千円

寄附金 1千円

２ 基金運用益積立事業 551千円

基金規模 2,125,000千円

（内訳）福島県 1,487,500千円

会津17市町村 637,500千円

合 計 771,586

(負担 199,219)

(国庫 1,800)

(財収 551)

(寄附 1)

(繰入 11,803)

(県債 42,000)

（３） 会津鬼怒川線運営対策事業

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

野岩鉄道経営安定化 70,451 野岩鉄道㈱の当該年度経常損失に対し補助金を交付し、経営

補助事業 の安定化を図る。

（４） 阿武隈急行線運営対策事業

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

阿武隈急行緊急保全 22,412 阿武隈急行㈱が実施する緊急保全整備事業等に対し補助金を

整備事業費等補助事 県債 22,400) 交付し、安全運行の確保等を図る。（

業
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（５） 会津線対策促進事業

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①会津鉄道運営助成 128 会津鉄道㈱の運営助成に要する資金に充てるため設置した基

基金事業 (財収 127) 金の運用益を積み立てる。

②会津鉄道経営安定 121,387 会津鉄道㈱の当該年度経常損失に対し補助金を交付し、経営

化補助事業 の安定化を図る。

合 計 121,515

(財収 127)

（６） 地方生活バス路線維持対策事業

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①《重点》 499,736 地域住民の日常生活の足を確保するため、乗合バス事業者が

生活路線バス運行 運行する生活交通路線(広域的・幹線的な路線)の欠損等に対し

維持のための補助 て、国の地域公共交通確保維持改善事業と協調して、補助金を

事業 交付する。

１ 運行費

、 、 、(1) 補助先：福島交通㈱ 会津乗合自動車㈱ 磐梯東都バス㈱

宮城交通㈱、東北アクセス㈱ 計５７路線

(2) 補助率：1/2

２ 車両減価償却費等

(1) 補助先：福島交通㈱ 計２台

(2) 補助率：1/2

３ 車両取得事業

(1) 補助先：福島交通㈱、会津乗合自動車㈱ 計８台

(2) 補助率：1/2

②〈主要〉 156,361 １ 運行費補助金

市町村生活交通 市町村が地域の実情に即し、住民の生活交通の確保を図る

対策のための補助 ため、主体的に行う生活交通対策事業について、運行欠損額

事業 に対して補助金を交付する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

(1) 補助対象事業

ア 市町村が直営で行う事業

イ 市町村が交通事業者に委託して行う事業

ウ 市町村が関係団体に要請して行う事業

エ その他知事が必要と認める事業

(2) 補助率

財政力指数や過疎地域指定により2/3～1/12(８区分)

２ 災害代替運行費補助金

災害時に市町村が実施する代替事業について、財政力指数

などに応じて運行欠損額に対して補助金を交付する。

合 計 656,097

（７） 運輸事業振興助成事業

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

運輸事業振興助成交 474,248 営業用バス及びトラックの輸送力の確保、輸送コストの抑制

付金事業 等に資するため、(公社)県バス協会及び(公社)県トラック協会

が行う事業に対して交付金を交付する。

補助率：定額

１９ 交通安全対策（生活交通課）

（１） 交通安全企画指導事業

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①福島県交通安全母 1,090 県内の母親の力を結集して家庭及び地域から交通事故を追放

の会連絡協議会補 するため、交通安全母の会事業活動の推進を図る。

助事業 １ 福島県交通安全母の会連絡協議会への補助

(1) 補助率：定額

２ 交通安全母の会指導育成

②交通安全対策運営 604 １ 福島県交通安全対策会議の開催

経費 ２ 交通白書の作成

３ 道路環境整備技術調査委員会の開催
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

４ 交通安全県民大会の開催

５ 暴走族等根絶対策会議の開催

６ 交通安全指導資料の作成配布

７ 交通安全関係機関・団体指導

合 計 1,694

（２） 交通安全運動事業

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

福島県交通対策協議 1,295 福島県交通安全対策協議会の交通事故防止等に関する事業に

会補助事業 ついて補助金を交付し、行政機関及び関係団体が一体となって

総合的かつ効果的な交通事故防止対策を積極的に推進するとと

もに、広く県民運動を展開し交通事故の撲滅を図る。

補助率：定額

（３） 交通マナーアップ運動推進事業

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

重点 施設整備 900 仮設住宅等に入居している避難者の交通事故防止を図るた《 》【 】

仮設住宅等交通事故 (繰入 900) め、福島県交通安全母の会連絡協議会に委託し、訪問指導活動

防止対策事業 等を実施する。

２０ 外事移住事業（国際課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

海外移住事業 10,813 １ 中南米国移住者子弟研修受入事業

(諸収 10,813) 中南米国に移住者した県人子弟を受入れ、県内視察や県民

との交流を行うことで、本県への理解を深め、将来両国の交

流の懸け橋となる人材を育成する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

２ 北米移住者子弟研修受入事業

北米に移住者した県人子弟を受入れ、県内視察や県民との

交流を行うことで、本県への理解を深め、将来両国の交流の

懸け橋となる人材を育成する。

３ 海外移住者支援事業

海外に在住する本県出身者で、高齢に達した者に対し、そ

の長寿を祝し、知事の賀寿を行い永年の労苦をねぎらう。

４ 県費留学生受入事業

中南米在住の福島県出身者のうちから優秀な人物を選んで

福島県内に留学させることにより、その者の帰国後、移住国

の経済及び教育の振興に貢献させ、もって国際親善と文化の

交流に寄与する。

２１ 多文化共生推進（国際課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

多文化共生社会推進 3,424 外国出身県民が抱える様々な問題に対応するため、多言語に

事業 (諸収 3,424) よる相談窓口を開設する。

(1) 多言語相談員等の配置

中国語、タガログ語、韓国語、ポルトガル語、英語に対

応できる相談員及び通訳員を配置する。

(2) トリオフォンの設置

三者通話可能な電話（トリオフォン）を設置し、行政窓

口等での職員と外国出身県民との通訳サービスを行う。

２２ 国際企画（国際課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①国際企画事業 30,533 １ 自治体国際化協会負担金事業

(諸収 30,320) 国際交流推進拠点整備のための分担金
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

２ 自治体国際化協会海外事務所派遣事業

国際化に対応できる人材を育成するとともに、韓国におけ

る本県の情報発信や観光振興等に資するため、自治体国際化

協会ソウル事務所に職員を派遣する。

②県国際交流協会支 16,824 公益財団法人福島県国際交流協会を支援するため、運営費の

援事業 一部を補助する。

③国際一般事務経費 5,968 通訳員の設置及び国際交流事業に係る経常経費。

(諸収 13)

④《重点》 5,558 １ 国際会議等の誘致活動事業

【影響対策】 (国庫 4,932) 政府系の国際会議等を誘致するため、訪問活動を行い情報

国際会議等誘致推 収集に努めるとともに、必要に応じて開催の要請等を行う。

進事業 ２ 復興福島ＰＲ事業

国際会議の開催前後に風評払拭のため、復旧・復興する福

島の姿を会議の参加者に見てもらい、正確な情報を対外的に

発信する。

３ 国際会議見本市への出展事業

国際ミーティングエキスポへ出展し、正しい情報の発信に

より風評の払拭を図るとともに、本県への国際会議等の誘致

を行う。

４ （新）国際会議等キーパーソン招へい事業

国際会議等の主催者等キーパーソンを対象としたツアーを

開催し、本県での国際会議等の開催につなげる。

⑤《重点 【復興】 32,516 １ （新）海外における福島復興ＰＲ事業》

ふくしまから は (繰入 32,516) 震災及び原発事故による風評を払拭するため、海外におい

じめよう 「復興 て、影響力のある者に対して、直接、本県の正しい情報を発。

福島」世界への情 信する。

報発信事業 ２ （新）第２回在外県人会サミット開催事業

在外県人会サミットを開催し、県人会ネットワークの活用

により、本県の復興に取り組む姿や魅力を発信し、風評の払

拭を図る。

３ （新）ワールド県人会を活用した情報発信事業

ワールド県人会会員に本県情報の発信を依頼し、海外にお

ける風評払拭及び本県イメージの向上等を図る。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

４ ふくしま絆ネットワーク事業

ＪＥＴプログラム参加者や県内の留学生及びＪＩＣＡ二本

松の青年海外協力隊候補生を対象に県内のスタディツアーを

実施し、福島の現状について理解を深めるとともに、海外へ

の情報発信を行う。

５ （新）在外公館等を活用した情報発信事業

在外公館やクレア海外事務所、ＪＩＣＡ海外事務所等へパ

ンフレット等を送付し、本県の情報を発信する。

⑥（新 《重点》 11,258 １ 福島県情報発信事業）

【復興】 (繰入 11,258) 平成２７年５月にいわき市で開催される第７回太平洋・島

太平洋・島サミッ サミットに向け、本県の正確な情報や復興の状況等を発信す

ト関連事業 るため、パンフレットやパネル等を作成する。

２ 太平洋・島サミットプレイベント等開催事業

講演やトークショー等のプレイベントを開催し、島サミッ

トについて県民の理解を促進するとともに、開催に向けた機

運の醸成を図る。

合 計 102,657

(諸収 30,333)

(国庫 4,932)

(繰入 43,774)

２３ 国際交流推進（国際課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①国際交流推進事業 15,246 １ 語学指導等外国青年招致事業

(諸収 12,252) 本県及び市町村招致の語学指導等外国青年(ＡＬＴ、ＣＩ

Ｒ)の招致調整、オリエンテーション、カウンセリング等を

実施する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

２ 国際交流員設置事業

国際交流員を設置し、国際交流事業の企画・立案及び実施

に対する助言、国際理解講座の実施、外国語の情報誌やホー

ムページの作成などを通じて、本県の国際化を推進する。

設置数 ３名

・英語圏 ２名（カナダＢＣ州､ニュージーランド）

・中 国 １名

３ ふくしまグローバルセミナー

地域や学校において、環境、貧困、人権といった地球規模

の問題について理解を深め、その解決に向けた取組みを行う

人材を育成するため、ＪＩＣＡやＮＧＯと連携しながらセミ

ナーを開催する。

②国際交流員による － 交流員の自国の紹介を中心とした国際理解出前講座を行う。

出前講座

③ユース国際協力ミ － 県内の高校生がＪＩＣＡ二本松に宿泊し、２日間の講座を通

ーティング して、国際協力、ボランティア活動、コミュニケーション、多

文化共生等に関して学び、地球的視野を持った人材の育成を図

る。

④地球体験キャラバ － 県内在住の海外出身の外国人と青年海外協力隊帰国者が学校

ン や社会教育施設等を訪問し、参加型で開発問題を学習するプロ

グラムを実施する。

合 計 15,246

(諸収 12,252)

２４ 旅券の発給（旅券室）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

旅券発給事業 64,371 １ 一般旅券発給申請の受理・審査及び旅券の作成・交付

(手数 42,997) （旅券法に基づく第一号法定受託事務）

(諸収 245) ２ 海外渡航情報の提供
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(2) 県民安全総室
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○ 事 務 分 掌

【消防保安課】

（ 1）消防組織法の指導に関すること。

（ 2）消防表彰等に関すること。

（ 3）消防施設の整備に関すること。

（ 4）消防学校に関すること。

（ 5）消防長会及び（公財）福島県消防協会に関すること。

（ 6）警防業務の指導に関すること。

（ 7）消防統計に関すること。

（ 8）火災予防に関すること。

（ 9）危険物の規制に関すること。

（10）危険物取扱者に関すること。

（11）消防設備などの規制に関すること。

（12）消防設備士に関すること。

（13）救急業務に関すること。

（14）消防防災ヘリコプターの救急活動に関すること。

（15）火災統計に関すること。

（16）高圧ガスの取締りに関すること。

（17）液化石油ガスの取締りに関すること。

（18）火薬類の取締りに関すること。

（19）猟銃等の取締りに関すること。

（20）電気工事業の登録等に関すること。

（21）電気工事士に関すること。

（22）総室の庶務及び予算に関すること。

【災害対策課】

（ 1）災害対策に関すること。

（ 2）災害情報に関すること。

（ 3）災害救助に関すること （避難者支援課の所掌に属するものを除く ）。 。

（ 4）防災会議に関すること。

（ 5）石油コンビナート等災害対策に関すること。

（ 6）自衛隊への災害派遣要請に関すること。

（ 7）自衛官の募集等に関すること。

（ 8）消防防災航空センターに関すること。
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（ 9）総合情報通信ネットワークの管理・運営に関すること。

（10）気象予警報等の受信、伝達に関すること。

（11）消防防災ヘリコプターの運航管理に関すること。

（12）緊急消防援助隊に関すること。

（13）国民保護に関すること。

【原子力安全対策課】

（ 1）原子力安全対策の総合調整に関すること。

（ 2）原子力発電所施設の廃炉措置等に係る安全確保に関すること。

（ 3）原子力災害対策に関すること。

（ 4）原子力防災及び放射線に関する知識の普及に関すること。

（ 5）県地域防災計画（原子力災害対策編）の実施に関すること。

【放射線監視室】

（ 1）環境放射線モニタリングの総合調整に関すること。

（ 2）環境放射線モニタリングデータの公表に関すること。
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○ 事 業 計 画

１ 消防事務（消防保安課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①消防職･団員の処 2,222 １ 叙位･叙勲及び褒章該当者の推薦（春・秋・危険業務分野

遇 及び随時）

２ 消防庁長官表彰等の推薦

３ 第６７回福島県消防大会における各種知事表彰

４ 退職消防団員の報償推薦

５ 新任消防団員に対する研修

②県消防協会指導事 1,500 消防団員･職員の資質の向上及び消防思想の普及啓発促進の

業補助金交付事業 ため(公財)福島県消防協会の指導事業に対する補助を行う。

③指導事務経費 1,643 １ 消防行政の指導

(手数 672) ２ 消防大学校入校手続き

３ 消防防災施設等に係る国庫補助金の事務に関する経費

４ 消防防災年報の作成

５ 緊急消防援助隊合同訓練負担金

④（新 〈主要〉 602 消防団員が減少し続ける状況の中 「消防団を中核とした地） 、

消防団入団促進支 (手数 602) 域防災力の充実強化に関する法律」が公布・施行されたことを

援事業 受け、消防団への加入促進に向けた次の事業を行う。

１ ふくしま消防出前講座事業

２ 消防団維持・確保事業

⑤（新）県消防操法 641 １ 県消防操法競技大会の開催

競技大会開催事業 ２ 消防操法地方大会の開催

合 計 6,608

(手数 1,274)
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２ 火災予防（消防保安課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①消防設備士免状交 683 １ 消防設備士試験の合格者等からの申請に対し、消防設備士

付事務 (手数 683) 免状を交付する。

２ (財)消防試験研究センターに対する免状交付事務の委託。

②消防設備士講習の 5,329 消防設備士免状の交付を受けた日から２年以内の者及び講習

開催 (手数 5,329) 受講後５年以内の者に対し消防設備等の工事又は設備に関する

講習を（社）福島県消防設備協会に委託し実施する。

③火災予防運動絵画 52 火災予防思想の普及を図るため、火災予防絵画・ポスターコ

・ポスターコンク (手数 52) ンクールを実施する。

ールの実施

④消防情報統計電算 395 消防組織法の規定に基づく各種消防情報統計の電算処理を消

処理委託事業 (手数 395) 防庁指定機関に委託する。

１ 火災及び火災による死者の調査

２ 消防防災・震災対策現況調査

３ 防火対象物の実態等調査

４ 救急救助業務調査

５ 石油コンビナート等実態調査

合 計 6,459

(手数 6,459)

３ 危険物規制（消防保安課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①危険物取扱者免状 12,530 １ 危険物取扱者試験合格者等からの申請に対し、危険物取扱

交付事務 (手数 12,530) 者免状を交付する。

２ (一財)消防試験研究センターに対する免状交付事務の委託

②危険物取扱者保安 13,686 原則として、危険物の取扱作業に従事することとなった日か

講習の開催 (手数 13,686) ら１年以内の危険物取扱者及び講習受講後３年以内の者に対し

危険物の取扱作業の保安に関する講習を（一社）福島県危険物

安全協会連合会に委託し実施する。

- 61 -



事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

③危険物規制事務調 46 消防組織法の規定に基づく危険物規制事務統計の電算処理を

査統計電算処理委 (手数 46) 消防庁指定機関に委託する。

託事業

④福島県危険物事故 13 官民一体となった危険物事故防止策を推進するため、関係機

防止連絡会 (手数 13) 関間の情報交換、アクションプランの調整等を行う。

⑤指導事務経費 736 １ 危険物取扱者保安講習に対する講師派遣

(手数 736) ２ 危険物事故防止等に係るセミナー等への参加

合 計 27,011

(手数 27,011)

４ 消防学校（消防保安課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①消防職・団員の教 24,133 複雑多様化する災害に適切かつ迅速に対処できる消防職・団

育訓練 (諸収 44) 員を養成するため、次により消防教育訓練を実施する。

１ 消防職員教育（定員最大１００名／回）

(1) 初任教育（年２回１１７日間）

(2) 救急科(年２回３９日間)他

２ 消防団員教育（定員最大６０名／回）

(1) 初級幹部科（年２回２日間）

(2) 中級幹部科（年３回２日間）他

３ 自衛消防隊員教育（年３回２日間）

４ 少年消防クラブ員教育（年１回１日間）等

②【影響対策】 60,478 消防学校の教育訓練に関する環境を整備する。

県消防学校教育訓 (国庫 54,430)

練環境整備事業

③消防学校派遣教官 55,548 消防学校における教務体制の充実強化を図るため、派遣教官

に関する事業 の人件費を負担金として、派遣先の市及び組合へ交付する。

（平成５年度から）

④消防学校維持管理 41,155 消防学校の庁舎等の維持管理を行う。

(財収 594)

(諸収 1,748)
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事 業 名 内 容予 算 額
（単位：千円）

⑤（新 【温暖化】 4,746 災害時に輸送拠点等になる消防学校に、停電時の迅速な出動）
福島県消防学校太 (繰入 4,746) 体制の整備や災害状況把握等の情報収集、避難者受入のための
陽光発電設備等導 太陽光発電設備を整備する。
入事業

合 計 186,060
(国庫 54,430)
(財収 594)
(繰入 4,746)
(諸収 1,792)

５ 救急高度化の推進（消防保安課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①【地域医療】 40,982 １ 救急業務の高度化を推進し、救命率の向上を図るため、

救急高度化の推進 (繰入 30,513) 各消防本部に対し、救急救命士の養成研修に係る経費を補助

する。

２ 医学的観点から救急活動の質を保証するメディカルコント

ロール体制の充実を図る。

３ 救急救命士養成のために設立された財団の運営経費を負担

する。

②傷病者搬送受入協 1,285 消防法の改正に対応し策定した「傷病者の搬送及び受入の実

議会の運営 施に関する基準」の施行後の状況を調査・分析し、見直しを行

う。

合 計 42,267

(繰入 30,513)

６ 電気工事業の保安指導事業（消防保安課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

電気工事業者の保安 2,102 電気工事業者の登録・登録更新等事務の実施と立ち入り検査

指導及び電気工事士 (手数 2,102) 時等に保安指導を行う。

免状の交付事務 また、資格試験合格者等の申請に基づき免状を交付する。

- 63 -



７ 猟銃・火薬類の取締り及び保安指導事業（消防保安課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

火薬類取締業務の実 1,191 １ 各種許可・検査等取締りを実施する。

施 (手数 1,191) (1) 消費、譲受、譲渡等の許可

火薬類取扱保安責任 (2) 火薬庫、販売所の許可及び完成検査の実施

者免状の交付 (3) 保安検査の実施

２ 資格試験合格者に免状を交付する。

８ 高圧ガス等の取締り及び保安指導事業（消防保安課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①高圧ガス取締業務 15,925 １ 各種許可・検査等取締りを実施する。

の実施 (手数 15,873) (1) 許可・完成検査の実施

(諸収 52) (2) 保安検査の実施

２ 高圧ガス保安員等を設置する。

②危害予防思想の普 200 高圧ガス保安活動促進週間、ＬＰガス消費者保安表彰等を通

及徹底 (手数 200) し危害予防意識の高揚を図る。

１ 高圧ガス保安活動促進週間１０月２３日～２９日

２ ＬＰガス消費者保安月間１０月

③製造保安責任者、 976 資格試験合格者等の申請に基づき免状を交付する。

販売主任者等免状 (手数 976)

交付事業

合 計 17,101

(手数 17,049)

(諸収 52)

９ 自衛官募集事務（災害対策課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

自衛官募集事務 485 １ 募集広報の企画及び実施

(国庫 485) ２ 市町村自衛官募集事務担当者会議の開催

３ 市町村に対する募集連絡事務
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１０ 自衛隊派遣事務（災害対策課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

自衛隊派遣事務 38 天災･地変その他の災害に対し、自衛隊法第８３条に基づき

自衛隊の災害派遣要請を行う。

１１ 防災事務指導（災害対策課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

防災事務指導 6,760 市町村及び防災関係機関に対し、気象･災害等の情報伝達及

び災害発生時における迅速かつ的確な応急対策の実施等を指導

する。

(1) 震度情報ネットワークシステム保守管理

(2) 災害見舞金交付事業

１２ 防災会議の運営（災害対策課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

防災会議の運営等 309 １ 防災会議・幹事会の開催

２ 県地域防災計画の修正

３ 市町村地域防災計画の修正の助言

１３ 防災訓練の実施（災害対策課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（ ）単位：千円

防災訓練の実施 1,200 防災関係機関の相互の連携強化と地域住民の防災意識の高

揚を図るための防災訓練を実施する。

(1) 福島県総合防災訓練実施負担金

(2) 福島県地方防災訓練実施負担金
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１４ 石油コンビナート地区災害対策 （災害対策課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

石油コンビナート 88 石油コンビナート等災害防止法第２条により特別防災区域に

地区災害対策 指定されている｢いわき地区｣及び「広野地区｣における特殊災

害の発生及び拡大防止のための総合的な防災対策を進める。

石油コンビナート地区災害対策事務指導

１５ 防災体制の推進（災害対策課、消防防災航空センター）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①防災対策支援 5,583 防災専門監の設置

(諸収 24)

②国民保護推進事業 1,007 １ 県民等保護協議会、幹事会の開催

２ 県の国民保護計画の変更

③国民保護訓練 300 国民保護法に基づき、県総合防災訓練と連携を図りながら、

国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための訓練を実施す

る。

④防災出前講座事業 － 職員自らが各地域に出向き、防災に関する情報を直接県民に

説明することにより、地域防災力の向上を図り、大規模災害時

の減災に努める。

⑤消防防災航空隊に － 消防防災航空センターで一般県民等の見学を受け入れ、消防

よる防災啓発事業 防災ヘリコプターの活動紹介や災害対応の心得をレクチャーす

（消防防災航空セ ることにより、家庭や地域における防災意識の啓発、地域防災

ンター） 力の強化を図る。

また、防災訓練等へのヘリ参加時においても、訓練会場で防

災啓発活動を実施する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

⑥《重点 【復興】 53,361 県地域防災計画の見直しについて具体化するため、市町村職》

福島県防災対策 繰入 48,923 員等を地域防災力の核となる防災士として育成するとともに、（ ）

強化事業 災害時要援護者避難訓練等を防災士と協力して実施するほか、

発災直後、流通機能が回復するまでの間、迅速に支援物資を提

供できるよう、県が食料等の物資を備蓄する。

合 計 60,251

(諸収 24)

（ ）繰入 48,923

１６ 総合情報通信ネットワーク管理事業（災害対策課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①【原子力防災】 249,379 総合情報通信ネットワークの適正な管理運営を図るため保守

総合情報通信ネッ (負担 32,693) 点検等を行う。

トワーク管理費 (繰入 10,300) (1) 通信設備等保守点検の実施

(諸収 100) (2) 気象通報等情報の受信伝達

②総合情報通信ネッ 69,378 災害時等における情報伝達のため、環境創造センターＢ施設

トワーク整備事業 (負担 10,303) 等において総合情報通信ネットワークの整備を行う。

合 計 318,757

(負担 42,996)

(繰入 10,300)

(諸収 100)
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１７ 消防防災ヘリコプターの運航（災害対策課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

航空消防防災管理事 166,958 １ 消防防災ヘリコプター運航事業

業 使用 50) ２ 消防防災航空センターの運営（

(財収 592) ３ 消防防災航空隊派遣職員の交代に伴う経費

(繰入 39,894) ４ 福島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会事業助成

５ 全国航空消防防災協議会経費

１８ 第３回国連防災世界会議関連事業（災害対策課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

（新 《重点》 2,550 第３回国連防災世界会議の関連事業を開催し、東日本大震災）

【復興】 (繰入 2,550) の経験や教訓を広く発信する。

第３回国連防災世界

会議関連事業

１９ 《重点 【除染】原子力安全監視対策・防災体制整備事業（原子力安全対策課）》

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①原子力発電所の 77,587 １ 原子力発電所の安全確認

安全確認 (国庫 77,211) 発電所への立入調査や状況確認を実施するとともに、調査

(諸収 79) 結果を踏まえた安全確認に関する検討会を実施する。また、

住民参画による監視も行う。

２ 広報・調査等交付金の町への交付

②原子力防災対策計 17,193 国の原子力災害対策指針を踏まえ、地域防災計画(原子力災

画の見直し (国庫 17,193) 害対策編)の見直しを行うとともに、市町村計画の修正作業を

支援する。

③緊急時通信連絡 104,804 １ 緊急時通信連絡網の整備

体制整備 (国庫 104,804) 緊急時における関係市町村や国等との連絡手段を確保す

る。なお、平成２７年度に運営が開始される環境創造セン

ターに機器の増設を行う。

２ 緊急時対応システム管理

緊急時における防護対策検討のための基礎資料となる放射

性物質の拡散予測システム(SPEEDI)及び緊急時におけるモニ

タリング情報を共有するシステム(ラミセス)の維持管理を行

う。
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事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

④原子力防災資機材 242,539 緊急時に必要な防災活動資機材、放射線防護資機材の整備及

整備 (国庫 240,141) び維持管理を行う。

(繰入 2,398)

⑤緊急時対応研修 4,869 市町村職員や消防・警察職員が緊急時被ばく医療やモニタリ

(国庫 4,869) ングに関する実務を習得するための研修参加を促す。

⑥オフサイトセンター 7,784 オフサイトセンター（原子力災害対策センター）の維持管理

保守整備 (国庫 7,784) を行う。

⑦原子力防災の広報 放射線健康リスク管理アドバイザーを派遣する。2,408

(国庫 )2,408

⑧（新）原子力防災 緊急時における関係機関の連携体制の確認、関係者の防災技17,830

訓練 (国庫 ) 術の習熟、地域住民の意識の向上のための訓練を実施する。17,826

(諸収 4)

⑨（新）現地駐在運 汚染水対策を始めとする廃炉に向けた取組について、県と25,152

営事業 しての情報収集を強化するため、現地駐在を配置する。

(国庫 )25,126

(諸収 9)

合 計 500,166

(国庫 497,362)

(繰入 2,398)

(諸収 92)

２０ 《重点》福島県原子力災害対策センター整備事業（原子力安全対策課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（ ）単位：千円

、 。オフサイトセンタ 1,986,399 建設用地の取得とともに 建物および付帯設備を整備する

ーの建設 (国庫 （楢葉町、南相馬市)

1,986,399)
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２１ 《重点 【除染】ふるさとふくしま帰還支援事業（原子力安全対策課）》

事 業 名 内 容予 算 額

（ ）単位：千円

ウェブカメラ設置 133,168 リアルタイムでふるさとの状況を確認するために設置され

(繰入 たウェブカメラについて、その維持管理費をカメラを設置す

133,168 る市町村に対し補助する。）

２２ 《重点 【復興 【放射線】緊急時・広域環境放射能監視事業（放射線監視室）》 】

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①環境放射能監視情 4,422 各部局で実施しているモニタリング結果を集約する。測定結

報の総括 (国庫 4,407) 果を広く公表するため、報告書を作成する。また、各種研修の

(諸収 9) 受講により、監視分析技術の向上及び情報収集を行う。

②環境放射能の監視 1,123,483 １ 環境放射能の測定

(国庫 713,922) 発電所周辺の環境影響監視のほか、全県的な生活環境にお

(繰入 407,236) ける環境放射能モニタリングのため、空間放射線の測定や大

(諸収 49) 気浮遊じん等の環境試料の核種分析を実施する。

２ 環境放射能水準調査

国からの委託を受け、空間線量率の測定や環境試料の核種

分析を実施する。

③環境放射能監視 255,000 環境放射能の測定や分析に必要な機器等の整備・更新を行

資機材整備 (国庫 242,040) う。

(繰入 12,960)

④環境放射能監視結 39,673 環境放射能の測定結果について、ホームページやパンフレッ

果の広報 (国庫 15,929) トにより情報提供を行う。

(繰入 22,918)

(諸収 11)

⑤環境放射能モニタ 487,087 帰還する住民の安心を確保するため、市町村が住民のニーズ

リング対策補助金 (繰入 487,087) を踏まえたモニタリングを実施するための交付金を交付する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

⑥ＧＰＳ歩行サーベ 3,233 ＩＡＥＡとの協力プロジェクト

イによる環境マッ (繰入 3,233) （ＧＰＳ歩行サーベイによる環境マッピング技術の開発）

ピング技術の開発 歩行サーベイ（地上）と無人航空機（上空）による測定結果

を地図上で組み合わせ、視覚的に把握しやすい線量分布マップ

を作成する。

平成２６年度は、試験飛行、歩行サーベイの補足調査、マッ

ピング技術の手法検討を実施する。

合 計 1,912,898

(国庫 976,298)

(繰入 933,434)

(諸収 69)

２３ 放射線モニタリング基金積立事業（放射線監視室）

事 業 名 内 容予 算 額

（ ）単位：千円

①基金積立事業 1,343,693 国から交付される環境放射線モニタリング対策事業費補助

(国庫 金を基金に積み立てる。

1,343,693)

②基金利子積立 1,814 積み増しを行った基金について、資金運用により発生する

(財収 1,814) 利子を基金に積み立てる。

合 計 1,345,507

(国庫

1,343,693)

(財収 1,814)
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(3) 環境共生総室
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○ 事 務 分 掌

【環境共生課】

（ 1）地球温暖化対策の総合企画及び調整に関すること。

（ 2）地球温暖化防止活動の推進に関すること。

（ 3）ふくしま地球温暖化対策推進本部に関すること。

（ 4）地球にやさしい“ふくしま”県民会議（地球温暖化対策地域協議会）に関すること。

（ 5）循環型社会形成の推進に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

（ 6）循環型社会形成の推進に関すること。

（ 7）うつくしま、エコ・リサイクル製品認定制度に関すること。

（ 8）グリーン購入及び環境配慮契約の推進に関すること。

（ 9）ふくしまエコオフィス実践計画の推進に関すること。

（10）ＥＳＣＯ事業の推進に関すること。

（11）環境創造資金の融資に関すること。

（12）環境保全基金及び地球温暖化対策等推進基金に関すること。

（13）福島県クリーンふくしま運動推進協議会に関すること。

（14）環境影響評価法の運用に関すること。

（15）環境影響評価条例の運用に関すること。

（16）環境影響評価制度の普及啓発に関すること。

（17）環境影響評価審査会に関すること。

（18）総室の庶務及び予算に関すること。

【自然保護課】

（ 1）自然公園法及び県立自然公園条例に基づく自然公園の指定及び公園計画の策定に関す

ること。

（ 2）自然環境保全法及び自然環境保全条例に基づく保全地域の指定及び保全計画の策定に

関すること。

（ 3）自然環境保全法、自然環境保全条例、自然公園法及び県立自然公園条例に基づく許認

可に関すること。

（ 4）自然環境保全審議会に関すること。

（ 5）自然保護思想の普及啓発及び自然とのふれあいの増進に関すること。

（ 6）自然公園、自然環境保全地域等の施設整備に関すること。

（ 7）自然公園等施設の整備、維持管理に関すること。

（ 8）自然公園等施設、東北自然歩道の利用に関すること。

（ 9）自然公園に係る各種協議会に関すること。

（10）野生動植物保護条例に基づく希少野生動植物の保護施策の推進に関すること。

- 74 -



（11）外来生物に関すること。

（12）野生鳥獣の保護管理に関すること。

（13）傷病野生鳥獣の救護及び鳥獣保護思想の普及啓発に関すること。

（14）狩猟免許、狩猟者登録に関すること。

（15）生物多様性の保全とその恵みの持続可能な利用の推進に関すること。

（16）景観法の運用に関すること。

（17）景観審議会に関すること。

（18）景観条例の運用に関すること。

（19）景観形成に係る事業の推進及び連絡調整に関すること。

（20）景観形成に係る知識及び意識の普及及び啓発に関すること。

水・大気環境課】【

（ 1）大気汚染の監視測定、調査及び対策に関すること。

（ 2）大気汚染の規制及び防止技術の指導に関すること。

（ 3）水質汚濁の監視測定、調査及び対策に関すること。

（ 4）水質汚濁の規制及び防止技術の指導に関すること。

（ 5）生活排水対策に関すること。

（ 6）猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策に関すること。

（ 7）土壌・地下水汚染の防止に関すること。

（ 8）地盤沈下の監視測定及び調査に関すること。

（ 9）騒音、振動及び悪臭に係る環境保全対策に関すること。

（10）ダイオキシン類等化学物質対策に関すること。

（11）化学物質の適正管理に関すること。

（12）フロン回収に関すること。

（13）公害に係る紛争及び苦情の処理に関すること。

（14）環境センターに関すること。

【環境創造センター整備推進室】

（ 1）環境創造センターの整備及び運営に関すること。

（ 2）ＩＡＥＡとの協力に関すること。
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○ 事 業 計 画

１ 地球温暖化対策の推進（環境共生課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

① 主要 産廃税 15,776 １ 地球にやさしい“ふくしま”県民会議活性化事業〈 〉【 】

【環境】 (繰入 15,760) 事業者団体、民間団体、行政等で構成する「地球にやさし

ふくしまから発信 (諸収 2) い“ふくしま”県民会議」を運営する。

！「福島議定書」 また、地球温暖化に関する講演会等の啓発事業を県内７方

事業 部に設置した地方会議を中心に実施し、意識の啓発を図る。

、 、さらに 地域で活動する地球温暖化防止活動推進員を活用し

県民運動としての地球温暖化防止活動を推進する。

２ 地球温暖化防止のための新「福島議定書」事業

学校や事業所等での節電・節水、廃棄物減量化やリサイク

ルなどの省資源・省エネルギーの実践を推進するため、二酸

化炭素排出量の削減目標を定めた「福島議定書」を知事と締

結し、学校の児童等や事業所等の職員が一丸となった取組を

促す。

３ 復興ふくしまエコ大作戦！みんなでエコチャレンジ事業

県民の環境負荷低減活動に対して相応のサービスを提供す

ることにより、廃棄物減量化や省エネルギー化の取組意欲の

向上と環境教育の普及を図る。特に家庭における省エネ・省

資源活動を推進する。

４ 運輸部門における温暖化対策事業

本県の排出量の２割を占める運輸部門での温室効果ガス排

出削減に向け、エコドライブの講師派遣やエコドライブアド

バイザー養成講習会を開催するとともに、マイカー通勤から

公共交通機関利用へ誘導するなど、エネルギーの効率的利用

を促進する。

５ ライトダウンキャンペーン

民間のライトアップ施設等に対し一定期間の消灯を呼びか

けるキャンペーンを実施し、地球温暖化や省エネルギーにつ

いて考える契機とする。特に7月7日にはクールアースデー普

及啓発活動を行う。

② 重点 温暖化 5,023,582 災害時に防災拠点となり得る施設に、太陽光などの地域資源《 》【 】

再生可能エネルギ (繰入 を活用した災害に強い自立・分散型再生可能エネルギーシステ

ー導入等による防 5,023,582) ムを導入するために要する費用に助成し、安全・安心な地域づ

災拠点支援事業 くりと地球温暖化対策を推進する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

１ 市町村公共施設支援事業

(1) 補助対象 市町村が所有する、災害時に防災拠点となり

得る施設

(2) 補助率 10／10以内

２ 民間施設支援事業

(1) 補助対象 災害時に防災拠点となり得る施設

(2) 補助率 1／2，1／3以内

３ 地域資源活用詳細調査事業

上記事業を実施するために必要となる事務経費

※各部局における当初予算計上状況（県施設）

総務部 169,235千円

生活環境部 64,746千円

保健福祉部 96,028千円

病院局 85,087千円

商工労働部 212,750千円

県警本部 66,176千円

教育庁 128,300千円

③福島県地球温暖化 20,165 福島県地球温暖化対策等推進基金の運用益等を積み立てる。

対策等推進基金 (財収 19,860)

積立等事業 (諸収 305)

合 計 5,059,523

(財収 19,860)

(繰入

5,039,342)

(諸収 307)

２ 循環型社会形成の推進等（環境共生課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①【産廃税】 5,612 「福島県循環型社会形成推進計画」の実行・実践に当たり、

地球にやさしい (繰入 5,610) 県民・事業者等に広く環境意識の普及啓発を図るとともに、循

“ふくしま”ライ (諸収 2) 環型社会を目指す取組に対して支援を行い、廃棄物の減量化や

フスタイル普及啓 再利用・再資源化、省エネルギー、省資源など、地球にやさし

発事業 いライフスタイルの普及促進を図る。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

１ ふくしま環境共生スタイル推進事業

「地球にやさしい生活」をテーマとして以下の事業を実施

する。

① ふくしまエコライフポストカードコンテストの実施

② ふくしまエコライフ啓発事業

①の優秀作品をもとに啓発資材を制作し配布する。

２ 地球にやさしい買い物（レジ袋削減等）普及事業

容器包装の代表例であるレジ袋削減を推進するため 「マ、

イバッグ推進デー協力店」の拡大を図るとともに、街頭啓発

を実施し、地球にやさしい買い物のより一層の普及啓発を図

る。

②【産廃税】 798 「福島県循環型社会形成に関する条例」に基づく「福島県循

循環型社会形成推 (繰入 798) 環型社会形成推進計画 （平成２３年度～平成２６年度）の改」

進計画策定事業 定作業を行う。

③ 主要 産廃税 10,512 産業廃棄物等ごみの減量化と再資源化等廃棄物の有効利用を〈 〉【 】

エコ・リサイクル (繰入 10,508) 進めるため、エコ・リサイクル製品の認定・普及啓発等に総合

製品普及拡大事業 (諸収 4) 的に取り組む。

１ うつくしま、エコ・リサイクル製品認定事業

主として県内から排出された廃棄物等を利用して製造され

た優良な製品を認定することにより、廃棄物等の有効利用と

リサイクル産業の育成を図る。

また、県民等に対して認定制度及び製品のＰＲや巡回展示

等を行い周知を図るとともに、認定事業者を支援し効果的な

販売促進や広報を行う。

２ うつくしま、エコ・リサイクル製品品質確認調査事業

認定製品の安全・安心を確保するため、認定後も県が有害

物質や放射性物質の検査を行う。

④【産廃税】 120,125 １ 環境創造資金融資事業

環境創造資金融資 (諸収 120,000) 環境保全対策に取り組む中小企業者を支援するため、必要

事業 (繰入 125) な資金の融資をあっせんする。

(1) 融資枠 180,000千円

(2) 融資利率 年1.3％

(3) 融資期間 7年以内
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

(4) 融資限度額

・個別環境保全資金 30,000千円

・共同環境保全資金 60,000千円

・工場等移転資金 37,500千円

・産業廃棄物処理資金 30,000千円

(5) 融資対象

環境保全施設の整備、工場・事業場の移転、低公害車

の新車購入、エネルギーの有効利用施設の整備、リサイ

クル施設の整備、ゼロエミッション推進施設の整備、ア

スベスト飛散防止設備の整備、温室効果ガス削減対策等

２ （新）環境創造資金利用促進事業

環境創造資金融資制度の周知を図り、廃棄物の処理施設・

リサイクル施設等の整備や改善を促進する。

⑤【産廃税】 1,920 １ ふくしまエコオフィス実践事業

ふくしまエコオフ (繰入 1,920) 県庁版「福島議定書」などを取り入れた本県独自の環境マ

ィス推進事業 ネジメントシステム「ふくしまエコオフィス実践計画 （平」

成２５年度～平成３２年度）を運用し、県が一事業者・一消

費者として温暖化対策やごみ減量化等の環境負荷低減の取組

みを行うとともに、改正省エネルギー法に基づく庁舎等の省

エネ化をなお一層推進する。

また 「うつくしまエコイベント」の普及啓発を進め各種、

イベント開催時のゴミ分別やリサイクルの取組を推進する。

２ ＥＳＣＯ推進事業

「福島県ＥＳＣＯ推進プラン」に基づき、県有施設へのＥ

ＳＣＯ事業の導入を推進する。

⑥【環境】 267 “うつくしま、ふくしま ”環境顕彰事業。

環境顕彰 (繰入 261) 県内の環境保全に関し顕著な功績のあった個人、団体等を

顕彰し、功績を称え、広く紹介する。

⑦【環境】 700 福島県クリーンふくしま運動推進協議会が実施する環境美化

福島県クリーンふ (繰入 700) 推進事業に要する経費に対して助成する。

くしま運動推進協

議会助成事業

⑧環境共生推進事務 2,262 環境保全対策のための事業管理運営を行う。

経費
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

⑨福島県環境保全基 605 福島県環境保全基金の運用益を積み立てる。

金の積立等事業 (財収 605)

合 計 142,801

(財収 605)

(繰入 19,922)

(諸収 120,006)

３ 環境影響評価の推進（環境共生課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

環境影響評価推進事 2,313 環境に及ぼす影響が著しいものとなるおそれのある大規模な

務経費 事業について、環境影響評価法及び福島県環境影響評価条例の

適切な運用を行い、環境の悪化を未然に防止し、良好な環境の

確保を図る。

４ 良好な自然環境の保全（自然保護課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①自然保護対策事務 9,516 自然公園等の保護と適正な利用を総合的に推進するため、保

経費 護管理、巡視指導、自然とのふれあいを通じた自然保護思想の

普及啓発等を行う。

また、自然環境保全審議会を開催し、県の自然環境の保全に

関する重要事項を審議する。

１ 自然保護指導員の設置

県内の自然公園等を巡回し、自然状態の把握、利用者指導

などを行うため、１１４名を配置する。

２ 自然公園等の各種行為の規制、指導

、 、３ 自然公園等の保全状況把握 学識経験者等による現地調査

保全計画の点検、標識の設置・管理等を行う。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

４ 自然環境保全審議会の開催

県立自然公園、自然環境保全地域、野生鳥獣の保護等に関

する重要事項を審議する。

(1) 自然環境保全審議会全体会 １回

(2) 自然保護部会 ２回

(3) 鳥獣保護部会 ２回

②自然公園保護管理 7,250 自然公園等の適正な保護管理と利用増進を図ることを目的

適正化事業 として設立された関係団体の管理運営に参画するとともに、

子どもたちが体験しながら自然とふれあい環境保全の大切さ

を学ぶための活動を支援する。

１ 自然公園美化清掃事業

福島県自然公園清掃協議会に対する応分の負担

２ 裏磐梯自然体験活動推進事業

裏磐梯ビジターセンターを管理運営する「裏磐梯ビジター

センター自然体験活動運営協議会」に対する応分の負担

③【環境】 1,332 本州最大の高層湿原を有する尾瀬国立公園の自然環境を保全

尾瀬地域保護適正 し、適正な利用の増進を図るため各種施策を実施する。(繰入 1,027)

化事業 １ 特殊植物等保全事業

尾瀬国立公園内の優れた自然環境を厳正に保全するため、

貴重な植生の保護、荒廃した植生の復元を図る。

(1) 尾瀬保護指導委員会の開催

(2) 植生復元作業の実施

(3) 環境等調査の実施

２ 尾瀬保護財団活動推進事業

尾瀬サミット、財団理事会・評議員会、ごみ持ち帰り運動

等の公益財団法人尾瀬保護財団を中心として実施する諸活動

を推進する。

なお、公益財団法人尾瀬保護財団へは職員を１名派遣して

いる。

④ 主要 産廃税 20,974 子どもたちの生物多様性に対する意識の醸成を図り、本県の〈 〉【 】

【環境】 繰入 20,874 豊かな自然環境を次世代に継承していくため、優れた自然環境（ ）

ふくしま子ども を有する尾瀬において環境学習を実施する県内の小・中学校、

、 、 。自然環境学習推進 特別支援学校にガイド料 交通費 宿泊費等の一部を支援する

事業

合 計 39,072

(繰入 21,901)
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５ 自然とふれあう環境の整備（自然保護課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①自然公園管理経費 15,270 自然公園内等の県有公園施設を適正に維持、管理し、自然環

境を保全しつつ快適で安全な利用促進を図る。

②国立公園等施設整 65,788 国立公園等の自然環境の保全及び適正な利用を促進するた

備事業 国庫 32,700 め、公園計画に基づき、公園施設の整備を図る。（ ）

③自然公園等施設整 9,600 自然公園等における優れた自然環境の保全とその利用増進を

備事業補助金 図るため、施設整備を行う市町村に対して補助を行う。

合 計 90,658

（ ）国庫 32,700

６ 野生動植物の保護管理（自然保護課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①狩猟適正化事業 7,886 狩猟制度の適正な運営を図るため、狩猟免許試験、狩猟免許

(手数 7,886) 更新、入猟者への狩猟者登録証交付、狩猟者研修等を行う。

１ 狩猟運営事業

狩猟事故・違反の防止のため、講習会や広報活動等を行う

者に対して定額補助を行う。また、捕獲技術向上のため、狩

猟者に対する研修を行う。

２ 狩猟免許、狩猟者登録事業

狩猟免許試験、免許更新に係る事務及び本県に狩猟者登録

を申請する者に対する登録証の交付。

３ 里山復興のための有害鳥獣捕獲従事者支援事業

有害鳥獣捕獲活動に従事する狩猟免許所持者、取得予定者

に対し、保険料や教習にかかる経費の一部を助成する。

②【環境】 44,633 傷病野生鳥獣の救護や鳥獣保護区の設定などを行うことによ

鳥獣保護事業 (繰入 163) り、鳥獣の保護管理を図る。

諸収 22) １ 傷病鳥獣保護事業（

(手数 576) 鳥獣保護センターの運営及び傷病鳥獣の保護等を行う。

また、野生動物を取り巻く様々な課題に専門的見地から対

応する「野生動物専門員」を配置し、生物多様性の保全及び

人と野生動物との共生に向けた取組の充実を図る。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

２ 鳥獣保護区等整備事業

第11次鳥獣保護事業計画に基づき、鳥獣の保護繁殖を図る

ため、鳥獣保護区等の計画的な指定と維持管理を行う。

３ 愛鳥週間ポスターコンクール

野鳥への親しみや野鳥保護についての普及啓発を図るた

め、小中学生を対象としたポスターコンクールを実施する。

４ 県設裏磐梯野鳥の森管理委託事業

耶麻郡北塩原村に設置している裏磐梯野鳥の森の管理業務

を委託する。

５ 鳥獣保護員設置事業

鳥獣保護事業の実施に関する事務補助や鳥獣保護区の管理

等のため鳥獣保護員を配置する。

③野生動物保護管理 3,504 農林水産業被害等をもたらすなど人とのあつれきを生じてい

、 、事業 る野生動物について モニタリングや生息状況調査等を実施し

被害対策や保護管理のための検討を行う。

１ 野生動物保護管理事業

(1) ニホンザル、カワウのモニタリング調査

(2) カワウ保護管理協議会の開催及びニホンザル、ツキノ

ワグマなどに関する野生鳥獣保護管理検討会の開催

２ 尾瀬のニホンジカ対策事業

ニホンジカについては、尾瀬の湿原植生の攪乱が大きな問

題となっていることから 「南会津尾瀬ニホンジカ対策協議、

会」が行う捕獲や被害防除等のニホンジカ対策事業を支援す

る等により、尾瀬の貴重な湿原生態系や本県の優れた生物多

様性の保全を図る。

３ （新）会津地域ツキノワグマ被害対策事業

「会津地域ツキノワグマ対策協議会（仮称 」が行う被害）

対策を支援することにより、ツキノワグマの適正な保護管理

を行う。

④野生鳥獣感染症対 613 高病原性鳥インフルエンザの感染拡大防止や、人・家きんへ

応事業 の感染予防を図るため、野鳥に対するサーベイランスを行う。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

⑤《重点 【復興】 39,000 ＩＡＥＡとの協力プロジェクト》

野生動物における (繰入 39,000) （野生動物における放射性核種の動態調査）

放射性核種の動態 東京電力福島第一原子力発電所事故により大量の放射性物質

調査事業 が放出され、野生動物や狩猟者等への影響が懸念されているこ

とから、IAEA協力プロジェクトとして、県内各地においてイノ

シシを捕獲し放射性物質の動態調査を行い、放射性物質による

野生動物への影響を把握するための基礎データを収集し、今後

の保護管理や地域住民の生活の改善に活用する。

なお 「野生動物研究推進員」を配置し、プロジェクトの進、

行管理や調査結果の分析及び解析を行う。

⑥【環境】 2,445 ふくしまの豊かな生物多様性の保全や持続可能な利用を推進

ふくしまの生物多 (繰入 2,389) し、将来に継承するための各種事業を実施する。

様性保全支援事業 １ 生物多様性保全の指標となる野生動植物のレッドリストの

見直し

２ 野生動植物保護サポーター研修会の開催

⑦植生復元事業 － 登山者による踏み付けなどにより発生した植生の荒廃地につ

いて、その地域の登山愛好者などからなるボランティア団体と

協働で植生復元作業を実施する。

⑧《重点 【健康】 2,550 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、野生動物》

野生鳥獣放射線モ (繰入 2,550) を含めた生態系への影響が懸念されていることから、食用とな

ニタリング調査事 り得る主な狩猟鳥獣の放射性核種濃度調査を定期的、継続的に

業 実施し、県民生活の安全・安心を確保する。

⑨（新 《重点》 41,378 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により野生生物に）

【健康】 (繰入 41,378) 出荷制限等が指示されたことにより、捕獲圧が低下し生活環境

野生動物環境被害 や農林業への被害をもたらす有害獣となるおそれがあることか

対策推進事業 ら、野生生物の捕獲活動を促進して環境中の放射性物質の除去

及び生活環境等の被害の軽減を図る。

１ 放射性物質による汚染度合が比較的高いイノシシの捕獲活

動の促進

２ 特定外来生物の防除計画の策定及び駆除による生活環境中

からの放射性物質の除去の検討

合 計 142,009

(繰入 85,480)

(手数 8,462)

(諸収 22)
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７ 良好な景観の保全と継承（自然保護課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①景観形成推進事務 531 地域の景観形成に大きな影響を与えるおそれのある大規模な

経費 建築行為等を対象とする事前届出制等、景観法及び福島県景観

条例に基づく諸制度を適切に運用して、県土の特性を活かした

優れた景観の保全と創造を図る。

②景観形成総合対策 250 県民・事業者の自主的な景観形成活動や市町村等の景観形成

事業 関連事業の実施を支援するため 「景観アドバイザー」を派遣、

して技術的な指導・助言を行う。

合 計 781

８ ダイオキシン類等化学物質対策の推進（水・大気環境課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①【産廃税】 ,405 産業廃棄物焼却施設等のダイオキシン類発生源施設の立入調23

(繰入 23,405 査を実施し、事業者に対する当該施設の適正管理等の指導を実ダイオキシン類 ）

、 、発生源総合調査事 施するとともに 当該施設による環境への影響を確認するため

業 環境中の大気や水質等の調査を実施する。

②【産廃税】 3,905 化学物質のリスクに関する専門的知識を有する外部講師等

化学物質安全・ 繰入 3,905) に、化学物質リスクコミュニケーションに関する専門的な知識（

安心社会づくり促 等の普及を依頼することにより、産業廃棄物多量排出事業者等

進事業 から排出される化学物質の排出量の削減を図るとともに、産業

廃棄物処理業者に対する地域住民の不安感の払拭を図る。

③石綿健康被害救 15,730 石綿健康被害者の迅速な救済を図るため、石綿による健康

済基金への拠出 被害の救済に関する法律に基づき、国、地方公共団体及び事

業者の拠出により運営される基金に対して拠出する。

,040合 計 43

）(繰入 27,310
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９ 大気環境保全対策等の推進（水・大気環境課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①大気汚染常時監視 8,876 大気汚染常時監視システムにより大気汚染の状況を常時監

事業 視、酸性雨について継続的調査を行う。

②大気監視機器維持 29,858 一般環境大気測定局、及び移動大気測定車に設置した測定機

管理事業 器について、保守点検、修繕等の維持管理を行う。

③大気環境監視施設 11,825 大気環境の常時監視に必要な測定機器等の計画的な整備、更

整備事業 (国庫 10,274) 新を行う。

④有害大気汚染物質 1,400 有害大気汚染物質の大気中濃度を測定し、汚染状況を把握す

調査事業 る。

⑤大気発生源監視 783 ばい煙発生施設等のばい煙排出状況を検査するなど、大気汚

事業 染に係る事業場の監視、指導を行う。

⑥大気汚染物質発生 616 法令及び条例に基づくばい煙・揮発性有機化合物・粉じん発

源管理システム 生施設の届出情報並びに立入検査結果等を一括管理するために

整備事業 整備したシステムにより、大気発生源監視を効率的に行う。

⑦【産廃税】 1,998 石綿含有廃棄物の処理施設や建築物の解体工事現場等の周辺

アスベスト含有産 (繰入 1,998) 及び県内の一般環境の大気中アスベスト濃度を測定し、アスベ

業廃棄物飛散防止 ストの飛散状況を把握するとともに、事業者への指導を徹底し

対策事業 て健康被害の防止を図る。

⑧公害審査会運営 214 公害審査会等を開催し、公害紛争のあっせん、調停及び仲裁

事業 (手数 1) を行う。

⑨公害苦情等対策 29 公害苦情の調査指導を行う。

事業

⑩フロン対策事業 152 フロン回収・破壊法に基づく登録及びフロン類の適正回収等

(手数 152) の指導を行う。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

⑪(新)大気汚染常時 9,720 福島県内の大気汚染常時監視について、クラウドコンピュー

監視クラウド化事 ティング化を行う。

業

合 計 65,471

（ ）国庫 10,274

（ ）手数 153

(繰入 1,998)

１０ 騒音・悪臭防止対策の推進（水・大気環境課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

① 騒音常時監視 3,754 評価対象道路（騒音に係る環境基準の類型指定地域内の幹線

事業 交通を担う道路）における自動車騒音調査を行い、国の面的評

価システムを用いて面的な評価を行うことにより環境基準の維

持達成状況を監視する。

② 騒音・悪臭防止 424 東北新幹線及び高速自動車道の騒音・振動等の発生状況を調

対策事業 査し高速交通公害の防止対策を推進するとともに、市町村から

の依頼により悪臭防止に係る指導、助言を行う。

合 計 4,178

１１ 水質汚濁防止対策等の推進（水・大気環境課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①水環境調査指導費 25,974 公共用水域及び地下水について、水質汚濁防止法に基づき水

(手数 85) 質測定計画を定め、常時監視を実施し、結果を公表する。

また、さらに、水浴場の水質状況を把握し、必要に応じて所

要の措置を講ずるとともに、結果を公表することにより水浴場

の利用に資する。

- 87 -



事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

②土壌汚染対策経費 135 土壌の汚染状況の把握に関する措置や汚染による人の健康に

(手数 135) 係る被害の防止に関する措置を実施するなどの土壌汚染対策を

行う。

③【産廃税】 4,575 産業廃棄物処理施設や産業廃棄物排出事業場等の水質汚濁に

産業廃棄物排出 (繰入 4,570) 係る事業場の監視・指導を行う。

事業場等に係る (諸収 5) また、廃油の漏洩や廃液の流出など水質事故時における原因

水質保全対策事業 調査及び環境への影響調査を行う。

④【産廃税】 789 水質汚濁防止法等に基づき産業廃棄物排出事業場や産業廃棄

産業廃棄物事業者 (繰入 789) 物処理施設等の事業場及び施設情報を管理し、廃棄物の適正処

等水質管理システ 理及び公共用水域の水質保全に資するシステムを運用する。

ム整備事業

⑤【産廃税】 1,095 土壌汚染対策法確化及び水質汚濁防止法に基づき、汚染土壌

産業廃棄物排出 (繰入 1,095) の適正処理及び地下水汚染の未然防止を図る。

事業場等土壌汚染

対策推進事業

⑥《重点 【復興】 29,877 ＩＡＥＡとの協力プロジェクト》

河川・湖沼におけ (繰入 29,877) （河川・湖沼における放射性核種の動態調査）

る放射性核種の動 河川・湖沼における放射性核種の移動・挙動を明らかにする

態調査事業 ため、動態調査事業を実施する。

⑦【産廃税】 6,514 水生生物環境基準項目に追加されたノニルフェノールのほか

公共用水域におけ (繰入 3,078) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩等について産業廃

るノニルフェノー 棄物処分場の下流域を含む県内公共用水域における水質の監視

ル調査事業 を行う。

合 計 68,959

(手数 220)

(繰入 39,409)

(諸収 5)
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１２ 猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策の推進（水・大気環境課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①猪苗代湖水質モニ 648 猪苗代湖におけるｐＨ上昇等の水質変動メカニズムを把握す

タリング調査事業 るため、猪苗代湖及び流入・流出河川等のイオンバランス等を

調査するとともに、酸性河川の源流域における水質変化を調査

する。

②猪苗代湖・裏磐梯 1,007 国、県、市町村、事業者団体及び地域住民団体からなる協議

湖沼水環境保全協 会が行う事業運営の負担金の支出及び協議会の事務を行う。

議会運営事業

） 、 、③（新 〈主要〉 32,965 猪苗代湖の水質を復活させ 未来の世代に承継していくため

【産廃税】 (繰入 11,016) 県民が一丸となった水環境保全に向けた活動を推進するととも

【森林税】 に、高度処理浄化槽の整備促進等による負荷低減対策や水質保

紺碧の猪苗代湖復 全に関する調査研究などに取り組む。

活プロジェクト事 １ 猪苗代湖水環境保全活動実践事業

業 プロジェクト会議を開催し、ボランティア相互の情報共有

やボランティア活動のコーディネートを行うとともに、猪苗

代湖北岸部の清掃活動、ヨシ刈り、漂着水草回収、除じんス

クリーンの設置、水草刈り取り船による試験的な水生植物の

回収などの活動を実施する。

２ 猪苗代湖流域負荷低減対策実践事業

流入負荷低減対策として窒素・りん除去型浄化槽の整備促

進を図る。

３ 猪苗代湖水環境保全対策調査事業

大腸菌群数超過対策のための調査や山林からの排出負荷実

態調査、湖沼における難分解性有機物調査などを実施し、猪

苗代湖の水質改善に向けた検討を行う。

④【環境】 181 窒素りん除去型浄化槽管理者、浄化槽維持管理業者、浄化槽

窒素・りん浄化槽 (繰入 181) 工事業者等を対象とした浄化槽維持管理講習会の開催などによ

普及拡大プロジェ り、同浄化槽の更なる普及拡大と適性維持管理の推進を図る。

クト

合 計 34,801

(繰入 11,197)
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１３ 環境に係る調査研究の推進（水・大気環境課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①【産廃税】 52,240 環境センターにおける産業廃棄物関係の調査分析に必要な機

産業廃棄物関係モ (負担 6,101) 器の整備等を行う。

ニタリング機能強 (繰入 46,134) ガスクロマトグラフ質量分析装置 他１０機器

化事業 (諸収 5)

②環境センター管理 10,557 環境行政に係る調査分析の中心機関である環境センターを円

運営事業 (負担 3,174) 滑・適正に運営する。

(手数 4) １ 環境に係る調査分析等

(諸収 9) ２ その他のセンターの運営

合 計 62,797

(負担 9,275)

(繰入 46,134)

(手数 4)

(諸収 14)

１４ 条例施行事務費（水・大気環境課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

条例施行事務費交付 3,120 「福島県生活環境の保全等に関する条例」及び「福島県猪苗

金 代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例」に関する

市町村への事務の委任に対して事務費を交付する。

１５ 環境創造センター整備の推進（環境創造センター整備推進室）

事 業 名 内 容予 算 額

（ ）単位：千円

①《重点 【復興】 放射性物質により汚染された環境の早急な回復と県民が将》 4,463,170

除染 温暖化 来にわたり安心して暮らせる環境を創造するため、環境創造【 】【 】 (繰入

【産廃税】 センターを整備する。4,417,161)

(諸収 9)環境創造センタ

ー整備事業
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事 業 名 内 容予 算 額

（ ）単位：千円

環境創造センター設置準備検討事業１

環境創造センターの調査研究業務や効果的・効率的な運

営等について検討を行う。

環境創造センター建設事業２

環境創造センターの整備のため建設工事、工事監理等を

実施する。

３ （新）環境創造センター太陽光発電整備事業

環境創造センターは、原子力災害等が発生した場合の防

災拠点として機能させるため、太陽光発電設備・蓄電池を

整備する。

４ （新）環境創造センター機器整備事業

環境創造センターにおいて効果的、効率的にモニタリン

グ、調査研究等が実施できるよう分析機器等の計画的な整

備を行う。

５ （新）環境創造センター交流棟の展示設計等委託事業

２５年度に委託した展示基本設計に基づき、２７年度ま

での間に環境創造センター交流棟の展示実施設計及び事業

運営実施計画の策定並びに環境創造シアターの実施設計業

務等を委託する。

６ （新）環境創造センター交流棟の愛称公募事業

環境創造センター交流棟をふくしまの未来を創造する 対「

話と共創の場」とするため、子ども達をはじめ広く県民に

、 。親しまれ愛される施設となるよう 施設の愛称を公募する

②《重点 【復興】 環境創造センターが効果的・効率的な研究・運営体制のも》 37,423

環境創造センタ と、取組を実施できるよう中長期取組方針、年次計画の策定(繰入 37,401)

ー運営事業 等を行う。(諸収 22)

１ （新）環境創造センター運営戦略会議等設営事業

環境創造センターが担う４つの機能に関し、中長期取組

方針を策定する運営戦略会議、年次計画を策定する連絡調

整会議、県民や地元自治体等のニーズを反映させる県民委

員会を開催する。

２ ＩＡＥＡとの協力プロジェクト

ＩＡＥＡのプロジェクト運営に当たり、県がＩＡＥＡと

協力して円滑に活動する。

③（新）原子力災 23,568 原子力災害等復興基金の債券運用益を、原子力災害等復興

害等復興基金積 基金に積み立てる。(財収 23,568)

立事業
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事 業 名 内 容予 算 額

（ ）単位：千円

合 計 4,524,161

(財収 23,568)

(繰入

4,454,562)

(諸収 31)
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(4) 環境保全総室
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○ 事 務 分 掌

【一般廃棄物課】

（ 1）廃棄物対策の総合企画及び調整に関すること。

（ 2）一般廃棄物処理の指導に関すること。

（ 3）一般廃棄物処理施設整備事業に関すること。

（ 4）ごみ減量化・リサイクルの推進に関すること。

（ 5）廃棄物再生事業者の登録に関すること。

（ 6）容器包装リサイクルに関すること。

（ 7）家電リサイクルに関すること。

（ 8）使用済小型電子機器等のリサイクルに関すること。

（ 9）浄化槽の設置及び維持管理に関すること。

（10）浄化槽整備事業に関すること。

（11）浄化槽保守点検業者に関すること。

（12 （公社）福島県浄化槽協会に関すること。）

（13 （一財）福島県いわき処分場保全センターに関すること。）

(14) 災害廃棄物の処理に関すること。

(15) 総室の庶務及び予算に関すること。

【産業廃棄物課】

（ 1）産業廃棄物の適正処理の推進に関すること。

（ 2）産業廃棄物処理施設の設置許可に関すること。

（ 3）産業廃棄物処理業の許可に関すること。

（ 4）福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例に関すること。

（ 5）産業廃棄物の適正処理に係る普及啓発に関すること。

（ 6）廃棄物処理計画に関すること。

（ 7）産業廃棄物処理指導要綱に関すること。

（ 8）産業廃棄物の不法投棄防止対策に関すること。

（ 9 （一社）福島県産業廃棄物協会に関すること。）

（10）自動車リサイクルに関すること。

（11）建設リサイクルに関すること 。（特定建設資材廃棄物の再資源化等に係るものに限る。）

（12）放射性物質により汚染された廃棄物処理の調整に関すること。

（13）放射性物質汚染対処特別措置法に関すること（除染の措置を除く 。。）
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【除染対策課】

（ 1）除染対策基金（県民健康管理基金（除染対策 ）に関すること。）

（ 2）除染対策の推進に関すること。

（ 3）除染技術の評価・研究に関すること。

（ 4）除去土壌等の仮置場に関すること。

（ 5）放射性物質汚染対処特別措置法に関すること（除染の措置に係るものに限る 。。）
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○ 事 業 計 画

１ 一般廃棄物処理対策の指導（一般廃棄物課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①一般廃棄物処理施 382 市町村における一般廃棄物処理の適正化を図るため、法に基

設指導監督事業 (手数 382) づき、一般廃棄物処理施設の立入検査を行い、処理施設の維持

管理の徹底を図る。

また、最終処分場からの放流水、周縁地下水のダイオキシン

類を検査し、ダイオキシン類対策を踏まえた一般廃棄物最終処

分場の適正管理を指導する。

②一般廃棄物適正処 268 市町村における一般廃棄物処理の状況を調査するとともに一

理指導事業 (手数 268) 般廃棄物の適正化処理に係る普及啓発等を行い、今後の一般廃

棄物の適正処理に資する。

③ 199 廃棄物が放射性物質に汚染されていることにより、災害廃棄廃棄物処理施設

(手数 199) 物や焼却灰の処理が進まないことについて、関係者で情報を共課題検討会事業

有するとともに、抱えている課題について検討し、処理の促進

を図る。

④災害等廃棄物処理 － 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関し、市町村

事業 等が実施する災害等廃棄物処理事業の災害査定・補助金の支出

及び繰越に係る事務を行う。

⑤東日本大震災廃棄 309 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措

、 、物処理基金積立事 (財収 309) 置法の施行に伴い グリーンニューディール基金制度を活用し

業 市町村等が行う災害廃棄物処理事業を支援する基金を積み立て

る。

⑥ 重点 廃棄物 1,235,744 市町村等が実施する災害廃棄物処理事業の事業費について、《 》【 】

災害廃棄物処理基 (繰入 国の補助金に上乗せして、東日本大震災災害廃棄物処理基金か

金事業 1,235,744) ら交付する。

⑦《重点 【復興】 14,500 ＩＡＥＡとの協力プロジェクト》

一般廃棄物焼却施 (繰入 14,500) （一般廃棄物焼却施設における放射性物質を含む廃棄物の適正

設における適正な 処理推進検討事業）

処理の検討事業 本県とＩＡＥＡの協力プロジェクトとして、廃棄物の分野で

特に緊急性の高い課題である放射性物質を含む廃棄物のより安

全な焼却処理について調査研究を行う。

合 計 1,251,402

(手数 849)

(財収 309)

(繰入

1,250,244)

- 96 -



２ 浄化槽維持管理指導の推進（一般廃棄物課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

浄化槽保守点検業者 179 浄化槽法及び福島県浄化槽保守点検業者登録条例に基づく登

登録指導事業 (手数 179) 録、指導を行い、浄化槽の適正な維持管理を推進する。

３ 廃棄物処理施設の整備促進（一般廃棄物課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①〈主要〉 158,394 家屋の改修等に伴い合併処理浄化槽に転換する者に対し、市

、 。浄化槽設置整備事 町村が設置費用等を助成する場合 その費用の一部を補助する

業

②〈主要〉 19,773 市町村が自ら設置主体となり、浄化槽整備を行う場合、その

浄化槽市町村整備 費用の一部を補助する。

推進支援事業

③廃棄物処理施設整 200 市町村・一部事務組合が行う廃棄物処理施設整備事業に関す

備指導監督事業 (手数 102) る指導監督を行うとともに、市町村が行う浄化槽整備事業の指

(国庫 98) 導監督を行う。

合 計 178,367

(手数 102)

(国庫 98)

４ 産業廃棄物適正処理の推進（産業廃棄物課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①【産廃税】 7,430 中間処理業者が販売する中間処理物におけるダイオキシン類

ダイオキシン類等 (繰入 7,430) 等有害物質調査を行うとともに、産業廃棄物最終処分場に埋め

有害物質安全確認 立てされる燃え殻等及び処分場からの放流水に含まれるダイオ

調査事業 キシン類濃度の調査を行う。

②ＰＣＢ廃棄物適正 28,359 １ ＰＣＢ廃棄物処理広域協議会

処理事業 (手数 2,859) 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る広域協議会に参画し

て、ＰＣＢ廃棄物の安全かつ適正な広域処理を推進する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

２ ＰＣＢ廃棄物保管事業者等指導事業

ＰＣＢ廃棄物保管事業者等に対し適正保管を指導するとと

もに、広域処理が計画的に実施できるようにＰＣＢ廃棄物処

理実施計画を策定する。

また、ＰＣＢ廃棄物の処分期間が延長されたことから、国

のＰＣＢ廃棄物処理処理基本計画の改定にあわせ、県のＰＣ

Ｂ廃棄物処理計画を改訂する。

３ ＰＣＢ廃棄物処理基金への拠出

ＰＣＢ廃棄物の早期処理を促進するため、国及び地方公共

団体の拠出により創設される基金に対して拠出する。

③処理業許可申請調 2,288 産業廃棄物処理業許可申請、施設設置許可申請等に関する欠

査指導事業 (手数 2,288) 格要件照会等を実施し、適正処理の推進を図る。

１ 処理業の許可申請者等に係る企業信用調査の実施

２ 処理業の許可申請者等の欠格要件に関する照会

３ 産業廃棄物処理業等の取消し処分や審査請求に対する採決

、 、を行う場合等において 事前に検討すべき法的問題について

弁護士に法律相談を行う。

④【産廃税】 90,276 産業廃棄物排出事業者が実施する排出抑制等を目的とした先

産業廃棄物抑制及 (繰入 90,276) 進性等のある施設設備の整備に対して支援する。

び再利用施設整備 また、産業廃棄物処理業者が実施する高度な処理技術の導入

支援事業 等を目的とした調査・研究に対して支援する。

⑤（新 【産廃税】 698 平成２７年度に見直しの時期を迎える産業廃棄物税のあり方）

産業廃棄物税管理 (繰入 698) について、審議会等において検討を重ね、２８年度以降の措置

事業 について決定する。

⑥（新 【産廃税】 1,480 現行の廃棄物処理計画は、平成２７年度が計画年度の周期で）

福島県廃棄物処理 (繰入 1,480) あるが、東日本大震災による影響などを踏まえ、次期処理計画

計画策定事業 を早期に策定する必要がある。

このため、平成２５年度実施した廃棄物実態調査の結果に基

づき、新たな処理計画の策定を行う。

⑦産業廃棄物適正処 11,846 １ 産業廃棄物適正処理指導

。理指導等事業 手数 11,846)（ 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の適正処理の推進を図る

２ 廃棄物行政実務研修

産業廃棄物処理施設などに係る専門的な知識に関する実

研修を実施する。

３ 多量排出事業者処理計画策定指導

産業廃棄物の適正処理並びに再生利用を推進するため、

量に産業廃棄物を排出する事業者に対して、廃棄物処理法

１２条第９項に基づく「産業廃棄物の処理に関する計画」

策定等に関する指導を行う。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

４ 産業廃棄物技術検討会開催

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物焼却施設又は最終処分場

の設置許可申請の審査に当たって、専門的知識を有する者の

意見を聴くために技術検討会を開催する。

⑧【産廃税】 1,963 産業廃棄物処理業者の許可情報をデータベース化し、排出事

産業廃棄物業者情 (繰入 1,962) 業者等が必要とする許可情報を検索できるようにインターネッ

報提供環境整備事 (諸収 1) トにより公表する。

業

⑨【産廃税】 9,637 産業廃棄物税の導入による効果を検証するため、県内の産業

産業廃棄物排出処 (繰入 9,637) 廃棄物の発生から最終処分までの流れを把握し、産業廃棄物の

理状況確認調査事 適正処理等を推進する。

業

⑩【産廃税】 3,659 排出事業者や処理業者を対象に、廃棄物の適正処理や最新の

産業廃棄物処理業 (繰入 3,659) リサイクル技術等ついての知見を広めるための研修会を開催す

務研修会開催事業 る。

⑪【産廃税】 31,101 中核市（郡山市、いわき市）が行う管轄地域内における産業

産業廃棄物税交付 (繰入 31,101) 廃棄物税の目的に合致した事業の実施に対して交付金を交付す

事業 る。

⑫産業廃棄物税基金 572,852 産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減

積立事業 (財収 902) 量その他適正な処理の促進に関する事業を実施するため、産業

廃棄物税基金を積み立てる。

合 計 761,589

(手数 16,993)

(財収 902)

(繰入 146,243)

(諸収 1)

５ 産業廃棄物不法投棄防止対策の推進（産業廃棄物課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①【産廃税】 72,006 １ 産業廃棄物不法投棄監視員設置

不法投棄防止総合 (繰入 71,953) 産業廃棄物の不法投棄の未然防止と早期発見及び不法投棄

対策事業 (諸収 53) された産業廃棄物の適正な処理に資するため、各市町村に不

法投棄監視員を設置する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

２ 監視カメラ設置

不法投棄がされやすい場所等に監視カメラを設置し、２４

時間監視を行う。

３ 不法投棄防止啓発

マニフェスト制度や県外産業廃棄物の最終処分に係る事前

届出制度の周知徹底を図り、産業廃棄物の適正な運搬、処理

を確保するため、路上での収集車両の指導及び啓発を行う。

また、県民の不法投棄に対する意識を高めるため啓発用パ

ンフレット等を作成し、車両指導時に啓発資材と同時に配布

するとともに、不法投棄監視員を通じて地域住民へ配布して

啓発を行う。

４ 不法投棄監視業務委託事業

悪質な不法投棄等の行為は、概ね早朝、夜間、休日等に行

われており、職員や不法投棄監視員等による通常の監視、パ

トロールだけでは対応が困難であることから、当該時間等の

監視体制を強化するため、警備会社へ監視業務を委託する。

５ 産業廃棄物適正処理監視指導員設置

不法投棄が悪質・巧妙化しており不法投棄に対する監視体

制の強化を図る必要があることから、福島県産業廃棄物適正

処理監視指導員を６振興局に配置する。

６ 地域ぐるみ監視体制づくり支援事業

不法投棄防止の監視体制づくりを目的とした事業を行う地

域住民団体等を支援する。

②【産廃税】 12,727 産業廃棄物管理票報告書受付整理事業

産業廃棄物管理票 (繰入 12,672) 排出事業者から提出された報告書の受付、整理及び内容確認

報告書受付管理事 (諸収 55) 等を行う他、環境保全、共生に関する事務補助を行う。

業

③【産廃税】 723 優良産廃処理業者の認定基準の１つである電子マニフェスト

産業廃棄物優良処 (繰入 723) の導入を支援するため、産業廃棄物排出事業者及び処理業者に

、 、 。理業者育成支援事 対して 電子マニフェストの操作説明会を開催し 加入を促す

業

。 、④自動車リサイクル 456 自動車リサイクル法に基づく許可・登録事務を行う さらに

許可登録等事業 (手数 456) 許可・登録業者に対する監視指導を実施することにより、廃棄

物の適正処理・再資源化の推進を図る。

⑤排出事業者適正処 － 産業廃棄物排出事業者及びその関係団体からの要請を受け県

理推進事業 職員が会場に出向き、産業廃棄物適正処理等に関する出前講座

を開催する。

合 計 85,912

(手数 456)

(繰入 85,348)

(諸収 108)
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６ 不法投棄産業廃棄物等の監視指導（産業廃棄物課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①原状回復支援事業 17,315 いわき市が実施するいわき市沼部町の不法投棄事案及び四倉

(手数 17,315) 町の不適正保管廃棄物事案に係る原状回復事業に対し補助を行

うことにより原状回復の促進を図るとともに、周辺環境の保全

を図る。

②代執行費用求償事 259 いわき市沼部町の不法投棄事案、四倉町の不適正保管廃棄物

業 (手数 259) 及び広野町の不適正保管廃棄物等に係る代執行の費用につい

て、滞納処分により徴収するため、財産調査、捜索、差押え等

を行う。

③不適正保管事案調 305 １ 不法投棄現場水質モニタリング

査事業 (手数 305) 不法投棄された現場からの浸出水等による下流への影響を

把握するため、採水し、有害物質等の有無について調査を行

い、周辺環境の保全を図る。

２ 不法投棄現場応急対応

不法投棄の通報があった場合、現地調査を速やかに行い、

必要に応じて場所の掘削を行うとともに、汚水が発生してい

れば、下流への影響を判断するため、採水し、有害物質等の

有無について調査を行い、不法投棄物が流出する恐れがある

場合には流出防止策を図る。

合 計 17,879

(手数 17,879)

７ 放射性物質汚染廃棄物処理の推進（産業廃棄物課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

《重点 【産廃税】 75,896 県内に保管されている汚染された産業廃棄物の処理を進める》

放射性物質汚染廃棄 (繰入 75,881) ため、施設周辺の住民理解の促進など様々な施策を実施する。

物処理総合対策事業 (諸収 15) １ 放射性物質安全確認調査事業

産業廃棄物処理施設や汚染廃棄物の保管施設における環境

放射線モニタリングの実施や、産業廃棄物焼却施設等の排ガ

スや産業廃棄物最終処分場の排水等の放射性物質濃度検査を

実施するとともに、市町村等が行う環境放射線モニタリング

経費等を支援する。

２ 放射能濃度分析機器等支援事業

産業廃棄物処理業者等が整備する放射線監視施設に対して

支援する。

３ 汚染廃棄物処理リスクコミュニケーション事業

汚染廃棄物処理に関する住民説明会等へ講師として専門家

を派遣し、安全性についての住民理解を促進する。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

４ 汚染廃棄物処理推進事業

汚染廃棄物処理施設の確保や汚染廃棄物処理に関する市町

村等理解のため、市町村等との意見交換等を国と連携して実

施する。

また、汚染廃棄物処理施設の設置申請の審査の際に、専門

家を委員とする組織により技術的な検討を行う。

８ 除染の推進（除染対策課）

事 業 名 内 容予 算 額
（単位：千円）

①【除染】 7,781 原子力発電所事故により生じた放射性物質による汚染への不

除染対策事務費 (繰入 7,781) 安を解消し、安全で安心な生活を確保できるよう放射性物質に

よる汚染除去早期実現のための事務事業の円滑な執行を図る。

②《重点 【健康】 202,743,812 放射性物質汚染対処特措法に基づき、市町村の策定した除染》

【除染】 (繰入 実施計画により行う除染対策や仮置場の設置など、市町村等が

市町村除染対策支 202,743,801) 行う除染事業を総合的に支援する。

援事業 (諸収 11) １ 市町村除染対策支援事業

汚染状況重点調査地域の指定を受けた市町村が、除染実施

計画に基づき本格的な面的除染を実施し、また、一時保管の

ための仮置場を設置するにあたり、必要な経費負担等の支援

を行う。

２ 線量低減化支援事業

除染実施区域以外において市町村が行う局所除染作業に必

要な経費のほか、除染実施区域外や行政による除染の実施ま

で期間のある箇所で線量低減化活動を町内会等の団体が市町

村と連携して実施する場合に必要な資機材を整備し配布や貸

与等を行うための経費を交付する。

③《重点 【除染】 10,220,989 放射性物質汚染対処特措法により市町村が策定した除染実施》

除染対策推進事業 (繰入 計画に基づいて、県管理施設等の除染を実施する。

10,220,978)

(諸収 11)

④《重点 【健康】 205,460 県土の除染を迅速に進めていくため、除染事業者等の育成・》

【除染】 (繰入 205,449) 技術的支援の強化・住民理解の促進に取り組む。
除染推進体制整備 (諸収 11)

事業

⑤《重点 【復興】 39,998 ＩＡＥＡとの協力プロジェクト》

河川・湖沼等の除 繰入 39,998 （河川・湖沼等の除染技術検討事業）（ ）

染技術検討事業 福島県における河川・湖沼等の除染技術の検討を行うため、
ＩＡＥＡと連携しながら放射性物質の環境動態・除染技術の国

内外の情報の収集・整理、除染モデル事業等を実施する。
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事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

⑥【除染】 121,724,881 福島第一原子力発電所の事故により生じた放射性物質による

除染対策基金積立 (国庫 汚染の除去に取り組むため、放射線量低減対策特別緊急事業費

事業 121,600,000 補助金及び資金運用により発生する利子を除染対策基金に積み）
財収 124,881 立てる。（ ）

合 計 334,942,921
(国庫

121,600,000)

（ ）財収 124,881
(繰入

）213,218,007

(諸収 33)
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(5) 原子力損害対策総室
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○ 事 務 分 掌

【原子力損害対策課】

（ 1）原子力損害賠償紛争審査会に関すること。

（ 2）福島県原子力損害対策協議会に関すること。

（ 3）国等への要望に関すること。

（ 4）福島県原子力被害応急対策基金に関すること。

（ 5）原子力損害賠償に係る各団体等の支援に関すること。

（ 6）原子力損害賠償に関する相談に関すること。

（ 7）東京電力の請求受付・相談体制に係る調整に関すること。

（ 8）国及び原子力損害賠償支援機構との連絡調整に関すること。

（ 9）地方公共団体の損害賠償手続きに関すること。

（10）原子力損害賠償に関する広報に関すること。

(11) 総室の庶務及び予算に関すること。

【避難者支援課】

（ 1）災害救助法に関すること。

（ 2）被災者生活再建支援法に関すること。

（ 3）災害弔慰金に関すること。

（ 4）災害障害見舞金に関すること。

（ 5）災害援護資金に関すること。

（ 6）避難者支援に係る関係部局等との連絡調整に関すること。

（ 7）県外避難者受入自治体との連絡調整に関すること。

（ 8）県外避難先の支援組織（NPO、ボランティア等）との連携に関すること。

（ 9）県外の応急仮設住宅制度の管理に関すること。

(10) 避難者支援連絡調整会議に関すること。

(11) 避難者への生活支援等の情報提供に関すること。

(12) 県外への避難状況の取りまとめに関すること。

（13）子ども・被災者支援法に関すること。
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○ 事 業 計 画

１ 原子力損害賠償対策（原子力損害対策課）

事 業 名 内 容
予 算 額

（単位：千円）

①原子力損害対策・ 5,334 原子力損害賠償の対策・支援業務に要する事務経費。

賠償支援事務費

②原子力損害対策・ 4,543 原子力発電所事故による被害の実態に見合った十分な賠償が

賠償推進費 確実かつ迅速になされるよう、福島県原子力損害対策協議会に

よる、要求・要望活動、関係省庁との連絡調整等を行う。

③《重点》 12,295 原子力発電所事故による被害を受けている個人、個人事業主

原子力賠償被害者 及び法人を対象として、円滑な賠償請求・支払いにつなげるた

支援事業 め、巡回法律相談を始めとする支援を実施する。

１ 原子力損害賠償法律等相談事業

２ 原子力損害賠償巡回相談事業

④福島県原子力被害 2,600 福島県原子力被害応急対策基金の資金運用により発生する利

応急対策基金積立 子を基金に積み立てる。

事業

合 計 24,772

２ 避難者支援対策（避難者支援課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①《重点》 338,731 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故によ

【復興】 繰入 330,771 り、県外に避難した県民に対して、本県に帰還するまでの間、（ ）

【子ども】 県内情報を提供してふるさととの繋がりを維持するとともに、

【緊急雇用】 避難先で安定した生活が送れるよう各種支援を実施することに

ふるさとふくしま より、県外避難者の生活安定化を図り、最終的に本県への帰還

帰還支援事業 に結び付ける。

１ 地元紙提供事業

２ 広報誌送付事業

３ 地域情報紙発行事業

４ 県外避難者支援事業
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

②《重点》 251,500 原発事故により、家族が離ればなれで生活している母子避難

母子避難者等高速 (国庫 150,900) 者等に対し、避難先と避難元との異動に伴う経済的負担の軽減

道路無料化支援事 を図る。

業

③避難者支援事務経 5,987 避難者支援に係る事務経費。

費

③避難者支援対策事 － 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により

業 県外に避難した県民に対して 「災害救助法」等に基づき必要、

な救助を実施する。

１ 避難者の多い近隣各県等への職員派遣

２ 避難者支援に係る関係部局との連絡調整

合 計 596,218

(繰入 330,771)

(国庫 150,900)

３ 災害救助費（避難者支援課）

事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

①《重点》 10,427,379 災害救助法に基づき、応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の

災害救助法による (国庫 借り上げ等の応急救助を行う。

救助 8,933,214)

②《重点》 1,472,350 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、東日本大震

（ ） 、 、災害見舞金の交付 国庫 527,500 災により被災された方に対し 災害弔慰金等を支給するともに

災害援護資金の貸付を実施する。

③災害援護資金貸付 32,057 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、国から貸付

金償還 を受けた災害援護資金貸付金について、市町村から償還された

３分の２の金額を償還する。

④被災者生活再建支 － 「被災者生活再建支援法」に基づき、自然災害により生活基

援金 盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が拠出した基金を

活用し、生活再建を支援するため、支援金を支給する。

⑤災害救助基金の積 196 災害救助法第３７条及び第３８条の規程に基づき、災害救助

立 基金を積み立てる。
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事 業 名 内 容予 算 額

（単位：千円）

⑥災害業務諸費 533 災害弔慰金制度及び被災者生活再建支援制度等の事務、災害

救助法関係の経常的な事務、研修等に必要な事務経費。

合 計 11,932,515

(国庫

9,460,714)
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５ 資 料
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省 庁 名

最終改定

環境基本法  平成 5年　法律第 91号 環境省

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律  平成15年　法律第130号 文部科学省・環境省

福島県環境審議会条例  平成 6年　条例第 59号 H14.3.26

福島県環境基本条例  平成 8年　条例第 11号 H25.3.26

消費者基本法  昭和43年　法律第 78号 消費者庁

不当景品類及び不当表示防止法  昭和37年　法律第134号 消費者庁

消費生活用製品安全法  昭和48年　法律第 31号 経済産業省・消費者庁

特定商取引に関する法律  昭和51年　法律第 57号 経済産業省・消費者庁

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律  平成 4年  法律第 53号 経済産業省

消費生活協同組合法  昭和23年　法律第200号 厚生労働省

割賦販売法  昭和36年　法律第159号 経済産業省・消費者庁

家庭用品品質表示法  昭和37年　法律第104号 経済産業省・消費者庁

電気用品安全法  昭和36年　法律第234号 経済産業省・消費者庁

製造物責任法  平成 6年　法律第 85号 消費者庁

消費者契約法  平成12年　法律第 61号 消費者庁

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する
法律

 昭和48年　法律第 48号 消費者庁

国民生活安定緊急措置法  昭和48年　法律第121号 消費者庁

消費者安全法  平成21年　法律第 50号 消費者庁

消費者教育の推進に関する法律  平成24年  法律第61号 消費者庁

福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例  昭和52年  条例第 39号 H25.7.9

福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則  昭和52年  規則第 46号 H20.3.31

福島県消費生活センター条例  昭和47年  条例第 21号 H21.10.20

福島県消費生活センター条例施行規則  昭和47年  規則第 15号 H21.10.20

福島県消費者行政活性化基金条例  平成21年  条例第  2号 H26.3

地方青少年問題協議会法　　 　　　　  昭和28年　法律第 83号 内閣府

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備
等に関する法律

 平成20年　法律第 79号 内閣府

子ども・若者育成支援推進法　　　　　  平成21年　法律第 71号 内閣府

男女共同参画社会基本法  平成11年　法律第 78号 内閣府

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律  平成13年　法律第 31号
内閣府・厚生労働省・警
察庁・法務省

消
費
生
活
課

青
少
年
・
男
女
共
生
課

○　関係法令・所管条例等

法律番号

生
活
環
境
総
務
課

法　律　名　等課室名
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省 庁 名

最終改定
法律番号法　律　名　等課室名

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律  平成12年　法律第147号 法務省

犯罪被害者等基本法　                  平成16年　法律第161号 内閣府等

福島県青少年健全育成条例            昭和53年  条例第 30号 H19.3.20

福島県青少年健全育成条例施行規則    昭和53年  規則第 49号 H19.3.20

福島県青少年健全育成審議会規則    昭和53年  規則第 50号 H18.3.31

福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成
するための男女共同参画の推進に関する条例

 平成14年  条例第 17号

福島県男女共同参画審議会規則        平成14年  規則第 68号 H24.3.23

福島県男女共同参画の推進に関する施策等に対する県民等からの
申出の処理に関する規則

 平成14年  規則第 69号

福島県男女共生センター条例        平成12年  条例第 19号 H25.12.20

福島県男女共生センター条例施行規則  平成12年  規則第184号 H18.4.1

道路運送法  昭和26年　法律第183号 H25.11.27

鉄道軌道整備法  昭和28年　法律第169号 国土交通省

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律  平成19年　法律第 59号 H25.6.14

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性
化に関する特別措置法

 平成21年　法律第 64号 H25.11.27

運輸事業の振興の助成に関する法律 平成23年　法律第101号 総務省

交通政策基本法 平成25年　法律第 92号 国土交通省

交通安全対策基本法  昭和45年　法律第110号 内閣府

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に
関する法律

 昭和55年　法律第 87号 内閣府

福島県会津鉄道運営助成基金条例  昭和62年  条例第 13号 H17.7.12

福島県只見線復旧復興基金条例  平成25年　条例第 81号 H25.12.20

福島県交通安全対策会議条例  昭和45年  条例第 52号 H17.10.18

旅券法  昭和26年　法律第267号 外務省

東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律  平成23年　法律第 64号 外務省

福島県一般旅券発給申請等手数料条例  平成12年  条例第  1号 H26.3.20

消防法  昭和23年　法律第186号 総務省

消防組織法  昭和22年　法律第226号 総務省

消防施設強化促進法  昭和28年　法律第 87号 総務省

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律  昭和31年　法律第107号 総務省

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律  平成25年　法律第110号 総務省

火薬類取締法  昭和25年　法律第149号 経済産業省

消
防
保
安
課

青
少
年
・
男
女
共
生
課

生
活
交
通
課

旅
券
室
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省 庁 名

最終改定
法律番号法　律　名　等課室名

武器等製造法  昭和28年　法律第145号 経済産業省

高圧ガス保安法  昭和26年　法律第204号 経済産業省

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律  昭和42年　法律第149号 経済産業省

電気工事業の業務の適正化に関する法律  昭和45年　法律第 96号 経済産業省

電気工事士法  昭和35年　法律第139号 経済産業省

福島県消防表彰規則  昭和41年  規則第 43号 H21.10.27

福島県防火管理者講習会実施細則  昭和36年  規則第 83号 H6.3.31

福島県消防学校教育訓練規則  昭和41年  規則第  5号 H18.7.21

福島県消防法施行細則  昭和46年  規則第 24号 H12.4.1

福島県火薬類取締法施行細則  昭和51年  規則第 19号 H12.11.24

福島県消防法関係手数料条例  平成12年  条例第 20号 H24.3.21

福島県火薬類取締法関係手数料条例  平成12年  条例第 21号 H21.3.24

福島県動力消防ポンプ性能試験規則  昭和30年  規則第 57号 H18.7.21

福島県高圧ガス保安法関係手数料条例  平成12年  条例第 22号 H21.3.24

福島県武器等製造法関係手数料条例  平成12年  条例第 23号

福島県電気工事士免状交付等手数料条例  平成12年  条例第 24号

福島県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
関係手数料条例

 平成12年  条例第 25条 H21.3.24

福島県電気工事業の業務の適正化に関する法律関係手数料条例  平成12年  条例第 26号

福島県高圧ガス保安法第七十八条第一項の規定による意見の聴取
の手続に関する規則

 平成12年  規則第174号

福島県液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律第
九十二条第一項の規定による意見の聴取の手続に関する規則

 平成12年  規則第175号

福島県電気工事業の業務の適正化に関する法律第三十一条第一項
の規定による意見聴取の手続に関する規則

 平成12年  規則第176号

福島県火薬類取締法に係る事務処理の特例に関する条例  平成24年　条例第 69号

福島県武器等製造法に係る事務処理の特例に関する条例  平成24年　条例第 70号

福島県電気工事業の業務の適正化に関する法律に係る事務処理の
特例に関する条例

 平成24年　条例第 71号

石油コンビナート等災害防止法  昭和50年　法律第 84号 総務省

災害対策基本法  昭和36年　法律第223号 内閣府・総務省

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律  昭和37年　法律第150号 内閣府

地震防災対策特別措置法  平成 7年　法律第111号 内閣府・総務省

自衛隊法  昭和29年　法律第165号 防衛省

気象業務法  昭和27年　法律第165号 気象庁
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最終改定
法律番号法　律　名　等課室名

電波法  昭和25年　法律第131号 総務省

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の
安全の確保に関する法律

 平成15年　法律第 79号 内閣官房

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律  平成16年　法律第112号 内閣官房・総務省

消防組織法  昭和22年　法律第226号 総務省

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律  平成25年　法律第110号 総務省

福島県防災会議条例  昭和37年  条例第 52号 H24.10.19

福島県災害対策本部条例  昭和37年  条例第 53号 H17.10.10

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害の補償に関
する条例

 昭和37年  条例第 54号

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害の補償に関
する条例施行規則

 昭和38年  規則第115号

福島県災害救助法施行細則  昭和35年  規則第 49号 H22.3.23

福島県石油コンビナート等防災本部条例  昭和51年  条例第 57号 H17.7.12

福島県民等保護協議会条例  平成17年  条例第 24号

福島県民等保護対策本部及び福島県緊急対処事態対策本部条例  平成17年  条例第 25号 H19.3.20

原
子
力

安
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策
課 原子力災害対策特別措置法  平成11年　法律第156号 経済産業省

地球温暖化対策の推進に関する法律  平成10年  法律第117号 環境省

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律  昭和63年  法律第 53号 環境省

エネルギーの使用の合理化等に関する法律  昭和54年  法律第 49号 経済産業省

循環型社会形成推進基本法  平成12年  法律第110号 環境省

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律  平成12年  法律第100号 環境省

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進
に関する法律

 平成19年  法律第 56号 環境省

環境影響評価法  平成 9年  法律第 81号 環境省

福島県環境保全基金条例  平成 2年  条例第 31号 H24.4.1

福島県循環型社会形成に関する条例  平成17年  条例第 26号

福島県地球温暖化対策等推進基金条例  平成21年  条例第 84号 H24.3.21

福島県環境影響評価条例  平成10年  条例第 64号 H24.12.28

福島県環境影響評価条例施行規則  平成11年  規則第 69号 H25.3.15

福島県環境影響評価審査会規則  平成10年  規則第101号 H24.3.23

自然公園法  昭和32年　法律第161号 環境省

自然環境保全法  昭和47年　法律第 85号 環境省

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律  平成 4年　法律第 75号 環境省
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省 庁 名

最終改定
法律番号法　律　名　等課室名

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律  平成14年　法律第 88号 環境省

自然再生推進法  平成14年　法律第148号 環境省

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律  平成16年　法律第 78号 環境省

生物多様性基本法  平成20年　法律第 58号 環境省

景観法  平成16年　法律第110号 国土交通省

エコツーリズム推進法  平成19年　法律第105号 環境省

福島県自然環境保全条例  昭和47年  条例第 55号 H22.10.8

福島県自然環境保全条例施行規則  昭和47年  規則第 73号 H23.3.11

福島県立自然公園条例  昭和33年  条例第 23号 H22.10.8

福島県立自然公園条例施行規則  昭和33年  条例第 41号 H23.3.11

福島県野生動植物の保護に関する条例  平成16年  条例第 23号

福島県野生動植物の保護に関する条例施行規則  平成17年  規則第 21号 H24.9.28

福島県野生動植物の保護に関する条例第2条第2項の特定希少野生
動植物を定める規則

 平成17年  規則第 22号

福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例  平成11年  条例第 59号 H25.3.26

福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則  平成15年  規則第 60号 H24.3.30

福島県鳥獣保護員規程  昭和38年  訓令第 32号 H18.7.4

福島県景観条例  平成10年  条例第 13号 H24.3.21

福島県景観条例施行規則  平成10年  規則第 84号 H21.8.14

福島県景観審議会規則  平成10年  規則第 22号 H24.3.23

大気汚染防止法  昭和43年　法律第 97号 環境省

水質汚濁防止法  昭和45年　法律第138号 環境省

土壌汚染対策法  平成14年　法律第 53号 環境省

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律  昭和45年　法律第139号 農林水産省・環境省

騒音規制法  昭和43年　法律第 98号 環境省

振動規制法  昭和51年　法律第 64号 環境省

悪臭防止法  昭和46年　法律第 91号 環境省

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律  平成 2年　法律第 55号 環境省

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関
する特別措置法

 平成 6年　法律第  9号 農林水産省・環境省

ダイオキシン類対策特別措置法  平成11年　法律第105号 環境省

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律

 平成11年　法律第 86号 経済産業省・環境省

自
然
保
護
課

水
・
大
気
環
境
課

- 116 -



省 庁 名

最終改定
法律番号法　律　名　等課室名

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する
法律

 平成13年　法律第 64号 経済産業省・環境省

公害紛争処理法  昭和45年　法律第108号 総務省

石綿による健康被害の救済に関する法律  平成18年　法律第  4号 厚生労働省・環境省等

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律  昭和46年　法律第107号 経済産業省・環境省等

福島県生活環境の保全等に関する条例  平成 8年  条例第 32号 H22.12.17

福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則  平成 8年  規則第 75号 H25.3.22

大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排
水基準を定める条例

 昭和50年  条例第 18号 H24.12.28

福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例  平成14年  条例第 23号 H24.3.21

福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例施
行規則

 平成14年  規則第149号 H24.3.21

福島県土壌汚染対策法関係手数料条例  平成21年  条例第 85号 H22.3.23

福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例  平成15年  条例第 17号 H23.3.18

福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例施行規則  平成16年  規則第 10号 H23.3.31

福島県振動防止対策指針  平成10年  告示第635号 H13.6.1

福島県悪臭防止対策指針  平成10年  告示第636号

福島県化学物質適正管理指針  平成10年  告示第634号 H23.12.1

福島県特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に
関する法律関係手数料条例

 平成13年  条例第 86号 H16.3.26

福島県公害紛争処理条例  昭和45年  条例第 50号 H19.10.16

福島県公害紛争処理条例施行規則  昭和45年  規則第108号 H3.3.30

福島県公害審査会規則  昭和46年  規則第  5号 H24.3.23

廃棄物の処理及び清掃に関する法律  昭和45年　法律第137号 環境省

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別
措置法

 昭和50年　法律第 31号 環境省

浄化槽法  昭和58年　法律第 43号 環境省

資源の有効な利用の促進に関する法律  平成 3年　法律第 48号 経済産業省・環境省

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律  平成 7年　法律第112号
財務省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・環境省

特定家庭用機器再商品化法  平成10年　法律第 97号 経済産業省・環境省

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律  平成12年　法律第116号 農林水産省・環境省

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び
環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

 平成21年　法律第 82号 環境省

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法  平成23年　法律第 99号 環境省

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚
染への対処に関する特別措置法

 平成23年　法律第110号 環境省
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律  平成24年　法律第57号 経済産業省・環境省

福島県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則  平成 6年  規則第  6号 H26.3.14

福島県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料条例  平成12年  条例第 31号 H23.3.18

福島県浄化槽保守点検業者登録条例  昭和60年  条例第 36号 H23.12.28

福島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則  昭和60年  規則第 50号 H24.3.21

福島県浄化槽法施行条例  平成11年  条例第 60号 H17.12.26

福島県浄化槽法施行細則  昭和60年  規則第 59号 H17.12.26

福島県東日本大震災災害廃棄物処理基金条例  平成24年  条例第 5号 H26.3.14

廃棄物の処理及び清掃に関する法律  昭和45年　法律第137号 環境省

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律  平成 4年　法律第 62号 環境省

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法

 平成13年　法律第 65号 環境省

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法  平成15年　法律第 98号 環境省

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律  平成12年　法律第104号 国土交通省・環境省

使用済自動車の再資源化等に関する法律  平成14年　法律第 87号 経済産業省・環境省

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚
染への対処に関する特別措置法

 平成23年　法律第110号 環境省

福島県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則  平成 6年  規則第  6号 H20.11.28

福島県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料条例  平成12年  条例第 31号 H23.3.18

福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例  平成15年  条例第 17号 H23.3.18

福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例施行規則  平成16年  規則第 10号 H23.3.31

福島県使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例  平成16年  条例第 22号

福島県産業廃棄物税基金条例  平成18年　条例第 15号

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚
染への対処に関する特別措置法

 平成23年　法律第110号 環境省

福島県民健康管理基金条例  平成23年  条例第 83号 H24.3.9

原子力損害の賠償に関する法律  昭和36年 法律第147号 文部科学省

平成二十三年度原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法
律

 平成23年　法律第 91号 文部科学省

原子力損害賠償支援機構法  平成23年　法律第 94号 経済産業省

福島県原子力被害応急対策基金条例  平成24年  条例第 3号 H24.3.9
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災害救助法  昭和22年　法律第118号 厚生労働省

福島県災害救助法施行細則  昭和35年　規則第49号 H22.12.21

被災者生活再建支援法  平成10年　法律第 66号 内閣府

災害弔慰金の支給等に関する法律  昭和48年　法律第 82号 厚生労働省

東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等
の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推
進に関する法律

 平成24年　法律第 48号 復興庁
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○ 関係団・出資団体
平成２６年３月１日現在

１ 生活環境総室

(1) 消費生活課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

福島県金融広報委員会 会 長 中島 健至 〒960-8614 (024) －

福島市本町6-24 521-6355

日本銀行福島支店内

福島県消費者団体連絡協議 会 長 菅野 アキヨ － － －

会

福島県消費者ネットワーク 会 長 齋藤 幸子 〒960-8106 (024) －

福島市宮町3-14 522-5334

労金ビル4階

(2) 青少年・男女共生課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

(公財)福島県青少年育成・ 理事長 杉原 陸夫 〒960-8153 (024) 20％

男女共生推進機構 福島市黒岩字田部屋53-5 546-8311

県青少年会館内

福島県少年センター連絡協 会 長 渡邊 弘一 〒970-8026 (0246) －

議会 いわき市平字堂根町4-8 22-7558

いわき市教育委員会

生涯学習課

福島県青少年団体連絡協議 会 長 坂本 博之 〒960-8153 (024) －

会 福島市黒岩字田部屋53-5 546-8311

県青少年会館内

船と翼の会ふくしま 会 長 菅野 裕子 〒960-8153 (024) －

福島市黒岩字弥生46-4 549-5662

日下部 喜美子

福島県青少年育成県民会議 会 長 佐藤 雄平 〒960-8153 (024) －

福島市黒岩字田部屋53-5 546-0002

県青少年会館内

福島県女性団体連絡協議会 会 長 鈴木 二三子 〒960-8670 (024) －

福島市杉妻町2-16 521-7188

県青少年・男女共生課内

(3) 生活交通課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

(公社)福島県バス協会 会 長 松本 順 〒960-8165 (024) －

福島市吉倉字吉田40 546-1478

県自動車会館内

(公社)福島県トラック協会 会 長 渡邉 泰夫 〒960-0231 (024) －

福島市飯坂町平野字若狭小 558-7755

屋32
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代 表 者 所 在 地 県出資
団 体 等 名 称 電話番号

役職名 氏 名 住 所 割 合

(一社)福島県タクシー協会 会 長 高橋 良和 〒960-8165 (024) －

福島市吉倉字吉田40 546-2028

県自動車会館内

福島県鉄道活性化対策協議 会 長 佐藤 雄平 〒960-8670 (024) －

会 福島市杉妻町2-16 521-7158

県庁生活交通課内

福島県会津線等対策協議会 会 長 佐藤 雄平 〒960-8670 (024) －

福島市杉妻町2-16 521-7158

県生活交通課内

福島県生活交通対策協議会 会 長 長谷川 哲也 〒960-8670 (024) －

福島市杉妻町2-16 521-7158

県生活交通課内

(公財)福島県交通遺児奨学 理事長 佐藤 雄平 〒960-8670 (024) －

基金協会 福島市杉妻町2-16 521-7158

県生活交通課内

福島県交通対策協議会 会 長 佐藤 雄平 〒960-8670 (024) －

福島市杉妻町2-16 521-7158

県生活交通課内

福島県交通安全母の会連絡 会 長 山﨑 信子 〒960-8670 (024) －

協議会 福島市杉妻町2-16 521-7158

県生活交通課内

福島県交通教育専門員連絡 会 長 佐藤 雅博 〒965-0872 (0242) －

協議会 会津若松市東栄町３－４６ 39-1227

会津若松市防災安全課内

阿武隈急行株式会社 曽根 幹夫 〒976-0773 (024) 28.0％代表取締

伊達市梁川町字五反田100-1 577-7132役社長

会津鉄道株式会社 大石 直 〒965-0853 (0242) 31.7％代表取締

会津若松市材木町1-3-20 28-5885役社長

野岩鉄道株式会社 五十嵐 哲男 〒321-2521 (0288) 26.3％代表取締

栃木県日光市藤原326-3 77-3300役社長

福島臨海鉄道株式会社 河野 志郎 〒971-8101 いわき市 (0246) 29.7％代表取締

小名浜字辰巳町38-10 92-3230役社長

(4) 国際課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

(公財)福島県国際交流協会 理事長 中井 勝己 〒960-8103 (024) 59.6％

福島市舟場町2-1 524-1315

舟場町分館

(公財)日本国際連合協会福 本部長 橋本 典男 〒960-8670 (024) －

島県本部 福島市杉妻町2-16 521-7182

県国際課内

(財)自治体国際化協会 会 長 山田 啓二 〒102-0083 (03) －

東京都千代田区麹町1-7 5213-1730

相互半蔵門ビル1,6,7階
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代 表 者 所 在 地 県出資
団 体 等 名 称 電話番号

役職名 氏 名 住 所 割 合

(財)自治体国際化協会福島 支部長 橋本 典男 〒960-8670 (024) －

県支部 福島市杉妻町2-16 521-7182

県国際課内

(独)国際協力機構二本松青 所 長 北野 一人 〒964-8558 (0243) －

年海外協力隊訓練所 二本松市永田字長坂4-2 24-3200

ふくしま青年海外協力隊の 会 長 小杉 誠 －

会

福島県青年海外協力隊を支 会 長 須佐 喜夫 〒963-8005 (024) －

援する会 郡山市清水台1-3-8 921-2600

郡山商工会議所内

福島県海外移住家族会 会 長 遠藤 忠一 〒960-8670 (024) －

福島市杉妻町2-16 521-7182

県国際課内

２ 県民安全総室

消防保安課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

(公財)福島県消防協会 会 長 佐藤 茂 〒960-8043 (024) －

福島市中町5-21 522-5974

県消防会館内

(一社)福島県消防設備協会 会 長 志賀 義平 〒960-1106 (024) －

福島市下鳥渡字新町35-1 529-7120

(一社)福島県危険物安全協 会 長 泉澤 貞弘 〒960-8043 (024) －

会連合会 福島市中町5-21 522-1848

県消防会館内

(一財)消防試験研究センタ 理事長 鈴木 良一 〒100-0013 (03) 0.03％

ー 東京都千代田区霞が関1-4-2 3597-0220

大同生命霞が関ビル19階

(一財)消防試験研究センタ 支部長 後藤 義雄 〒960-8043 (024) 0.03%

ー福島県支部 福島市中町4-20 524-1474みんゆうビル

福島県女性防火クラブ連絡 会 長 渡部 光子 〒960-8670 (024) －

協議会 福島市杉妻町2-16 521-7190

県消防保安課内

(一社)福島県ＬＰガス協会 会 長 佐藤 允昭 〒960-1195 (024) －

福島市上鳥渡字蛭川22-2 593-2161

(一社)福島県冷凍空調設備 理事長 川田 政雄 〒960-8162 (024) －

工業会 福島市南町449 545-5631

(一社)福島県火薬類保安協 会 長 関根 昭蔵 〒960-8041 (024) －

会 福島市大町5-5 521-3439

コスモファーマ大町ビル内

福島県一般高圧ガス協会 会 長 伊藤 俊一 〒960-8803 (024) －

郡山市横塚三丁目16-8 942-8731

福島県電気工事工業組合 理事長 浅川 誠吾 〒960-8252 (024) －

福島市御山字稲荷田31-2 535-0477
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代 表 者 所 在 地 県出資
団 体 等 名 称 電話番号

役職名 氏 名 住 所 割 合

福島県冷凍設備保安協会 会 長 安藤 澄男 〒963-8071 (024) －

郡山市富久山町久保田字太 944-1655

郎殿前2-6

郡山冷蔵製氷㈱内

(一財)救急振興財団 理事長 中川 浩明 〒192-0364 (042) 2.1％

東京都八王子市南大沢4-6 675-9931

３ 環境共生総室

(1) 環境共生課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

福島県地球温暖化防止活動 ｾﾝﾀｰ長 鈴木 浩 〒960-8043 (024） －

推進センター 福島市中町8-2 自治会館7階 525-8892

特定非営利活動法人

超学際的研究機構内

福島県クリーンふくしま運 会 長 猪狩 正明 〒960-8670 (024) －

動推進協議会 福島市杉妻町2-16 521-7248

県環境共生課内

(2) 自然保護課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

福島県自然公園清掃協議会 会 長 小林 香 〒960-2262 (024) －

福島市在庭坂石方1-4 591-3600

吾妻・浄土平自然情報セン

ター内 一般財団法人自然

公園財団浄土平支部内

(社)福島県猟友会 会 長 阿部 多一 〒960-8141 (024) －

福島市渡利字七社宮102-1 523-0053

(一財)休暇村協会 理事長 中島都志明 〒110-0015 (03) 2.0％

東京都台東区東上野5-1-5 3845-8651

日新上野ビル5階 （代表）

(一財)自然公園財団 理事長 熊谷 洋一 〒101-0051 (03) 1.5％

東京都千代田区神田神保町2 3556-0818

-2-31 第36荒井ビル2階

(公財)尾瀬保護財団 理事長 大澤 正明 〒371-8570 (027) 19.4%

群馬県前橋市大手町1-1-1 220-4431（群馬県知事）

(3) 水・大気環境課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

(一社)福島県フロン回収事 志賀 勝彦 〒960-8162 (024) －代表理事

業協会 会長 福島市南町449 544-1838

猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環 会 長 長谷川 哲也 〒960-8670 (024)

境保全対策推進協議会 福島市杉妻町2-16 521-7258 －

県水・大気環境課内
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代 表 者 所 在 地 県出資
団 体 等 名 称 電話番号

役職名 氏 名 住 所 割 合

(独)環境再生保全機構 理事長 福井 光彦 〒212-8554 (044)

神奈川県川崎市幸区大宮町 520-9614 －

アスベスト基金拠出関連 1310（ ）

４ 環境保全総室

(1) 一般廃棄物課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

(公社)福島県浄化槽協会 会 長 大河原 正一 〒960-8055 (024) －

福島市野田町1-16-35 531-1778

福島県環境整備協同組合連 会 長 岡 光義 〒960-8053 (024) －

合会 福島市三河南町1-20 525-4083

(一財)福島県いわき処分場 理事長 長谷川 哲也 〒960-8681 (024) 33.1％

保全センター 福島市杉妻町2-16 522-2258

県一般廃棄物課内

(2) 産業廃棄物課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

(一社)福島県産業廃棄物協 会 長 佐藤 俊彦 〒960-8043 (024) －

会 福島市中町4-20 524-1953

みんゆうビル4階405号室

(独)環境再生保全機構 理事長 湊 亮策 〒212-8554 (044) －

神奈川県川崎市幸区大宮町 520-9613

1310 ミューザ川崎セント

ＰＣＢ処理基金拠出関連 ラルタワー8階（ ）

(公財)産業廃棄物処理事業 理事長 樋口 成彬 〒101-0044 (03) 0.22％

振興財団 東京都千代田区鍛冶町2丁目 3526-0155

6-1 堀内ビルディング3階

(公財)日本産業廃棄物処理 理事長 岡澤 和好 〒102-0084 (03) －

振興センター 東京都千代田区二番町3 5275-7111

麹町スクエア7階

(公財)自動車リサイクル促 理事長 郡嶌 孝 〒105-0012 (03) －

進センター 東京都港区芝大門1-1-30 5733-8300

日本自動車会館11階

５ 原子力損害対策総室

原子力損害対策課
代 表 者 所 在 地 県出資

団 体 等 名 称 電話番号
役職名 氏 名 住 所 割 合

福島県原子力損害対策協議 会 長 佐藤 雄平 〒960-8043 (024) －

会 福島市中町8-2 521-7103

県原子力損害対策課内
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○ 附 属 機 関 等

平成２６年３月１日現在【審 議 会 等】

名 称 根拠法令等 事 項 担当課室女性委員の

割合（％）

福島県環境審議 環境基本法 福島県の区域における環境の保全に 33.3 生活環境

会 関する基本的事項の調査審議等 総務課

福島県消費生活 福島県民の消費生活 消費生活の安定及び向上を図る施策 43.8 消費生活

審議会 の安定及び向上に関 の策定及び実施に関する基本的事項 課

する条例 等について調査又は審議

消費者苦情の斡旋、調停及び訴訟資

金の貸付の審査

福島県青少年健 福島県青少年健全育 知事の諮問に応じ、条例で定められ 55.6 青少年・

全育成審議会 成条例 た事項を調査審議 男女共生

青少年の健全な育成に関する事項に 課

ついて調査し、知事に建議

福島県男女共同 福島県男女平等を実 知事の諮問に応じ、男女共同参画の 57.9 青少年・

参画審議会 現し男女が個人とし 推進に関する事項を調査審議 男女共生

て尊重される社会を 課

形成するための男女

共同参画の推進に関

する条例

福島県交通安全 交通安全対策基本法 交通安全計画の作成及び陸上交通の 5.6 生活交通

対策会議 福島県交通安全対策 安全に係る総合的な企画に関する審 課

会議条例 議

福島県防災会議 災害対策基本法 県地域防災計画の作成及びその実施 9.8 災害対策

福島県防災会議条例 の推進、知事の諮問に応じ防災に関 課

する重要事項の審議、防災関係機関

相互の連絡調整

福島県石油コン 石油コンビナート等 石油コンビナート等特別防災区に係 13.8 災害対策

ビナート等防災 災害防止法 る防災計画の作成及びその実施の推 課

本部 福島県石油コンビナ 進、災害が発生した場合の災害応急

ート等防災本部条例 対策及び災害復旧に係る指定防災機

関相互の連絡調整

福島県民等保護 武力攻撃事態等にお 指定地方行政機関の長等により組織 12.9 災害対策

協議会 ける国民の保護のた され、知事の諮問に応じ、国民の保 課

めの措置に関する法律 護のための措置に関する重要事項を

福島県民等保護協議 審議

会条例
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名 称 根拠法令等 事 項 担当課室女性委員の

割合（％）

福島県環境影響 福島県環境影響評価 環境影響評価法及び福島県環境影響 40.0 環境共生

評価審査会 条例 評価条例に基づく環境影響評価その 課

他の手続に関する技術的な事項につ

いての調査審議

福島県景観審議 福島県景観条例 条例の規定により定められた事項の 25.0 自然保護

会 審議及び知事の諮問に応じた県の景 課

観形成に関する事項の調査審議

福島県自然環境 自然環境保全法 自然環境の保全、鳥獣の保護及び狩 43.5 自然保護

保全審議会 猟、温泉の保護及び利用・希少野生 課

生物の保護に関する重要事項を調査

審議

福島県公害審査 公害紛争処理法 公害に係る紛争についての、あっせ 60.0 水・大気

会 ん、調停及び仲裁 環境課

平成２６年３月１日現在【懇 談 会 等】

名 称 根拠法令等 事 項 担当課室

生活環境部指定管理者 生活環境部指定管理 生活環境部所管の公の施設に係る指 生活環境総

選定検討会 者選定検討会設置要 定管理者候補団体の選定 務課

綱

福島県多重債務者対策 福島県多重債務者対 多重債務者に関する対策の効果的な 消費生活課

協議会 策協議会設置要綱 推進を協議

福島県青少年有害環境 福島県青少年有害環 インターネットの利用を中心とした 青少年・男

対策推進連絡会議 境対策推進連絡会議 青少年を取り巻く有害環境対策を関 女共生課

設置要網 係機関が連携して推進

福島県青少年支援協議 福島県青少年支援協 社会生活を円滑に営む上で困難を有 青少年・男

会 議会設置要綱 する青少年を関係機関が連携して総 女共生課

合的・継続的な支援を行い、社会的

自立を促進

ふくしまユニバーサル ふくしまユニバーサ サービスを提供する事業者やサービ 青少年・男

デザイン推進会議 ルデザイン推進会議 スを利用する生活者を構成メンバー 女共生課

設置要綱 とし、ユニバーサルデザインを全県

的に推進
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名 称 根拠法令等 事 項 担当課室

福島県生活交通対策協 ・道路運送法 乗合バス路線の廃止等に伴う生活交 生活交通課

議会 ・福島県生活交通対 通の確保方策に関する事項等につい

策協議会設置要綱 て協議・調整

バス・鉄道利用促進対 福島県「バス・鉄道 運動の実施内容及び推進方法に関す 生活交通課

策懇談会 利用促進デー」実施 ること

要領

福島県JR只見線復興推 福島県JR只見線復興 只見線の復旧・復興に向け、地元自 生活交通課

進会議 推進会議要綱 治体等と連携して支援策及び利活用

促進策等について協議

福島県原子力発電所安 福島県原子力発電所 安全確保協定事前了解、事故・故障 原子力安全

全確保技術連絡会 安全確保技術連絡会 等における技術的部分について協議 対策課

運営要綱 （安全対策部会）

福島県原子力発電所の 福島県原子力発電所 ・福島第一原発廃炉等中長期ロード 原子力安全

廃炉に関する安全監視 の廃炉に関する安全 マップ 特定原子力施設実施計画 対策課、 、

協議会 監視協議会設置要綱 福島第二原発冷温停止維持に関す

（環境モニタリング る取組について協議（現地調査含

評価部会運営要領、 む 。）

労働者安全衛生対策 ・環境放射能測定基本計画の策定及

部会運営要項） び測定結果の評価・解析（環境モ

ニタリング評価部会）

、・廃止措置等作業従事者の要員確保

安全確保、作業環境の安全確保、

雇用適正化について協議（労働者

安全衛生対策部会）

福島県原子力発電所の 福島県原子力発電所 本県の原子力発電所の廃止措置等に 原子力安全

廃炉に関する安全確保 の廃炉に関する安全 向けた取組に関する安全かつ着実な 対策課

県民会議 確保県民会議設置要 進展のための県民目線による確認

綱 ・協議

地球にやさしい“ふく 地球にやさしい“ふ 県民 民間団体 事業者及び行政等 環境共生課、 、 、

しま”県民会議 くしま”県民会議設 あらゆる主体が共通認識の下、地球

（地球温暖化対策地域 置要綱 温暖化防止に向けた取組などの環境

協議会） 保全活動を県民運動として積極的に

推進

地球にやさしい温室効 地球にやさしい温室 低炭素社会への転換を図るため、本 環境共生課

果ガス排出在り方検討 効果ガス排出在り方 県における温室効果ガスの実態を踏

会 検討会設置要綱 まえた排出の在り方について検討

うつくしま、エコ・リ うつくしま、エコ・ エコ・リサイクル製品の認定要件、 環境共生課

サイクル製品認定審査 リサイクル製品認定 及びエコ・リサイクル製品の認定等

会 審査会設置要領 に関する審査
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名 称 根拠法令等 事 項 担当課室

福島県尾瀬保護指導委 福島県尾瀬保護指導 尾瀬における湿原植物の保護、増殖 自然保護課

員会 委員会設置要綱 等に関する指導・検討

福島県鳥獣保護センタ 福島県鳥獣保護セン 鳥獣保護センターが県民の期待に応 自然保護課

ー運営推進委員会 ター運営推進委員会 えられる施設として、その機能を十

設置要綱 分に発揮できるよう運営に関して検

討・評価

福島県野生鳥獣保護管 福島県野生鳥獣保護 野生鳥獣と人とのあつれきを解消し 自然保護課、

理検討会 管理検討会設置要綱 地域個体群の安定的存続を図るため

の保護管理施策の検討

福島県生物多様性推進 福島県生物多様性推 生物多様性に関する課題や保全に係 自然保護課

協議会 進協議会設置要綱 る取組等の検討

福島県カワウ保護管理 福島県カワウ保護管 カワウ個体群の適切な保護管理及び 自然保護課

協議会 理協議会設置要綱 水産被害の防止対策の検討

福島県自動車排出ガス 福島県自動車排出ガ 自動車の低公害化を図り、自動車排 水・大気環

対策推進会議 ス対策推進会議会則 出ガス対策推進の取組について協議 境課

猪苗代湖水質保全対策 猪苗代湖水質保全対 専門家による猪苗代湖の効果的な水 水・大気環

検討委員会 策検討委員会設置要 質保全対策について検討 境課

綱

福島県環境創造センタ 福島県環境創造セン 福島県環境創造センターの設置準備 環境創造セ

ー設置準備検討委員会 ター設置準備検討委 に必要な検討 ンター整備

員会設置要綱 推進室

福島県一般廃棄物技術 福島県一般廃棄物技 一般廃棄物最終処分場及び焼却施設 一般廃棄物

審査会 術審査会設置要領 の設置許可の申請についての協議・ 課

調整

福島県産業廃棄物技術 福島県産業廃棄物技 産業廃棄物最終処分場焼却施設等の 産業廃棄物

検討会 術検討会設置要領 設置・変更許可申請についての協議 課

・調整

福島県産業廃棄物経理 福島県産業廃棄物経 産業廃棄物処理業者等が経理的基礎 産業廃棄物

的基礎審査検討会 理的基礎審査検討会 を有するかどうかの審査 課

設置要領

- 128 -



平成２６年３月１日現在【庁内連絡調整会議等】

名 称 根拠法令等 事 項 担当課室

環境政策推進庁内連絡 環境政策推進庁内連 環境政策に関する主要施策の検討及 生活環境総

会議 絡会議設置要綱 び推進に関し、庁内関係部局の意見 務課

を調整

福島県物価対策連絡会 福島県物価対策連絡 生活関連物資の価格の安定、需給の 消費生活課

議 会議設置要綱 調整等に関する対策について総合的

かつ効果的な施策を推進

福島県多重債務者対策 福島県多重債務者対 多重債務者に関する対策を効果的に 消費生活課

庁内連絡会議 策庁内連絡会議設置 推進

要網

学校消費者教育推進連 学校消費者教育推進 学校における消費者教育を効果的に 消費生活課

絡会議 連絡会議設置要網 推進

福島県消費者行政推進 福島県消費者行政推 消費者行政の部局横断的推進 消費生活課

連絡会議 進連絡会議設置要綱

福島県青少年健全育成 福島県青少年健全育 青少年行政の一元化と総合性を確保 青少年・男

推進本部 成推進本部設置要綱 し、青少年育成施策の総合的かつ有 女共生課

機的な推進を図る。

福島県男女共同参画推 福島県男女共同参画 男女共同参画に関する施策の総合的 青少年・男

進本部 推進本部設置要綱 かつ体系的な推進 女共生課

福島県ユニバーサルデ 福島県ユニバーサル ユニバーサルデザインに関する施策 青少年・男

ザイン推進本部 デザイン推進本部設 の総合的かつ体系的な推進 女共生課

置要綱

福島県暴走族等根絶対 福島県暴走族等根絶 県民が一体となった暴走族等の根絶 生活交通課

策会議 対策会議設置要綱 に関する施策を協議するとともに、

総合的かつ効果的に推進

福島県国際化推進調整 福島県国際化推進調 国際化の推進に関する庁内関係部局 国際課

会議 整会議設置要綱 相互の緊密な連携及び調整並びに国

際化施策の総合的かつ効果的な推進

防災対策推進庁内連絡 防災対策推進庁内連 防災対策全般に関する点検を行い、 災害対策課

会議 絡会議設置要綱 本県防災体制の一層の充実強化

国民保護法制庁内連絡 国民保護法制庁内連 武力攻撃事態等において国民の保護 災害対策課

会議 絡会議設置要領 のための措置を的確かつ迅速に実施

するため体制等の整備
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名 称 根拠法令等 事項 担当課室

福島県原子力行政連絡 福島県原子力行政連 原子力発電所に係る県民の安全確保 原子力安全

調整会議 絡調整会議設置要綱 の徹底及び原子力行政の適正かつ円 対策課

滑な運営

ふくしま地球温暖化対 ふくしま地球温暖化 地球温暖化への対応を県として積極 環境共生課

策推進本部 対策推進本部設置要 的かつ総合的に推進

綱

環境・エネルギー施策 環境・エネルギー施 地球温暖化防止対策の推進及び再生 環境共生課

推進庁内連絡会議 策推進庁内連絡会議 可能エネルギーの導入促進に関する （エネルギ

設置要綱 連絡調整及び総合的対策の検討 ー課）

循環型社会形成庁内推 循環型社会形成庁内 推進計画に基づいて実施する各種施 環境共生課

進会議 推進会議設置要綱 策の進行管理等

福島県環境影響評価庁 福島県環境影響評価 環境影響評価法及び福島県環境影響 環境共生課

内連絡会議 庁内連絡会議設置要 評価条例に基づく環境影響評価に関

綱 する事項に係る調整

福島県景観形成推進庁 福島県景観形成推進 景観法及び福島県景観条例の運用及 自然保護課

内連絡会議 庁内連絡会議設置要 び各部局が所掌する景観形成に係る

綱 施策・事業の総合的な調整

特定外来生物対応庁内 特定外来生物対応庁 特定外来生物による農林水産業や人 自然保護課

連絡会議 内連絡会議設置要綱 への被害を防止するための情報交換

・意見調整等

生物多様性保全庁内連 生物多様性保全庁内 生物多様性の保全とその持続可能な 自然保護課

絡会議 連絡会議設置要綱 利用を推進するための各部局の取組

の確認及び情報交換・意見調整等

福島県高速交通公害対 福島県高速交通公害 高速自動車道及び東北新幹線鉄道の 水・大気環

策連絡会議 対策連絡会議設置要 騒音振動の公害対策に関する県と沿 境課

綱 線市町村の相互連絡・調整

化学物質環境対策連絡 化学物質環境対策連 化学物質等による環境汚染問題につ 水・大気環

会議 絡会議設置要綱 いての連絡・調整、及び未然防止の 境課

ための対応協議

福島県地下水汚染対策 福島県地下水汚染対 有害物質等による地下水汚染対策の 水・大気環

連絡会議 策連絡会議設置要綱 連絡・調整 境課

福島県生活排水対策連 生活排水対策の推進に関する関係部 水・大気環福島県生活排水対策連絡

絡調整会議 局の連絡・調整 境課調整会議設置要綱
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名称 根拠法令等 事項 担当課室

福島県水環境保全対策 福島県水環境保全対 水環境の保全対策に係る施設等の協 水・大気環

連絡調整会議 策連絡調整会議設置 議・調整 境課

要綱

環境創造戦略拠点整備 環境創造戦略拠点整 環境創造セ環境創造戦略拠点整備に係る総合

庁内検討会議 備庁内検討会議設置 ンター整備調整

要綱 推進室

ＩＡＥＡ協力プロジェ ＩＡＥＡ協力プロジ ＩＡＥＡとの協力プロジェクトに関 環境創造セ

クト連絡会議 ェクト連絡会議設置 する調整等 ンター整備

要綱 推進室

福島県廃棄物不法投棄 福島県廃棄物不法投 廃棄物不法投棄の未然防止のための 産業廃棄物

対策庁内連絡会議 棄対策庁内連絡会議 企画立案及び情報交換等 課

設置要綱

除染・廃棄物対策推進 除染・廃棄物対策推 除染及び汚染廃棄物等の処理を部局 除染対策課

会議 進会議設置要綱 連携して推進

避難者支援連絡調整会 避難者支援連絡調整 避難者支援に係る施策の調整、課題 避難者支援

議 会議設置要綱 把握及び対応等 課
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　資料番号 資　料　名 頁 課　室　名

資料 1 消費者苦情・相談件数の推移 135 消 費 生 活 課

資料 2 不当景品・不当表示処理状況 135 消 費 生 活 課

資料 3 少年非行の概況 136 青少年・男女共生
課

資料 4 自動販売機設置台数の推移 136 青少年・男女共生
課

資料 5 国際婦人年以降の女性問題の動き 137 青少年・男女共生
課

資料 6 県の審議会等における女性委員の割合 139 青少年・男女共生
課

資料 7 乗合バス総系統数、輸送人員と自家用自動車数の
推移

140 生 活 交 通 課

資料 8 福島県の第三セクター鉄道の概要 141 生 活 交 通 課

資料 9 交通事故の推移 142 生 活 交 通 課

資料 10 年齢別・状態別交通事故状況 143 生 活 交 通 課

資料 11 在留外国人数の推移 144 国 際 課

資料 12 旅券申請件数の推移 145 旅 券 室

資料 13 消防吏員・消防団員数の推移 147 消 防 保 安 課

資料 14 出火件数と出火原因 147 消 防 保 安 課

資料 15 危険物施設区分構成比 148 消 防 保 安 課

資料 16 救急出動状況 148 消 防 保 安 課

資料 17 福島県消防防災ヘリコプターの運航状況 149 災 害 対 策 課

資料 18 主な災害発生件数 150 災 害 対 策 課

資料 19 総合情報通信ネットワーク構成一覧 151 災 害 対 策 課

資料 20 原子力発電所事故後の環境放射線モニタリングの
状況

152 放 射 線 監 視 室

資料 21 温室効果ガスの総排出量と伸び率 156 環 境 共 生 課

○　統　計　デ　ー　タ
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　資料番号 資　料　名 頁 課　室　名

資料 22 福島県景観条例に基づく行為の届出受理件数 157 自 然 保 護 課

資料 23 優良景観形成住民協定一覧 158 自 然 保 護 課

資料 24 国立公園指定状況 159 自 然 保 護 課

資料 25 国定公園指定状況 159 自 然 保 護 課

資料 26 県立自然公園指定状況 159 自 然 保 護 課

資料 27 自然環境保全地域指定状況 160 自 然 保 護 課

資料 28 緑地環境保全地域指定状況 161 自 然 保 護 課

資料 29 野生動植物保護地区 161 自 然 保 護 課

資料 30 鳥獣保護区 162 自 然 保 護 課

資料 31 大気汚染常時監視システムの事業区分 166 水・大気環境課

資料 32 主な大気汚染物質年平均濃度の推移 167 水・大気環境課

資料 33 生活環境項目（ＢＯＤ又はＣＯＤ）に係る環境基
準達成状況の推移

168 水・大気環境課

資料 34 一般廃棄物処理施設数 169 一 般 廃 棄 物 課

資料 35 浄化槽の年度末設置基数の推移 169 一 般 廃 棄 物 課

資料 36 ごみ総排出量及び県民一人一日当たりのごみ総排
出量の推移

169 一 般 廃 棄 物 課

資料 37 産業廃棄物処理業許可件数の推移 170 産 業 廃 棄 物 課

資料 38 産業廃棄物処理施設許可（届出）状況 171 産 業 廃 棄 物 課

資料 39 産業廃棄物処理業者による処理量 171 産 業 廃 棄 物 課

資料 40 「原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口」
等の利用状況

172 原子力損害対策課
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資料１　消費者苦情・相談件数の推移
　
　　　区　分 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

相談件数 14,582 28,005 21,780 20,482 18,990 18,235 16,516 14,562 13,418 11,784

　県消費生活 13,768 15,982 11,611 10,050 9,502 8,597 7,961 7,729 6,949 6,084

　センター (13,441) (15,617) (10,169) (9,395) (8,789) (8,249) (7,547) (7,271) (6,480) (5,680)

　市町村 7,585 18,826 9,519 10,432 9,488 9,638 8,555 6,833 6,469 5,700

(注)　　県消費センター欄の下段　（　）内は苦情件数である。
      　　22年度は、震災により、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、」浪江町、葛尾村、飯舘村を除く.

資料２　不当景品・不当表示処理状況

          区　分 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

景品違反 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0

表示違反 11 29 8 12 26 18 30 13 24 13

13 35 9 12 26 18 30 13 24 13計
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資料３　少年非行の概況
（各年　12月31日現在）(単位：人）

１５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年

総　数 人員 3,589 3,065 2,620 2,086 1,792 1,645 1,509 1,796 1,251 987 814

指数 100.0 85.4 73.0 58.1 49.9 45.8 42.0 50.0 34.9 27.5 22.7

刑法犯 人員 3,442 2,921 2,520 1,978 1,724 1,543 1,400 1,696 1,169 890 723

少　年 指数 100.0 84.9 73.2 57.5 50.1 44.8 40.7 49.3 34.0 25.9 21.0

特別法 人員 93 112 72 82 51 76 82 74 63 68 73

犯少年 指数 100.0 120.4 77.4 88.2 54.8 81.7 88.2 79.6 67.7 73.1 78.5

ぐ　犯 人員 54 32 28 26 17 26 27 26 19 29 18

少　年 指数 100.0 59.3 51.9 48.1 31.5 48.1 50.0 48.1 35.2 53.7 33.3

　

　

　

資料４　自動販売機設置台数の推移

 (注)   調査時点は毎年度10月。自動販売機の中に自動貸出機を含む。

(注)  平成１５年の指数を100とする。　平成２５年の数値は速報値
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資料５　国際婦人年以降の女性問題の動き

1975年（昭50） 婦人問題企画推進本部設置

婦人問題企画推進会議開催

1976年（昭51） 民法の一部改正（婚氏続称制度新設）

一部の公務員等に対する育児休業法施行

1977年（昭52） 「国内行動計画」策定

1978年（昭53） 青少年婦人課と改組

婦人関係行政連絡会議設置

1979年（昭54） 国連総会「女子差別撤廃条約」 婦人問題懇話会設置

採択 「婦人の意識調査」実施

1980年（昭55） 国連婦人の十年中間年世界会議 「女子差別撤廃条約」への署名

　（於　コペンハーゲン） 民法の一部改正

「国連婦人の十年後半期行動 （配偶者相続分の引き上げ）

プログラム」の採択

「女子差別撤廃条約」発効 「国内行動計画後期重点目標」策定 婦人問題についての意見具申

婦人問題協議会設置

「婦人の地位と福祉の向上のための福島県計
画」策定

婦人問題推進会議設置

1984年（昭59） 戸籍法の改正（父母両系主義）

1985年（昭60） 国連婦人の十年世界会議 「女子差別撤廃条約」批准 福島県婦人団体連絡協議会結成

　（於　ナイロビ） 男女雇用機会均等法成立 （24団体加入）

「婦人の地位向上のためのナイロ 国民年金法改正（婦人の年金権を保障）

ビ将来戦略」採択

1986年（昭61） 婦人問題企画推進有識者会議開催 「婦人の意識調査」実施

（婦人問題企画推進会議の後身）

　 男女雇用機会均等法施行

1987年（昭62） 　 「西暦2000年に向けての新国内行動計画」制定 「婦人の地位と福祉の向上のための

　 教育課程審議会答申（高等学校家庭科 福島県計画」見直し

　 男女必修（平成6年））

1988年（昭63）
　

「婦人の地位と福祉の向上のための福島県計
画」改訂

1989年（平元）

1990年（平2） 国連経済社会理事会で「ナイロビ将来

戦略の実施に関する見直しと評価に

伴う勧告」採択

1991年（平3） 「西暦2000年に向けての新国内行動計画」 青少年婦人課に「婦人行政係」設置

（第一次改定） 婦人問題企画推進会議と名称変更

目標年度；平成12年度

育児休業法成立

1992年（平4） 育児休業法施行 「女性に関する意識調査」実施

初の婦人問題担当大臣任命

1993年（平5） パートタイム労働法成立 女性総合センター（仮称）整備・検討

「男女共同参画型社会づくりに関する推進 福島県女性史の編纂着手

体制の整備について」婦人問題企画推進 「ふくしま新世紀女性プラン」策定

本部決定 目標年度；平成12年度

1994年（平6） 男女共同参画推進会議設置 「ふくしま新世紀女性プラン」施行

男女共同参画推進本部設置 青少年女性課女性政策室の設置

女性問題企画推進会議と名称変更

1995年（平7） 第4回世界女性会議開催 育児休業等に関する法律の改正 女性総合センター（仮称）基本構想策定

「北京宣言及び行動綱領」採択 （介護休業）

ILO156号条約批准

（家族的責任を有する労働者の機会等の

均等）

（於メキシコシティー）

国際婦人年世界会議

年 国 連 の 動 き  日 本 の 動 き

国連婦人年

国

連

婦

人

の

十

年

　
一

九

七

六

年

～

一

九

八

五

年

福島県の動き（年度で記載）

世界行動計画採択
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年 日 本 の 動 き 福島県の動き（年度で記載）

1996年（平8） 「男女共同参画ビジョン」答申 女性総合センター（仮称）基本計画策定

（男女共同参画審議会）

「男女共同参画2000年プラン」策定

1997年（平9） 「男女共同参画審議会設置法」施行 「福島県女性史」刊行

男女雇用機会均等法の改正

労働基準法の改正

育児・介護休業法の改正

労働省設置法の改正

介護保険法成立

1998年（平10） 「男女共同参画社会基本法」を国会に提出 女性総合センター（仮称）着工

1999年（平11） 改正男女雇用機会均等法施行 「男女共同参画に関する意識調査実施

「男女共同参画社会基本法」公布・施行

2000年（平12） 「男女共同参画基本計画」策定 男女共生センター開館
群馬・新潟・福島三県女性サミット2000開催
（於　会津大学）

　 「ふくしま男女共同参画プラン」策定

2001年（平13） 県民生活課人権・男女共同参画ｸﾞﾙｰﾌﾟの設置

｢男女共同参画推進会議」と名称変更

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律」公布・施行

「ふくしま男女共同参画プラン｣施行
男女共同参画推進連携会議設置

「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊
重される社会を形成するための男女共同参画
の推進に関する条例」制定

｢男女共同参画推進会議」廃止

2002年（平14） 女性に対する暴力根絶のためのシンボル
マークを作成

男女共同参画の推進に関する施策等に対する
意見の申出制度スタート

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の被害
者の保護に関する法律」完全施行

県民環境室人権・男女共同参画グループに改
編
「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊
重される社会を形成するための男女共同参画
の推進に関する条例」施行「男女共同参画審議会」「男女共同参画推進
員｣設置

男女共同参画を考える市町村トップセミナー開
催（於　男女共生センター）

2003年（平15） 「女性のチャレンジ支援策の推進について」男
女共同参画推進本部決定
「男女共同参画社会の将来像」検討会開催
第４・５回「女子差別撤廃条約」実施状況報告審
議

県民環境総務領域人権男女共生グループに改
編
うつくしま未来を拓く男女共生公募レポート２００
３研究成果発表・シンポジウム開催

2004年（平16） 男女共同参画推進本部決定「女性国家公務員
の採用・登用の拡大等について」
男女共同参画社会の将来像検討会報告書

男女共同参画グローバル政策対話
「男女共同参画に関する意識調査」実施

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の被害
者の保護に関する法律」一部改正

2005年（平17） 「男女共同参画基本計画（第２次）」改定
次世代育成支援対策推進法（次世代法）全面施
行
育児・介護休業法の改正

男女共生ふくしまサミット開催（於　ビッグパレッ
トふくしま）
「ふくしま男女共同参画プラン」改訂
「福島県男女共同参画行政連絡会議」廃止
「福島県男女共同参画推進本部」設置

2006年（平18） 男女共同参画推進本部決定「国の審議会等に
おける女性委員の登用の促進について」

めざせ理工系ガール～科学ってこんなに魅力
的！～開催　（於　会津大学）

「男女雇用機会均等法」改正

2007年（平19） 「次代の親づくり推進啓発プロジェクト」実施

2008年（平20）

2009年（平21） DV相談ナビ開始
平成２１年度　男女共同参画社会づくりに向けて
の全国会議開催
女子差別撤廃条約実施状況第６回報告審議

「ふくしま男女共同参画プラン」（H21改定）策定

2010年（平22） 我が国初のＡＰＥＣ女性リーダーズネットワーク
（ＷＬＮ）会合開催
「第３次男女共同参画基本計画」策定

男女共生センター開館10周年

2011年（平23） 女子差別撤廃委員会最終見解に対するフォ
ローアップ報告の提出（8月）
女子差別撤廃委員会最終見解に対するフォ
ローアップ報告(8月）についての同委員会評価
採択（11月）

2012年（平24） 「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計
画」女性の活躍による経済活性化を推進する関
係閣僚会議決定

人権男女共生課と青少年育成室が「青少年・男
女共生課」に改編

2013年（平25） 「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組
指針」策定
若者･女性活躍推進フォーラムの開催、提言
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律」改正

「ふくしま男女共同参画プラン」（H24年度改定）
策定

国連特別総会「女性2000年会議」 （於
ニューヨーク）

内閣府に「男女共同参画会議」「男女共同参画
局」設置

第４９回国連婦人の地位委員会（国連
「北京＋１０」世界閣僚級会合）（於
ニューヨーク）

人権男女共生課に改編
「男女共同参画に関する意識調査」実施

国 連 の 動 き  

第54回国連婦人の地位委員会(国連
「北京＋ 15」記念会合)（於ニューヨー
ク）

男女共同参画社会づくりに向けての全国会議開
催
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律」一部改正公布

内閣府に「仕事と生活の調和推進室」設置
女子差別撤廃条約実施状況第６回報告提出
改正「配偶者からの暴力防止及び被害者の保
護に関する法律」施行

第56 回国連婦人の地位委員会「自然
災害におけるジェンダー平等と女性の
エンパワーメント」決議案採択

UN Women（ジェンダー平等と女性の
エンパワーメントのための国連機関）
正式発足
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資料６　県の審議会等における女性委員の割合

総　　数 うち女性 比率(％) 前年比 総　　数 うち女性 比率(％) 前年比

委員を含 委員数

む組織数

各種委員(会) 9 8 88.9 0.0 67 19 28.4 3.0

附 属 機 関 60 58 96.7 △ 1.7 880 322 36.6 △ 1.3

総　　計 69 66 95.7 △ 1.6 947 341 36.0 △ 1.1

　(注)  各種委員（会）は、地方自治法第180条の5による設置の執行機関としての委員（会）等

　　  　附属機関は、地方自治法第202条の3等による設置の附属機関及び条例による設置の附属機関

女性委員を含む審議会等の割合
（単位：％）

年　度 国 県
２年 69.1 49.3
３年 75.9 48.6
４年 78.0 59.4
５年 80.8 69.6
６年 81.5 73.9
７年 85.7 77.5
８年 88.3 80.6
９年 90.9 76.5
10年 92.9 80.0
11年 93.6 87.0
12年 94.5 89.6
13年 94.7 94.2
14年 97.0 95.4
15年 98.0 98.5
16年 99.0 98.5
17年 99.0 98.5
18年 99.1 98.6
19年 98.2 98.6
20年 98.2 98.6
21年 97.3 98.6
22年 97.1 98.6
23年 97.2 98.6
24年 97.2 97.3
25年 97.3 95.7

女性委員の割合
（単位：％）

年　度 国 県
２年 7.9 7.7
３年 9.0 7.8
４年 9.6 9.2
５年 10.4 10.5
６年 11.3 11.5
７年 13.1 12.7
８年 15.5 12.9
９年 16.6 12.7
10年 17.6 15.5
11年 18.6 17.8
12年 20.4 21.3
13年 24.7 23.8
14年 25.0 25.6
15年 26.8 28.8
16年 28.2 29.9
17年 30.9 33.1
18年 31.3 33.1
19年 32.3 34.8
20年 32.4 35.2
21年 33.2 34.9
22年 33.8 34.9
23年 33.2 36.4
24年 32.9 37.1
25年 34.1 36.0

(注)  調査時点

　　  国は各年9月30日(ただし平成13年度以前は3月31日）。

　　  県は各年4月1日（ただし平成10年度は5月1日）。

審　議　会　等　の　数 審　議　会　等　の　委　員　数

平成25年4月1日現在

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

％ 

年度 

国 県 

0

20

40

60

80

100

2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

% 

年度 
国 県 

- 139 -



資料７　乗合バス総系統数、輸送人員と自家用自動車数の推移

（単位：系統／1,000人／台）

年度 総系統数 輸送人員 自家用車

43 980 158,179 64,480

44 1,027 157,251 90,403

45 1,072 151,637 123,326

46 1,053 149,175 159,112

47 1,056 142,913 197,136

48 1,047 142,014 237,507

49 1,077 133,461 265,726

50 1,049 125,618 296,935

51 1,002 117,964 323,823

52 966 115,120 353,830

53 942 105,994 384,829

54 923 102,420 416,675

55 878 97,083 438,907

56 890 92,288 457,353

57 876 86,044 466,418

58 849 81,677 489,654

59 825 74,554 501,670

60 804 71,029 511,328

61 770 65,654 522,775

62 757 62,296 535,479

63 706 58,153 554,139

1 691 55,748 581,499

2 673 54,498 623,288

3 677 53,870 665,919

4 667 52,852 705,739

5 679 50,391 743,867

6 672 48,880 785,030

7 666 47,559 833,506

8 681 45,245 880,831

9 682 42,826 914,387

10 688 40,825 944,920

11 685 38,025 974,621

12 663 36,387 1,003,519

13 625 32,011 1,027,420

14 593 31,300 1,048,637

15 568 30,000 1,067,333

16 591 28,287 1,091,180

17 579 26,660 1,109,608

18 549 25,310 1,118,241

19 522 24,229 1,119,366

20 513 23,622 1,125,882

21 534 21,793 1,131,959

22 537 21,374 1,139,304

23 597 19,761 1,149,246

24 589 22,119 1,170,356

0
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資料８　福島県の第三セクター鉄道の概要

会 社 名
（沿線名）

福　島　～　槻　木 西若松～会津高原尾瀬口 会津高原尾瀬口～新藤原 泉　～　小名浜
延　　　長　（ｍ） ５４，９００　　 ５７，４００　　 ３０，７３３　　 ５，４００　　

橋 り ょ う ３，６６７　　 １，７８７　　 ２，８３０　　

ト ン ネ ル ６，４２４　　 ６，２２５　　 １７，６２３　　

２４　　 ２１　　 ９　　 ３　　
昭和59年 4月 5日 昭和61年11月10日 昭和56年11月20日 大正 4年 6月 2日

先行開業　S61.7.1
全線開業　S63.7.1

昭和62年 7月16日 昭和61年10月 9日 大正 4年 6月 2日

資本金（億円） 15 15 10 4.3
　授権資本 20 20 10 4.8
　県出資率（％） 28.0 31.7 26.3 29.7

複線(福島～矢野目)･電化 単線・非電化
単線(矢野目～槻木)･電化 （１５．４㎞電化）

※会津田島～会津高原

※全線電化 尾瀬口15.4㎞電化 ※全線電化 ※全線非電化

電車　２１両 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　１３両 電車　６両 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　３両
電車　　　　２両 

福島～槻木12往14復 若松～田島　11往復 新藤原～会津高原 泉～小名浜　3往復

福島～角田　   1往復 ※土休日　10往復 　　　　　　18往復

福島～富野  14往6復 若松～尾瀬口　２復

福島～梁川  3往9復 若松～鬼怒川　2往復

梁川～槻木    2往1復

梁川～仙台    2往復

丸森～槻木    7往6復若松～日光　1往復

梁川～富野     1復 田島～尾瀬口　2往

田島～新藤原　3往2復
田島～下今市　1往復

田島～新栃木　4往1復

田島～栃木　　1復

田島～浅草　4往7復

※貨物輸送　（ｔ）　　
平成２４年度1日当たり 2,523,959 548,373 401,615 1,096,271
　輸送人員（人/日） 1,460,620 242,310 21,660 鉄道　　252,006

1,063,339 306,063 379,955 自動車　844,265
　　内定期 （ｔ/日）　　
　　内定期外 6,915 1,502 1,100 3,003

4,002 664 59 鉄道 　　　　　690
2,913 839 1,041 自動車　　　2,313

平成２４年度 1,387,430
　旅客運輸収入（千円） 686,780 328,151 235,729 鉄道  　　289,270
　　内定期 306,657 75,133 4,266 自動車 1,085,260
　　内定期外 380,123 253,018 231,463 システム 　12,900
　営　　旧国鉄時代 700 427 （新線）　
　業　　 平成２４年度 111 136 171
　係　　 平成２３年度 130 143 183
　数 平成２２年度 119 150 160

76 60 44

開               業

駅                  数
会 社 設 立

職 員 数 （ 人 ）
（ H25.3.31 現 在 ）

※内１往復は喜多方乗
入（土休日）

運 転 本 数

線 路 規 格 単線・電化

保 有 車 両

※内15往復
　会津鉄道ディーゼ
ル乗入
※東武・会津と共同
運行のため、始発
（終着）は浅草、下今
市、田島、尾瀬口等
となっている。

（注）１．営業係数とは、１００円の収益を得るために必要な費用の額である。　（経常費用/経常収益）×１００

105  鉄道 　　43
　　　　自動車　62

（平成25年3月31日現在）

野  岩  鉄  道  ㈱

（会津鬼怒川線）

福島臨海鉄道㈱

（貨 物 線）事　　項

営　　業　　区　　間

阿 武 隈 急 行 ㈱

（阿武隈急行線）

会  津  鉄  道  ㈱

（会 津 線）

単線・非電化
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資料９　交通事故の推移 　

（単位：人／件／台）

16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

　 件　数 14,854 14,186 13,627 12,744 11,717 11,287 10,665 9,618 9,789 8,948

交 指数 100 96 92 86 79 76 72 65 66 60

通 死　者 162 143 136 121 113 101 112 94 89 79

事 指数 100 88 84 75 70 62 69 58 55 49

故 傷　者 19,085 18,164 17,353 16,245 14,659 14,242 13,252 11,855 12,188 11,061

指数 100 95 91 85 77 75 69 62 64 58

車 県内総台数 1,756,383 1,769,212 1,777,232 1,774,393 1,764,963 1,757,835 1,747,145 1,712,410 1,750,135 1,770,580

両 指数 100 101 101 101 100 100 99 97 100 101

台 陸運台数 1535854 1555252 1569725 1572924 1568799 1565208 1565212 1567029 1,574,143 1,598,443

数 指数 100 101 102 102 102 102 102 102 102 104

自動車1万台 84.5715 80.1826 76.6754 71.8217 66.3867 64.2097 61.0424 56.1665 55.9328 50.5371

指数 100 95 91 85 78 76 72 66 66 60

免許人口 1,299,246 1,306,131 1,311,269 1,316,158 1,319,878 1,321,188 1,322,334 1,310,410 1,305,412 1,306,025

指数 100 101 101 101 102 102 102 101 100 101

免許人口1万人 114.328 108.611 103.922 96.8273 88.7734 85.4307 80.6528 73.3969 74.9878 68.5132

指数 100 95 91 85 78 75 71 64 66 60
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資料１１　在留外国人数の推移
単位：人、年

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

韓 国 朝 鮮 2,165 2,133 2,103 2,087 2,087 2,060 2,060 2,095 2,081 2,047

フ ィ リ ピ ン 1,804 1,673 1,697 1,569 1,772 2,109 2,620 3,100 3,256 3,198

中 国 1,451 1,563 1,780 2,072 2,339 2,651 3,189 3,861 4,071 4,395

ブ ラ ジ ル 906 1,145 1,330 1,725 1,552 1,232 1,297 1,130 924 838

米 国 321 381 366 381 398 362 282 303 288 299

そ の 他 1,163 1,326 1,373 1,380 1,363 1,366 1,376 1,765 1,890 1,896

県 計 7,810 8,221 8,649 9,214 9,511 9,780 11,019 12,254 12,510 12,673

増 加 率 5.1% 5.3% 5.2% 6.5% 3.2% 2.8% 12.7% 11.2% 2.1% 1.3%

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

韓 国 朝 鮮 2,010 2,034 2,026 1,993 1,980 1,976 1,918 1,785 1,681 1,669

フ ィ リ ピ ン 3,149 2,784 2,400 2,465 2,512 2,389 2,236 2,131 2,054 2,144

中 国 4,623 5,090 5,310 5,604 5,768 5,274 4,771 3,701 3,527 3,649

ブ ラ ジ ル 744 736 579 505 436 348 275 219 174 179

米 国 282 319 320 346 337 337 300 262 251 246

そ の 他 1,971 2,021 1,895 1,931 1,837 1,716 1,599 1,456 1,377 1,542

県 計 12,779 12,984 12,530 12,844 12,870 12,040 11,099 9,554 9,064 9,429

増 加 率 0.8% 1.6% -3.5% 2.5% 0.2% -6.4% -7.8% -13.9% -5.1% 4.0%

※各年12月末現在

 

【在留外国人数の推移】

【国籍別の内訳】
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資料１２　旅券申請件数の推移

１　旅券申請件数の推移

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

申請件数 39,794 40,236 44,791 42,871 38,355 36,704 41,344 35,037 43,844 35,833

対前年比 130% 101% 111% 96% 89% 96% 113% 85% 125% 82%
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窓　　口 件　　数 構　成　比
パスポートセンター 10,403 29.0%

郡　山 9,819 27.4%

白　河 2,901 8.1%

会津若松 3,333 9.3%

南会津 159 0.4%

南相馬 1,782 5.0%

いわき 7,436 20.8%

計 35,833 100.0%

２　平成２５年旅券窓口別申請件数
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資料１３　消防吏員・消防団員数の推移（毎年４月１日現在）

資料１４　出火件数と出火原因

合計

※23年度は東日本大震災の影響により調査していないため、統計上は22年度の数値を使用している。
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林野 

  32件 

 4.8% 

車両 

 67件 

 10.0% 

その他 

176件 

26.2% 

出火件数 

（平成24年） 

671件 

船舶1件 

0.2% 

54 

49 

45 
43 

33 
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出火原因（上位5位・平成24年） 
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資料１５　危険物施設区分構成比（平成２５年３月３１日現在）

貯蔵所
取扱所
製造所

貯蔵所
取扱所
製造所

急病

資料１６　救急出動状況（平成24年）

急病 

51,949件 

66.0% 

一般負傷 

9,868件 

12.5% 

交通事故 

6,885件 

8.7% 

自損行為 

910件 

1.2% 

労働災害 

697件 

0.9% 
その他 

8,395件 

10.7% 

救急出動件数 

(平成24年) 

78,704件 

貯蔵所 

7,497件 

67.1% 

取扱所 

3,524件 

31.5% 

製造所 

153件 

1.4% 

地下タンク 

貯蔵所 

2,561件 

22.9% 

屋外タンク 

貯蔵所 

1,498件 

13.4% 

屋内貯蔵所 

1,291件 

11.6%  

移動タンク貯蔵所 

1,720件 

15.4%  
屋外貯蔵所 

268件 

2.4%  

屋内タンク貯蔵所 

152件 

1.4% 

簡易タンク貯蔵所 

7件 

0.1% 

一般取扱所 

1,924件 

17.2%  

給油取扱所 

1,565件 

14.0%  

移送取扱所 

12件 

0.1%  
販売取扱所 

23件 

0.2% 

製造所 

153件 

1.4% 

危険物 

施設総数 

11,174件 
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備　考

比率 比率

35 12.8 36:54 13.2

26 9.5 22:01 7.9

6 2.2 9:33 3.4

31 11.4 36:06 12.9

6 2.2 7:36 2.7

104 38.1 112:10 40.0

7 2.6 9:34 3.4

98 35.9 100:41 35.9

33 12.1 34:45 12.4

9 3.3 11:48 4.2

0 0.0 0:00 0.0

22 8.1 11:12 4.0

169 61.9 168:00 60.0

計 273 100.0 280:10 100.0

　過去５年間緊急運航件数の推移
平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 ５年間合計

77 89 59 50 35 310
53 65 52 41 26 237
1 5 30 0 6 42
16 14 22 10 31 93
8 24 6 5 6 49
155 197 169 106 104 731

運　航　件　数 運　航　時　間

緊
急
運
航

救　　急　　活　　動

救　　助　　活　　動

災害応急対策活動

火災防ぎょ活動

広域航空消防防災応援活動

＜緊急運航計＞

通
常
運
航

災　害　予　防　対　策　活　動

自隊訓練のための活動

各種防災訓練等への参加

一　般　行　政　活　動

そ　　の　　他

資料１７　平成25年福島県消防防災ヘリコプターの運航状況（速報版）

広域航空消防防災応援活動

＜緊急運航計＞

整　備　点　検

＜通常運航計＞

救　　急　　活　　動
救　　助　　活　　動
災害応急対策活動
火災防ぎょ活動

運　　航　　種　　別

0

5

10

15

20

25

30

件
数

 

月 

平成２５年緊急運航件数表（月別） 

広域航空消防防災

応援活動 

火 災 防 ぎょ 活 動 

災害応急対策活動 

救 助 活 動 

救 急 活 動 
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崩
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雨
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・
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う
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風
浪
・
高
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害

　
干
　
　
　
害

　
地
　
　
　
震

　
地
す
べ
り

　
異
常
低
温

　
台
　
　
　
風

　
土
砂
崩
れ

　
竜
　
　
　
巻

　
雷
　
　
　
災

　
火
　
　
　
災

備　　　　考

水害は豪雨である。

雪害は風雪である。

平成3年 5 0 8 2 1 1 2 0 0 1 0 5 0 0 0 965 雪害欄には、融雪２を含む。

平成4年 4 0 4 2 5 0 3 0 0 2 0 1 0 0 1 865 雪害欄には、融雪２を含む。

平成5年 0 0 5 8 2 2 5 0 0 0 1 2 0 0 0 996

平成6年 3 0 11 7 8 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1,021 雪害欄には、融雪１を含む。

雪害欄には、融雪１、雪崩1

を含む。

雪害欄には、融雪１、雪崩1

を含む。

平成9年 2 0 11 7 8 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1,139 水害は豪雨である。

平成10年 4 1 11 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 940 水害は豪雨である。

平成11年 3 0 14 5 3 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1,074 水害は豪雨である。

水害は豪雨である。

雪害欄には、融雪1を含む。　

平成13年 7 0 16 1 5 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1,108 水害は豪雨である。

平成14年 4 0 12 2 3 0 3 1 0 3 0 3 0 0 0 1,346
水害は豪雨、干害は高温害
である。

平成15年 4 4 6 6 1 1 1 0 6 4 1 2 0 0 0 1,219 水害は豪雨である。

平成16年 11 0 15 5 0 0 1 0 4 4 0 7 0 0 0 1,205
水害は豪雨、雪害は融雪１・
雪崩１を含む。

平成17年 14 0 10 3 3 3 2 0 6 0 0 3 1 0 0 915
水害は豪雨、雪害は融雪１・
雪崩３を含む。

平成18年 3 0 19 6 3 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 959 干害は高温害である。

平成19年 4 0 9 2 2 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 952

平成20年 7 0 14 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 838
水害は豪雨、雪害は大雪、雪
崩を含む。

平成21年 5 0 6 5 5 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 882
水害は豪雨・洪水、地震は津
波を含む

平成22年 5 0 24 3 5 0 2 0 4 1 1 0 1 0 0 730
水害は豪雨・洪水、地震は津
波を含む

平成23年 1 0 27 2 2 0 0 1 9 0 0 2 0 0 0 851
水害は豪雨、大雨・洪水を含
む東日本大震災は除く

平成24年 2 0 33 4 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0
水害は豪雨、大雨・洪水を含
む

平成２年 2 0 7 6 2 1 3 0 0 2 0 3 0 0 0 836

平成7年 6 0 10 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,015

3 0平成8年 6 0 3 8 5 1,259

平成12年 3 0 10 4

0 1 0 0

1,0866 0 0 0 0 0

資料１８　主な災害発生件数（平成２年～２４年）

0 1 0 0 0

2 0 0 0
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資料１９　総合情報通信ネットワーク構成一覧
（平成25年4月１日現在）

局　数
（統 制 局）県　　　庁 ※1
（中 継 局） 9

（反 射 板） 4
（支 部 局）合同庁舎 ※7

（準支部局）合同庁舎等 ※2
（土 木 局）土木事務所 11

（道 路 局）道路管理所 2
（端 末 局）市町村 ※59

消防本部 ※12

県出先機関 26
（保健福祉事務所） (4)
（医大附属病院） (1)
（港湾建設事務所） (2)
（企　業　局） (1)
（ダム管理事務所） (14)

（環境センター） (1)
（その他） (3)
防災関係機関 17
（自衛隊） (3)
（海上保安庁） (1)
（気　象　台） (1)
（日　赤） (1)
（原子力発電所） (2)
（ライフライン） (2)
（報道機関）　 (7)

（その他） 衛星携帯電話 195
衛星可搬局 2

347
地上系 衛星系

（統　制　局） 1 1
（中　継　局） 9
（反　射　板） 4
（支　部　局） 7 7
（準 支 部局） 2 2
（土　木　局） 11
（道　路　局） 2 1
（端　末　局） 114 73

計 150 84
（衛星携帯電話） 195
（衛星可搬局） 2
注１　※は衛星併設局

合　　　　　計

福島市、いわき市、伊達地方、安達地方、郡山地方、
須賀川地方、白河地方、喜多方地方、会津若松地方、
南会津地方、相馬地方、双葉地方

日赤福島県支部

NTT東日本、東北電力
NHK、RFC、FTV、FCT、KFB、TUF、FM福島

東京電力第１、第２原子力発電所

いわき事業所

福島海上保安部

福島空港、※消防防災航空センター、※消防学校

福島地方気象台

陸上自衛隊福島駐屯地、郡山駐屯地、協力本部

岳ダム、鶴沼川防災ダム、坂下ダム、高の倉ダム、

環境センター

高柴ダム、四時ダム、東山ダム、横川ダム、大柿ダ
ム、日中ダム、真野ダム、松ヶ房ダム、小玉ダム、
千五沢ダム

県北、県中、県南、会津、南会津、相双、いわきの
各地方振興局のある合同庁舎

医大附属病院

鶴石山、鎌房山

保原、二本松、三春、須賀川、石川、棚倉、宮下、
猪苗代、山口、富岡、勿来

相馬、小名浜

県北、県中、県南、南会津

機　　関　　名 機　　関　　名　　内　　訳

斎藤山、真名板倉山、上北高平、下野上

喜多方建設事務所のある合同庁舎、原子力センター

土湯、※大峠

笹森山、矢大臣、鬼丸、野地、西楢葉、惣山、背炙、
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資料２０　原子力発電所事故後の環境放射線モニタリングの状況

○　測定結果

最大値
地点

～
最小値
地点

0.26 ～ 0.03

県北保健福祉事務所南側広場
（福島市）

南会津合同庁舎駐車場
（南会津町）

0.44 ～ 0.02

石井住民センター（二本松市） 県土湯除雪ステーション（福島市）

0.30 ～ 0.02

日和田行政センター（郡山市）、
下水道管理センター（郡山市）

湖南スポーツ広場（郡山市）

0.20 ～ 0.03

白坂行政センター
（白河市）

那須甲子少年自然の家前
（西郷村）

0.09 ～ 0.02

会津若松市役所 河東支所、
会津若松市役所

会津若松市基幹集落センター、
早稲沢生活改善センター

(北塩原村）、
達沢生活改善センター

（猪苗代町）、
関都駅前（猪苗代町）、

旧市沢小学校跡地（猪苗代町）、
木地小屋集会所（猪苗代町）、
柳津町役場前水道管理施設、

大塩体育館（金山町）、
金山町自然教育村会館、
尾岐公民館（会津美里町）

0.05 ～ 0.01

びわのかげ運動公園
（南会津町）

道の駅たじま（南会津町）、
リゾートイン台鞍（南会津町）、

南会津町舘岩岩下交流センター

24.03 ～ 0.04

夫沢三区地区集会所
（大熊町）

第１区分団屯所駐車場
（川内村）

0.14 ～ 0.04

いわき市末続集会所、
いわき市豊間市民
サービスセンター

貝泊多目的集会所（いわき市）、
いわき市小名浜支所

78

　南会津地方 19
0.06

2月8日　17時
びわのかげ運動公園

（南会津町）

※　平成26年2月の「環境放射能測定結果（暫定値）の状況」における最大値を示す。

　相双地方 250
25.20

2月3日　17時
夫沢三区地区集会所

（大熊町）

　いわき地方 51 0.33
2月1日　8時

旧戸渡分校（いわき市）　他

　県南地方 50 0.25
2月1日　17時

西郷村文化センター　他

  会津地方 48 0.10
2月4日　8時

会津若松市役所　他

概   要

（　）内は前月の最大値（※）
（単位：μ Sv/h）

各地方振興局 7

概ね横ばい又は減少傾向

0.30
2月5日　6時

県北保健福祉事務所
南側広場（福島市）　他

0.83
2月3日　17時

山木屋乙八区コミュニティー
消防センター（川俣町）　他

　県中地方 108
0.35

2月2日　17時
下水道管理センター　他

（郡山市）

県内各地方

　県北地方

１　空間線量率の測定
(1) 定時・定点モニタリング（平成26年3月7日時点）

・県合同庁舎や市町村役場等で測定。
・調査地点数　3,647地点

区   分
測　定
地点数

直近の測定結果（単位：μ Sv/h）
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単位：μ Sv/h

測定年月 福島市 郡山市 白河市 会津若松市 南会津町 南相馬市 いわき市

平常値（平成21年度） 0.04 0.04～0.06 0.04～0.05 0.04～0.05 0.02～0.04 0.05 0.05～0.06 

平成23年 4月 2.74 2.52 0.80 0.24 0.08 0.92 0.66

平成23年10月 0.96 0.85 0.43 0.13 0.08 0.43 0.18

平成24年 4月 0.80 0.62 0.29 0.12 0.08 0.40 0.11

平成24年10月 0.70 0.49 0.21 0.09 0.06 0.35 0.10

平成25年 4月 0.52 0.29 0.14 0.08 0.05 0.16 0.09

平成25年10月 0.33 0.17 0.12 0.07 0.05 0.14 0.09

※　測定場所は、福島市が県北保健福祉事務所、その他は県合同庁舎。

※　福島市と郡山市は、平成25年4～5月に除染実施。

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

平成23年 4月 平成23年10月 平成24年 4月 平成24年10月 平成25年 4月 平成25年10月

(μSv/h)

福島市

郡山市

白河市

会津若松市

南会津町

南相馬市

いわき市

単位：μSv/h 
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(2) 随時モニタリング
・学校等の公共的施設等において随時実施
・延べ調査地点数　約52,000地点(H26年1月末現在）

　　（単位：μSv/h）

4月

8月～9月

2月～3月

5月～6月

25年

4月

6月

9月～10月

3月

6月～7月

1月

7月～8月

4月

6月

11月

7月

12月

25年 7月

4月

6月

4月

11月～12月

25年 6月

6月

12月

7月～8月

12月

4月～5月

10月～11月

4月

8月～9月

23年 10月～11月

24年 8月～10月

2月～3月

9月～11月

調査区分 調査時期 調査地点数 調査結果（最小値～最大値）

メッシュ調査

23年
1,865 0.04  ～　44.8

2,776 0.06　～　 5.2

24年

2,675 0.03　～　 3.4

2,767 0.06　～　 3.4

10月 2,748 0.06　～　 3.4

5月～6月 2,747 0.05　～　 3.0

学校等調査

23年

1,772 0.05　～　28.7

1,729 0.07　～　 3.1

1,739    0.06　～　 2.0   

24年
1,758  0.02　～　 1.6 

1,749  0.06　～　 1.4 

25年
1,733  0.02　～　 1.2 

1,716   0.05　～　 0.63 

児童福祉施設等調査

23年

  325 0.08　～　15.2

  327 0.06　～ 　3.6

  314 0.08  ～ 　2.2

24年
  330  0.07　～　 1.6 

  327  0.05　～　 1.4 

  429  0.06　～　 1.0 

都市公園調査

23年
  735 0.10　～　 4.0

  382 0.07　～　 3.3

24年
1,122 0.06　～　 2.3

1,114 0.04　～　 1.9

1,112 0.06　～　 1.6

公民館等調査 23年
  417 0.07  ～   1.3

  415  0.06  ～   1.2 

観光地等調査

23年
  226 0.06　～　 3.0

  264 0.06　～　 2.5

24年
  278 0.05　～　 2.0

  283 0.04　～　 2.0

25年
  286  0.02　～　 1.5 

  288  0.02　～　 1.5 

集会所等調査

3,971  0.04　～　 2.3 

3,761  0.04　～　 2.3 

25年
3,759  0.03　～　 1.6 

3,737  0.04　～　 0.99
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２　放射性核種分析
・大気中ダスト、水、土壌等について実施。
・延べ分析検体数　約84,000検体（平成25年11月末現在）

I－131 Cs－134 Cs－137

平成23年3月 3,452 不検出～555Bq/㎥ 不検出～120Bq/㎥ 不検出～140Bq/㎥

水質 すべて不検出 不検出～12Bq/L 不検出～15Bq/L

底質 不検出～65Bq/㎏ 不検出～110,000Bq/㎏ 不検出～150,000Bq/㎏

海水 すべて不検出 不検出～12.8Bq/L 不検出～20.1Bq/L

海底土壌 すべて不検出 不検出～4,592Bq/㎏ 不検出～4,679Bq/㎏

平成23年3月 48,483 不検出～450Bq/㎏ 不検出～30.8Bq/kg 不検出～38Bq/kg

平成23年3月 5,574 不検出～1,170,000Bq/㎏ 不検出～215,000Bq/㎏ 不検出～227,000Bq/㎏

　　主な調査結果

調査区分 調査開始時期 調査検体数 調査結果

大気中ダスト

水道水

土壌

河 川 ・
湖 沼 ・
ダム等

平成23年5月 延べ2,092

海域 平成23年5月 延べ3,120
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資料２１　温室効果ガスの総排出量と伸び率

温室効果ガス排出量の内訳

1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2011年度
の結果

(H2) （H7） （H12） （H15） （H16） （H17） （H18） (H19) (H20) (H21) (H22) (H23)
（1990年
度比）

千t-C02 13,336 15,941 16,859 17,671 17,184 17,840 16,716 17,027 15,556 14,978 15,261 15,562

構成比% 87.6% 89.5% 91.1% 92.3% 92.4% 92.8% 92.1% 92.1% 91.4% 91.6% 91.5% 92.5%

千t-C02 572 570 489 481 481 475 469 474 466 459 450 387

構成比% 3.8% 3.2% 2.6% 2.5% 2.6% 2.5% 2.6% 2.6% 2.7% 2.8% 2.7% 2.3%

千t-C02 387 371 329 313 307 302 299 302 294 292 288 276

構成比% 2.5% 2.1% 1.8% 1.6% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.7% 1.6%

千t-C02 339 339 355 262 203 198 220 247 272 297 322 310

構成比% 2.2% 1.9% 1.9% 1.4% 1.1% 1.0% 1.2% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8%

千t-C02 302 302 335 310 324 330 352 354 373 294 317 269

構成比% 2.0% 1.7% 1.8% 1.6% 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.2% 1.8% 1.9% 1.6%

千t-C02 284 284 136 100 98 84 92 82 67 33 33 25

構成比% 1.9% 1.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1%

小計 千t-C02 15,220 17,807 18,503 19,137 18,597 19,229 18,148 18,486 17,028 16,353 16,671 16,830 10.6%

森林吸収 千t-C02 1,852 1,339 2,119 2,167 ―

京都メカニズム 千t-C02 1,836 2,022 1,571 13 ―

合計 千t-C02 15,220 17,807 18,503 19,137 18,597 19,229 18,148 18,486 13,340 12,992 12,981 14,650 -3.7%

※代替フロン等３ガスは1995年度を基準年度としている。

HFCs -8.5%

PFCs -10.9%

SF6 -91.3%

※　濃い棒グラフ及び点線の折れ線グラフは、それぞれ京都メカニズムや森林吸収を含めない総排出量及び伸び率を示し、
     薄い棒グラフ及び実線の折れ線グラフは、それぞれ京都メカニズムや森林吸収を含む総排出量及び伸び率を示す。
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資料２２　福島県景観条例に基づく行為の届出受理件数

１　　景観形成重点地域における行為の届出受理件数

年度 建築物 工作物 土地 鉱物 物品 竹木の伐採 合計
１２年度 30 126 10 0 2 10 178
１３年度 11 100 1 0 2 0 114
１４年度 26 207 6 0 2 0 241
１５年度 22 100 3 0 0 3 128
１６年度 11 116 3 0 3 2 135
１７年度 11 89 1 0 1 0 102
１８年度 18 149 4 0 0 2 173
１９年度 12 159 2 0 1 3 177
２０年度 6 132 1 0 0 1 140
２１年度 12 68 2 0 1 5 88
２２年度 19 74 3 0 0 2 98
２３年度 22 36 0 0 0 1 59
２４年度 3 19 0 0 0 0 22
（注）平成25年3月31日現在

建築物：

工作物： 高さ1.5mを超える塀類、高さ５mを超える電線路等の支持物、高さ５m又は表示面積

土　地： 面積300㎡かつ法面の高さ1.5mを超える法面を生ずる土地の造成
鉱　物： 面積300㎡かつ法面の高さ1.5mを超える法面を生ずる鉱物・土石の掘採
物　品： 高さ1.5mかつ面積100㎡を超える屋外での物品の集積・貯蔵
木竹の伐採：高さ10mかつ面積300㎡を超える材木の伐採

２　　大規模行為の届出受理件数

年度 建築物 工作物 土地 鉱物 物品 合計
１１年度 229 730 53 50 20 1,082
１２年度 211 747 73 46 26 1,103
１３年度 118 413 55 52 24 662
１４年度 92 297 37 58 38 522
１５年度 109 370 29 38 33 579
１６年度 111 515 35 35 36 732
１７年度 82 617 30 32 22 783
１８年度 75 767 40 26 22 930
１９年度 72 393 19 28 19 531
２０年度 65 337 33 26 15 476
２１年度 36 296 28 19 6 385
２２年度 43 396 37 14 3 493
２３年度 41 224 25 14 1 305
２４年度 53 229 29 27 8 346
（注1）平成25年3月31日現在

建築物： 高さ13m又は建築面積1,000㎡を超える建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模
様替え又は色彩の変更

工作物： 高さ５mを超える塀類、高さ20mを超える電線路等の支持物、高さ13m又は表示面積
15㎡を超える広告塔類、高さ13m又は築造面積1､000㎡を超えるその他の工作物の新
築、改築、増築、移転、外観の模様替え又は色彩の変更

土　地： 面積3､000㎡を超える土地の造成又は高さ５m及び長さ10mを超える法面を生ずる土地
の造成

鉱　物： 面積3､000㎡を超える鉱物・土石の掘採又は高さ5m及び長さ10mを超える法面を生ず
る鉱物・土石の採掘

物　品： 高さ３m又は面積500㎡を超える屋外での物品の集積・貯蔵

（注2）平成21年度は年度中途で制度変更があったため、「旧条例に基づく大規模行為＋景観法に
基づく届出（重点地域以外）」数を記載している。（景観法に基づく届出は平成21年10月1日）

床面積の合計が10㎡を超える建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え又
は色彩の変更

５㎡を超える広告塔類、高さ５m又は築造面積10㎡を超えるその他の工作物の新築、
改築、増築、移転、外観の模様替え又は色彩の変更

（単位：件）

（単位：件）
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資料２３　優良景観形成住民協定一覧
（平成26年3月31日現在）

番
号

協　　　定　　　名　　　称 市町村
認　定
年月日

1 景観に美しい曽原・狐鷹森地域づくり協定 北塩原村 H13. 6.28

2 ほんとの空とお城山が美しく見える景観づくり協定 二本松市 H14. 2.15

3 喜多方駅前通りまちづくり協定 喜多方市 H14. 3.15

4 あだたら高原・岳温泉うつくしい景観づくり協定 二本松市 H15. 3. 7

5 さわやかな風と美土里おりなすまちづくり協定 浪江町 H15.12.17

6 猪苗代湖と磐梯山が美しく見える志田浜づくり協定 猪苗代町 H15.12.17

7 四季の磐梯山が美しく見えるスキー場景観づくり協定 磐梯町他 H15.12.17

8 梁川町川北地区｢蔵の風情を取り入れた和風のまちなみづくり｣協定 伊達市 H17. 1.20

9 磐梯町七ツ森地区｢磐梯の麓、自然環境との共生を体感できるまちづくり｣協定 磐梯町 H17. 3.28

10 猪苗代町不動地区｢不動ヴィレッジ美しい景観づくり｣協定 猪苗代町 H17. 3.28

11 裏磐梯川上温泉美しいまちづくり協定 猪苗代町 H17. 8.10

12 喜多方仲町商店街景観協定 喜多方市 H19. 2.20

13 羽鳥湖高原の美しい景観づくり協定 天栄村 H19. 2.20

14 須賀川市南部地区軒の栗通りまちづくり協定 須賀川市 H20. 6.20

15 須賀川市南部地区本町通りまちづくり協定 須賀川市 H20. 6.20

16 須賀川市南部地区大町通りまちづくり協定 須賀川市 H20. 6.20

17 喜多方市小田付蔵のまち景観づくり協定 喜多方市 H22. 8.27
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資料２４　国立公園指定状況
（平成２6年３月３１日現在）

公  園 名 指 定 年 月 日

日　　　光 昭　9.　12.　4 福島・栃木・群馬の3県

那須・甲子地区は 県内は下郷町、西郷村

昭25.　9.　22追加 県内面積　7,329.0ha

磐梯朝日 昭25.　9.　5 福島・山形・新潟の3県

県内は福島市、二本松市、郡山市、会津若松市、喜多方市、大玉村

北塩原村、猪苗代町、磐梯町、西会津町

県内面積　65,553.8ha

尾　　　瀬 平19.　8.30 福島・山形・新潟・栃木の４県

県内は南会津町、檜枝岐村

県内面積　17,240.0ha

資料２５　国定公園指定状況
（平成２6年３月３１日現在）

公 園 名 指 定 年 月 日

越後三山 昭48.　5.  15 福島・新潟の2県

只　　　見 県内は只見町、檜枝岐村

県内面積　33,665.0ha

資料２６　県立自然公園指定状況
（平成２6年３月３１日現在）

公 園 名 指 定 年 月 日

霊　  　山 昭23.　10.　18 相馬市、伊達市 2,271ha

霞  ヶ  城 昭23.　10.　18 二本松市 170ha

南  　　湖 昭23.　10.　18 白河市 777ha

奥 久 慈 昭23.　10.　18 棚倉町、塙町、矢祭町 4,831ha

磐城海岸 昭23.　10.　18 いわき市 2,305ha （海域含む）

松 川 浦 昭26.　 3.　27 相馬市 1,717ha （海域含む）

勿  　　来 昭26.　 3.　27 いわき市 1,955ha （海域含む）

只見柳津 昭26.　 3.　27 只見町、金山町、三島町、柳津町、西会津町、喜多方市　15,668ha

大川羽鳥 昭28.　 3.　14 会津若松市、下郷町、会津美里町、天栄村　16,531ha

阿 武 隈 昭28.　 3.　14 いわき市、浪江町、葛尾村、川内村、田村市、小野町、二本松市、

高原中部 川俣町　7,659ha

夏 井 川 昭28.　 3.　14 いわき市 4,331ha

渓   　谷

範    　囲    　と　    面　    積

範    　囲    　と　    面　    積

範    　囲    　と　    面　    積
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資料２７　自然環境保全地域指定状況
（平成26年3月31日現在）

指　定 面 積
地　 域 　名 関 係 市 町 村 うち特別 保　   全   　対   　象

年月日 （ha） 地区面積
信夫文知摺 福島市 ４９． ３．２２ 3.60 1.50 シラカシ、クヌギ等の巨木、地形、地質
黒岩虚空蔵 〃 〃 1.60 高齢樹のアカマツ林ほか
高　松　山 本宮市 〃 6.20 高齢樹のモミ、アカマツ林ほか
岩　角　山 〃 〃 12.50 ケヤキ等の人工林、岩石の露頭
石田ブヨメキ 伊達市 〃 9.50 0.70 湿原、湿原植物
石　 　　筵 郡山市 〃 51.90 シダレグリの自生地
五　本　松 西白河郡矢吹町 〃 1.20 アカマツの並木

西白河郡泉崎村 〃
恩　賜　林 西白河郡矢吹町 〃 7.80 アカマツの一斉林
茶　臼　山 伊達市 〃 7.80 サクラ類の自生地
熊 川 海 岸 双葉郡大熊町 〃 1.80 海触地形
法正尻湿原 耶麻郡磐梯町 〃 3.60 3.60 湿原・湿原植物ほか
大　悲　山 南相馬市 〃 6.10 ヤマツツジの自生地
小高薬師堂 〃 〃 1.10 高齢樹のスギ、サクラの人工林
浄　土　松 郡山市 ５０． ２．２８ 35.00 11.30 アカマツの天然林、巨大な奇岩群
奥州街道松並木 〃 〃 1.70 アカマツの並木
強　　 　滝 東白川郡鮫川村 〃 8.30 0.48 滝、渓谷
江　竜　田 〃 〃 4.10 1.60 　〃
西　郷　瀞 西白河郡西郷村 〃 57.90 10.21 渓谷、柱状節理
宮 床 湿 原 南会津郡南会津町 〃 54.10 8.00 湿原、湿原植物ほか
牛 越 館 山 南相馬市 〃 31.50 モミ等の天然林
高　倉　山 いわき市 〃 99.20 二畳紀地層の露出、化石ほか
宇 津 峯 山 郡山市、須賀川市 〃 355.60 変成岩類の盆地状構造ほか
茂　 　　庭 福島市 ５０． ６． ６ 861.58 110.60 ブナ等の天然林
黒　岩　山 南会津郡南会津町 〃 72.32 72.32 　〃
新田川渓谷 南相馬市 〃 122.38 90.64 渓谷、モミ、ケヤキ等の天然林
橲　 　　原 〃 〃 70.84 62.34 モミ、ケヤキ等の天然林
平　伏　沼 双葉郡川内村 〃 3.60 2.14 沼、モリアオガエル
関　 　　山 白河市 〃 190.50 石英安山岩質凝灰岩の急峻な地質
安 　　　座 耶麻郡西会津町 〃 280.95 57.65 地形、地質、ｺｳﾔﾏｷ等の自生地ほか
三   　　条 大沼郡金山町 ５１． ６．２２ 24.95 24.95 スギの天然林
新　道　沢 南会津郡南会津町 〃 76.68 25.60 チョウセンゴヨウの自生地
黒 岩 湿 原 南会津郡南会津町 〃 3.70 3.70 湿原、湿原植物
矢の原湿原 大沼郡昭和村 〃 54.32 20.62 　〃
本名御神楽岳 大沼郡金山町 〃 444.82 444.82 ブナ、スギ等の天然林
大　戸　岳 会津若松市 ５２．１０．２８ 115.47 115.47 ヒノキアスナロ等の天然林
七　ヶ　岳 南会津郡南会津町 〃 520.35 217.19 ブナ等の天然林、地形ほか
本地夜鷹山 耶麻郡西会津町 〃 459.50 128.75 　〃
鹿　狼　山 相馬郡新地町 ５３． ２．２８ 502.50 ケヤキ等の天然林、地形、地質
明 神 ヶ 岳 大沼郡会津美里町 ５４．  ３．２ 34.12 34.12 ブナ等の天然林

河沼郡柳津町 〃
つ む じ 倉 河沼郡柳津町 〃 17.25 17.25 二段滝、貴重な植物の自生地
御 斉 所 山 いわき市 〃 24.81 24.81 カシ類等の天然林、御斉所式変成岩
木　戸　山 双葉郡楢葉町 〃 114.73 114.73 モミ、ブナ等の天然林
金　 　　山 白河市 〃 1.40 0.46 ビャッコイの自生地
好間川渓谷 いわき市 〃 27.75 8.00 V字谷、カシ類等の天然林
栂　 　　峰 喜多方市 ５４． ８． ３ 35.70 35.70 オオシラビソの天然林
深　　 　沢 郡山市 ５６．７．２８ 43.81 43.81 ヒノキアスナロの天然林
萩 　　　野 南会津郡南会津町 〃 1.28 0.36 風穴、風穴植物群落

計 ４７地域 4,867.41 1,693.42
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資料２８　緑地環境保全地域指定状況

（平成26年３月３１日現在）

指   定 面積

年月日 (ha)

恵日寺周辺 耶麻郡磐梯町 49. 3.22 第２種 58.90 恵日寺と一体となった自然環境

烏  峠  山 西白河郡泉崎村 〃 〃 42.40 烏峠稲荷神社と一体となった自然環境

白  石  山 〃 〃 第１種 2.70 泉崎壁画横穴古墳と一体となった自然環境

赤   　　坂 伊達市 50. 2.28 〃 2.40 アカマツ、コナラ等の樹林地

花  見  山 〃 〃 〃 3.30 ヤマツツジの自生地

堂山王子 田村市 50. 6.  6 〃 0.90 堂山王子神社と一体となった自然環境

隠津島神社 郡山市 52.10.28 〃 12.50 隠津島神社と一体となった自然環境

妙  見 山 〃 〃 〃 5.50 飯豊和気神社と一体となった自然環境

稚児舞台・島山 二本松市 54 .8. 3 第１種 10.00 花崗岩の奇岩・怪岩、ユキヤナギ

　 第２種

古  寺  山 須賀川市 55. 6.13 第１種 13.44 古寺山白山寺と一体となった自然環境

達　   　沢 耶麻郡猪苗代町 56. 7.31 〃 3.64 山ノ神神社社叢としてのミズナラの天然林

橋   　　場 東白川郡塙町 〃 〃 6.16 シラカバの天然林

御  幸  山 伊達市 〃 第２種 2.75 五幸山観世音堂、羽山神社と一体の自然環境

堂  峰  山 喜多方市 58. 6 . 3 〃 6.94 アカマツ、コナラ等の樹林地

天  狗  橋 東白川郡鮫川村 59. 6.15 第１種 0.87 天狗橋と一体となった自然環境

計 １５地域 172.40

資料２９　野生動植物保護地区

（平成26年３月３１日現在）

地 　域 　名 面　 積　（ha）

石田ブヨメキ 0.70 ミズバショウなどの湿原植物

法正尻湿原 3.60 サギソウなどの湿原植物とモリアオガエル

宮床湿原 8.00 ミズバショウなどの湿原植物とハッチョウトンボ

安　　　座 57.65 ヒメサユリなどの植物とギフチョウ

黒岩湿原 3.70 ワタスゲなどの湿原植物

七　ヶ　岳 217.19 キャラボクなどの高山・亜高山性植物

木地夜鷹山 52.25 希産植物のトガクシソウ

金　　　山 0.46 希産植物のビャッコイ

萩　　　野 0.36 オオタカネイバラなどの亜高山性植物と風穴植物群落

計 343.91

保           　護           　対           　象

９  地域

地  域  名 関 係 市 町 村 区分 保      　全　      対　      象

- 161 -



資料３０　鳥獣保護区

平成26年3月31日現在

鳥獣保護区
うち特別
保護地区

1 福島 （身） 1,137 25 福島市 H42.10.31

2 信夫山 （身） 260 福島市 H45.10.31

3 文知摺 （身） 10 福島市 H44.10.31

4 吾妻山 （森） 5,751 福島市、猪苗代町 H31.10.31

5 黒岩虚空蔵 （身） 5 福島市 H28.10.31

6 城山 （身） 31 福島市 H29.10.31

7 水林 （森） 21 福島市 H27.10.31

8 二本松市ふれあいの森公園 （身） 34 二本松市 H31.10.31

9 二本松 （身） 382 33 二本松市 H42.10.31

10 高田舟形 （身） 364 二本松市 H44.10.31

11 半田山 （森） 1,402 桑折町、福島市 H34.10.31

12 阿津賀志山 （身） 56 国見町 H30.10.31

13 梁川 （身） 611 伊達市 H26.10.31

14 古屋舘 （身） 50 伊達市 H30.10.31

15 茶臼山 （身） 8 伊達市 H27.10.31

16 霊山 （森） 928 142 伊達市 H44.10.31

17 石田ブヨメキ （身） 27 伊達市 H27.10.31

18 月見舘森林公園 （身） 132 伊達市 H40.10.31

19 前ケ岳 （森） 517 大玉村、二本松市 H34.10.31

20 本宮 （身） 1,630 本宮市 H26.10.31

21 岳山 （身） 70 本宮市 H44.10.31

22 高松山 （身） 81 本宮市 H33.10.31

23 旭 （森） 831 二本松市 H37.10.31

24 小浜 （身） 252 二本松市 H26.10.31

25 熱海 （森） 168 郡山市 H34.10.31

26 郡山 （身） 10,250 郡山市 H37.10.31

27 多田野 （森） 317 30 郡山市 H34.10.31

28 浄土松 （身） 70 郡山市 H36.10.31

29 妙見山 （森） 407 郡山市、須賀川市 H26.10.31

30 福良 （森） 509 30 郡山市 H35.10.31

31 須賀川 （身） 1,050 須賀川市 H40.10.31

32 長沼 （森） 384 須賀川市 H26.10.31

33 羽鳥 （森） 2,357 天栄村 H26.10.31

34 母畑 （森） 653 石川町、玉川村、平田村 H25.10.31

35 石川 （身） 353 石川町 H33.10.31

（身）：身近な鳥獣生息地、（大）：大規模生息地、（希）：希少鳥獣生息地、（渡）：集団渡来地、（森）：森林鳥獣生息地

番号 名称 設定区分の別 所在地  期　限
面積（ha）

- 162 -



鳥獣保護区
うち特別
保護地区

番号 名称 設定区分の別 所在地  期　限
面積（ha）

36 沢井 （身） 167 石川町 H27.10.31

37 山橋 （森） 486 石川町 H45.10.31

38 蓬田山 （森） 2,188 平田村、須賀川市、玉川村 H35.10.31

39 平田 （森） 746 平田村、小野町 H30.10.31

40 浅川 （身） 160 浅川町 H45.10.31

41 大久田 （森） 103 古殿町 H45.10.31

42 三春 （身） 706 三春町、郡山市 H27.10.31

43 三春ダム （身） 778 三春町 H44.10.31

44 東堂山 （森） 263 小野町 H36.10.31

45 小野新町 （身） 510 小野町 H32.10.31

46 あぶくま洞 （森） 326 田村市 H27.10.31

47 大平山 （身） 262 田村市 H31.10.31

48 殿上 （身） 75 田村市 H45.10.31

49 舘山 （身） 169 田村市 H32.10.31

50 片曽根山 （森） 700 田村市 H30.10.31

51 白河中央 （身） 619 白河市 H32.10.31

52 西の郷 （身） 86 西郷村 H31.10.31

53 西郷 （森） 931 149 西郷村 H35.10.31

54 烏峠 （森） 445 泉崎村 H36.10.31

55 矢吹 （森） 516 矢吹町 H35.10.31

56 棚倉 （森） 687 棚倉町 H35.10.31

57 山本 （森） 506 棚倉町 H34.10.31

58 八溝山 （森） 51 矢祭町 H30.10.31

59 舘山 （身） 53 矢祭町 H44.10.31

60 宝坂 （森） 144 矢祭町 H34.10.31

61 矢祭山 （森） 324 66 矢祭町 H42.10.31

62 塙 （森） 275 塙町 H27.10.31

63 西野 （身） 146 鮫川村 H29.10.31

64 飯盛山 （森） 693 53 会津若松市 H34.10.31

65 鶴ケ城 （身） 43 会津若松市 H30.10.31

66 小田山 （森） 300 会津若松市 H28.10.31

67 吉ケ平ダム （身） 206 会津若松市 H45.10.31

68 大戸嶽 （森） 1,751 会津若松市 H27.10.31

69 喜多の郷 （身） 37 喜多方市 H29.10.31

70 中善寺 （身） 30 喜多方市 H31.10.31

71 眞木 （森） 940 喜多方市 H34.10.31

72 米岡 （森） 1,050 喜多方市 H44.10.31
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鳥獣保護区
うち特別
保護地区

番号 名称 設定区分の別 所在地  期　限
面積（ha）

73 裏磐梯 （渡） 17,957 3,337 北塩原村、猪苗代町 H33.10.31

74 飯豊 （森） 1,063 喜多方市、西会津町 H32.10.31

75 相川 （森） 770 喜多方市 H45.10.31

76 阿賀川 （森） 660 西会津町 H26.10.31

77 大山 （森） 555 西会津町 H45.10.31

78 高郷 （森） 766 喜多方市 H27.10.31

79 磐梯ゴールドライン （森） 509 磐梯町 H26.10.31

80 恵日寺 （身） 92 磐梯町 H26.10.31

81 沼尻 （森） 345 猪苗代町 H34.10.31

82 表磐梯 （森） 393 猪苗代町 H34.10.31

83 猪苗代 （渡） 10,450 猪苗代町、会津若松市、
郡山市 H36.10.31

84 船渡 （希） 23 会津坂下町 H28.10.31

85 柳津 （森） 548 柳津町 H27.10.31

86 蓋沼 （森） 975 会津美里町 H26.10.31

87 博士山 （森） 2,618 会津美里町 H28.10.31

88 白鳳山 （身） 203 会津美里町 H30.10.31

89 西方 （身） 162 三島町 H27.10.31

90 沼沢湖 （森） 379 30 金山町 H34.10.31

91 駒止湿原 （森） 517 42 南会津町 H45.10.31

92 田島町 （身） 8 南会津町 H36.10.31

93 針生 （森） 175 南会津町 H34.10.31

94 田島 （森） 528 27 南会津町 H41.10.31

95 黒岩湿原 （森） 896 南会津町 H34.10.31

96 七ヶ岳 （森） 892 南会津町 H32.10.31

97 水門 （森） 532 下郷町 H44.10.31

98 音金 （森） 664 下郷町 H45.10.31

99 観音沼 （森） 39 下郷町 H39.10.31

100 田代山 （森） 487 35 南会津町 H45.10.31

101 奥只見 （大） 18,251 檜枝岐村 H29.10.31

102 駒ヶ岳 （森） 367 137 檜枝岐村 H34.10.31

103 尾瀬 （森） 6,378 2,200 檜枝岐村 H33.10.31

104 八十里越 （森） 452 只見町 H34.10.31

105 小川 （森） 589 只見町 H34.10.31

106 只見 （大） 15,817 6,090 只見町 H32.10.31

107 黒谷 （森） 396 只見町 H28.10.31

108 原町 （森） 1,621 122 南相馬市 H26.10.31

109 原町市 （身） 30 南相馬市 H36.10.31

- 164 -



鳥獣保護区
うち特別
保護地区

番号 名称 設定区分の別 所在地  期　限
面積（ha）

110 松川浦 （渡） 103 相馬市 H31.10.31

111 山上 （森） 586 相馬市 H26.10.31

112 箒平 （森） 713 73 広野町 H29.10.31

113 郭公山 （森） 795 楢葉町 H26.10.31

114 夜の森 （身） 30 富岡町 H38.10.31

115 赤木 （森） 550 富岡町 H31.10.31

116 五枚沢 （森） 243 川内村 H40.10.31

117 川内 （森） 637 201 川内村 H34.10.31

118 大熊 （身） 4 大熊町 H38.10.31

119 浪江 （身） 5 浪江町 H36.10.31

120 丈六 （身） 45 浪江町 H30.10.31

121 葛尾森林公園 （身） 19 葛尾村 H33.10.31

122 新地 （森） 302 新地町 H44.10.31

123 小高 （森） 300 南相馬市 H26.10.31

124 大悲山 （身） 19 南相馬市 H37.10.31

125 相ノ沢 （身） 160 飯舘村 H29.10.31

126 飯舘 （身） 292 飯舘村 H29.10.31

127 鬼ヶ城 （森） 280 いわき市 H27.10.31

128 川前 （森） 732 いわき市 H26.10.31

129 大久三森 （森） 391 いわき市 H29.10.31

130 夏井川 （森） 508 97 いわき市 H32.10.31

131 芝山 （森） 308 いわき市 H45.10.31

132 小川櫓石 （森） 391 いわき市 H28.10.31

133 四倉 （森） 1,068 いわき市 H26.10.31

134 水石山 （森） 1,332 いわき市 H35.10.31

135 小川三島 （身） 35 いわき市 H34.10.31

136 石森山 （身） 184 いわき市 H44.10.31

137 愛谷 （身） 79 いわき市 H30.10.31

138 平塩 （身） 84 いわき市 H39.10.31

139 湯ノ岳 （森） 1,280 いわき市 H26.10.31

140 ２１世紀の森 （身） 1,330 いわき市 H30.10.31

141 鮫川 （身） 185 いわき市 H31.10.31

142 四時川 （森） 1,303 いわき市 H29.10.31

143 目兼 （森） 440 いわき市 H32.10.31

計　143箇所 150,420 12,919
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資料３１　大気汚染常時監視システムの事業区分

所　有
区　分

事業名 所　管

○福　島 4局

○二本松 1局

県　中 ○須賀川 1局

○白河 1局

○矢吹 1局

○棚倉 1局

○会津若松 1局

○喜多方 1局

南会津 ○南会津 1局

○新地 1局 ○新地 1局 2煙道

○相馬 1局

○小高 1局

○原町 1局 ○南相馬 1局 2煙道

○広野 1局 ○広野 1局 5煙道

○楢葉 1局

○富岡 1局

○双葉 1局

県　計 ６振興局 移動測定車 1局

郡山市 ○郡山 7局

いわき市 ○いわき 12局 ○いわき 9局 20煙道

移動測定車 1局

（注）1　表中「○」は、テレメーター監視測定局である。

　　　2　大気環境測定局、移動測定局における測定項目は、二酸化硫黄・窒素酸化物・光化学オキシダント等である。

　　　3　大気発生源測定局における測定項目は、硫黄酸化物・窒素酸化物のほか、燃料使用量・排ガス温度等である。

（平成２６年３月３１日現在）

その他の局

移動測定車
（環境センター）

1局

合計 39局 12局29煙道

大気環境測定局 大気発生源観測局

3局9煙道

県

大気汚染
常時監視事業

県　北

県　南

会　津

相　双

20局
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資料３２　主な大気汚染物質年平均濃度の推移

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

二酸化硫黄 (ppm) 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

二酸化窒素 (ppm) 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007

光化学オキシダント (ppm) 0.040 0.042 0.043 0.042 0.045 0.044 0.046 0.047 0.043 0.044

一酸化炭素 (ppm) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

浮遊粒子状物質 (mg/㎥) 0.022 0.021 0.021 0.019 0.018 0.018 0.016 0.017 0.015 0.014

微小粒子状物質 (μ g/㎥) － － － － － － － － 12.5 12.1

　　（注）　光化学オキシダントは、昼間（５～２０時）の日最高１時間値の年平均値を示す。
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資料３３　生活環境項目（ＢＯＤ又はＣＯＤ）に係る環境基準達成状況の推移

年 河　　川 湖　　沼 海域 合計

度
指定
水域数

達成
水域数

達成率
（％）

指定
水域数

達成
水域数

達成率
（％）

指定
水域数

達成
水域数

達成率
（％）

指定
水域数

達成
水域数

達成率
（％）

15 60 56 93.3 15 12 80.0 13 13 100.0 88 81 92.0

16 60 57 95.0 15 10 66.7 13 13 100.0 88 80 90.9

17 60 57 95.0 15 10 66.7 13 13 100.0 88 80 90.9

18 60 59 98.3 15 10 66.7 13 13 100.0 88 82 93.2

19 60 58 96.7 15 9 60.0 13 13 100.0 88 80 90.9

20 60 59 98.3 15 11 73.3 13 13 100.0 88 83 94.3

21 60 60 100.0 15 10 66.7 13 10 76.9 88 80 90.9

22 60 60 100.0 15 11 73.3 13 13 100.0 88 84 95.5

23 55 54 98.2 15 11 73.3 13 12 92.3 83 77 92.8

24 55 53 96.4 15 11 73.3 13 13 100.0 83 77 92.8
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資料３４　一般廃棄物処理施設数　（浄化槽を除く）
（平成２４年３月末現在）

施　　設　　名 箇　　所　　数 処　　理　　能　　力

し尿処理施設 23 2,106kl/日

コミュニティ・プラント 3 （計画処理人口）　　7,540人

ごみ処理施設(ごみ焼却施設) 23 3,003t/日

粗大ごみ処理施設 14 476t/日

不燃物処理・資源化施設 28 331.2t/日

その他のごみ処理施設 1 5t/日

最終処分場 22 1,324,547
（注）市町村及び一部事務組合が設置しているものであり、最終処分場にあっては埋立中のもの、その他施設にあっては稼働中のもの。

資料３５　浄化槽の年度末設置基数の推移
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資料３６　ごみ総排出量及び県民一人一日当たりのごみ総排出量の推移
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資料３７　産業廃棄物処理業許可件数の推移
(各年度末現在)

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

収集運搬業 2,268 2,225 2,291 2,342 2,294 2,343 2,639 2,647 2,651 2,903

中間処理業 125 124 120 126 119 119 118 118 118 119

最終処分業 10 10 10 10 9 10 9 8 8 10

中間処理・ 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6

最終処分業

計 2,411 2,367 2,429 2,486 2,430 2,480 2,774 2,780 2,784 3,038

　　（注）　郡山市及びいわき市における許可件数を除く。
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資料３８　産業廃棄物処理施設許可（届出）状況
（平成２４年３月３１日現在）

事業者 処理業者 地方公共団体 計
42 288 8 338
16 29 1 46

安定型 8 12 0 20
管理型 8 17 1 26
遮断型 0 0 0 0

58 317 9 384

（注）1　指定処理施設を含む。

　　　2　郡山市及びいわき市に設置されている施設は除く。

資料３９　産業廃棄物処理業者による処理量
（平成２４年３月３１日現在）

年　　度 中間処理業 最終処分業
 5　年　度 1,452 542
 6　年　度 1,454 435
 7　年　度 1,442 391
 8　年　度 1,450 424
 9　年　度 1,470 355
10　年　度 1,631 348
11　年　度 1,674 162
12　年　度 1,542 186
13　年　度 1,643 274
14　年　度 1,717 301
15　年　度 1,695 294
16　年　度 1,611 250
17　年　度 1,704 268
18　年　度 1,680 223
19　年　度 1,634 339
20　年　度 1,306 395
21　年　度 1,543 325
22　年　度 1,275 362
23　年　度 1,822 254

（単位：千トン/年）

（注）1　平成9年度以降は郡山市許可業者の処分量を除く。

　　　2　平成11年度以降はいわき市許可業者の処分量を除く。
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　１ 「原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口」の利用状況

　　（１） 期間　　平成２５年４月１日（月）～平成２６年２月２８日（金）

　　（２） 件数

（件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計

177 183 151 196 146 213 155 140 110 149 108 1,728

4 20 8 12 4 8 4 6 2 8 5 81

※弁護士による電話相談は、毎週水曜日の午後１時から５時までの対応。

　２ 「原子力損害賠償巡回法律相談」の利用状況

　　（１） 期間　　平成２５年４月１日（月）～平成２６年２月２８日（金）

　　（２） 件数

（件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計

1 33 24 12 11 11 14 14 17 25 12 174

　３ 「不動産鑑定士による巡回相談」の利用状況

　　（１） 期間　　平成２５年６月１３日（木）～平成２６年２月２８日（金）

　　（２） 件数

（件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計

- - 7 35 18 44 67 34 24 8 17 254

　

件　数

月

件　数

資料４０　「原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口」等の利用状況
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